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す
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2
0

通
常

情
報

政
策

課
電

子
計

算
機

の
運

用
管

理
に

関
す

る
こ

と
運

用
・
コ

ン
ビ

ニ
交

付
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と
情

報
管

理
課

1
2

2
1

1
1

1
2

○
○

×

2
1

通
常

情
報

政
策

課
電

子
計

算
機

の
運

用
管

理
に

関
す

る
こ

と
運

用
・
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と
情

報
管

理
課

2
2

1
1

1
1

2
○

○
×

応
援

受
入

の
可

否

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

従 事 者 数

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

1



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

従 事 者 数

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

2
2

通
常

情
報

政
策

課
電

子
計

算
機

の
運

用
管

理
に

関
す

る
こ

と
運

用
・
施

設
予

約
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と
情

報
管

理
課

2
2

1
1

1
1

2
○

○
×

2
3

通
常

企
画

経
営

課
東

葉
高

速
鉄

道
に

関
す

る
こ

と
東

葉
高

速
鉄

道
に

関
す

る
こ

と
企

画
経

営
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

2
4

通
常

広
報

広
聴

課
広

聴
に

関
す

る
こ

と
や

っ
ち

ご
意

見
箱

に
関

す
る

こ
と

（
受

付
、

調
整

、
回

答
、

処
理

把
握

、
統

計
等

）
広

報
広

聴
課

1
2

2
2

2
2

2
2

○
×

2
5

通
常

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

課
ふ

る
さ

と
納

税
寄

附
金

に
関

す
る

こ
と

。
ふ

る
さ

と
納

税
寄

附
金

の
受

入
に

係
る

委
託

先
と

の
連

絡
調

整
、

返
礼

品
の

登
録

等
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

2
1

1
1

1
1

1
×

×

2
6

応
急

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

課
要

配
慮

者
（
外

国
人

）
の

救
援

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
所

等
に

お
い

て
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
外

国
語

通
訳

の
確

保
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

3
2

2
2

2
2

○
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

2
7

応
急

企
画

経
営

課
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
に

関
す

る
こ

と
。

施
設

及
び

事
業

の
状

況
に

つ
い

て
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
て

随
時

情
報

提
供

を
行

う
。

企
画

経
営

課
3

1
1

1
1

1
○

×

2
8

通
常

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

選
挙

の
管

理
執

行
に

関
す

る
こ

と
国

政
選

挙
・
地

方
選

挙
の

執
行

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

4
4

4
4

4
×

○
他

団
体

職
員

2
9

応
急

秘
書

課
災

害
視

察
及

び
見

舞
者

の
接

遇
に

関
す

る
こ

と
。

視
察

者
等

と
の

連
絡

調
整

や
接

遇
秘

書
課

4
2

2
2

2
○

○
×

3
0

通
常

秘
書

課
市

長
会

に
関

す
る

こ
と

。
市

長
会

（
全

国
・
関

東
・
県

）
事

務
秘

書
課

4
1

1
1

1
○

×

3
1

通
常

秘
書

課
秘

書
及

び
渉

外
に

関
す

る
こ

と
。

（
副

市
長

及
び

資
料

管
理

）
副

市
長

決
裁

及
び

資
料

管
理

秘
書

課
4

1
1

1
1

○
×

3
2

通
常

秘
書

課
秘

書
及

び
渉

外
に

関
す

る
こ

と
。

（
市

長
及

び
資

料
管

理
）

市
長

決
裁

及
び

資
料

管
理

秘
書

課
4

1
1

1
1

○
×

3
3

通
常

秘
書

課
秘

書
及

び
渉

外
に

関
す

る
こ

と
。

（
来

客
者

窓
口

・
電

話
対

応
）

市
長

随
行

な
ど

の
秘

書
業

務
及

び
来

客
者

電
話

対
応

秘
書

課
4

4
4

4
4

○
×

3
4

通
常

庶
務

課
議

決
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

議
会

で
議

決
し

た
案

件
に

つ
い

て
証

明
依

頼
に

基
づ

く
証

明
事

務
庶

務
課

4
1

1
1

1
○

×

3
5

通
常

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

課
多

文
化

交
流

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

多
文

化
交

流
セ

ン
タ

ー
の

管
理

、
運

営
に

関
す

る
こ

と
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

4
1

1
1

1
×

×

3
6

通
常

企
画

経
営

課
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
に

関
す

る
こ

と
。

女
性

の
た

め
の

相
談

業
務

を
行

う
。

企
画

経
営

課
5

1
1

1
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

3
7

通
常

議
事

課
議

会
本

会
議

及
び

委
員

会
に

関
す

る
こ

と
。

議
会

本
会

議
及

び
委

員
会

に
関

す
る

事
務

議
事

課
5

4
4

4
○

×

3
8

通
常

議
事

課
協

議
会

そ
の

他
諸

会
議

に
関

す
る

こ
と

。
会

派
代

表
者

会
議

、
委

員
会

協
議

会
等

に
関

す
る

事
務

議
事

課
5

4
4

4
○

×

3
9

応
急

企
画

経
営

課
災

害
復

興
計

画
の

策
定

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

災
害

復
興

計
画

の
策

定
の

総
合

調
整

企
画

経
営

課
5

3
3

3
○

○
×

4
0

応
急

企
画

経
営

課
国

・
県

へ
の

災
害

に
係

る
補

助
金

 要
望

 陳
情

の
総

括
に

関
す

る
こ

と
。

国
・
県

へ
の

災
害

に
係

る
補

助
金

要
望

、
陳

情
の

総
括

企
画

経
営

課
5

3
3

3
○

○
×

4
1

通
常

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

課
八

千
代

こ
ど

も
国

際
平

和
文

化
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

平
和

作
文

の
募

集
や

バ
ン

コ
ク

親
善

大
使

派
遣

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

課
5

1
1

1
×

×

4
2

通
常

広
報

広
聴

課
視

聴
覚

広
報

に
関

す
る

こ
と

声
の

広
報

の
作

成
、

配
布

に
関

す
る

こ
と

広
報

広
聴

課
6

1
1

○
×

4
3

通
常

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

選
挙

人
名

簿
に

関
す

る
こ

と
選

挙
人

名
簿

の
登

録
・
抹

消
・
失

権
処

理
、

在
外

選
挙

人
名

簿
の

登
録

・
抹

消
処

理
選

挙
管

理
委

員
会

事
務

局
4

2
2

2
2

○
他

団
体

職
員

4
4

通
常

情
報

政
策

課
調

査
統

計
に

関
す

る
こ

と
基

幹
統

計
調

査
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
情

報
政

策
課

4
2

2
2

2
○

×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

2



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
総

務
部

】
●

部
所

属
人

数
　

　
　

　
1
1
4

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
4

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
1
4

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
1
7

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
戸

籍
住

民
課

行
方

不
明

者
の

捜
索

依
頼

・
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
市

役
所

及
び

各
支

所
で

行
方

不
明

者
の

捜
索

依
頼

を
受

付
け

、
避

難
者

名
簿

等
と

の
突

合
に

よ
る

生
存

者
の

確
認

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

3
6

6
6

6
6

6
○

○
○

他
団

体
職

員
等

2
応

急
戸

籍
住

民
課

被
災

者
の

避
難

先
等

の
安

否
情

報
の

把
握

及
び

問
合

せ
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
の

家
族

等
か

ら
の

安
否

情
報

の
照

会
に

対
応

す
る

。
戸

籍
住

民
課

1
3

6
6

6
6

6
6

○
○

×

3
応

急
支

所
・
連

絡
所

地
区

連
絡

所
の

開
設

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

、
地

区
内

の
情

報
収

集
、

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

支
所

・
連

絡
所

1
2
3

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

○
○

×

4
応

急
支

所
・
連

絡
所

臨
時

市
民

相
談

所
の

開
設

に
関

す
る

こ
と

。
本

部
長

の
指

示
に

基
づ

き
、

避
難

所
や

地
区

連
絡

所
に

臨
時

市
民

相
談

所
を

開
設

す
る

。
支

所
・
連

絡
所

1
2
3

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

○
○

×

5
応

急
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

自
治

会
等

か
ら

の
災

害
情

報
の

収
集

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
状

況
や

被
災

状
況

等
の

情
報

収
集

を
行

う
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
1

2
2

2
○

○
×

6
応

急
危

機
管

理
課

千
葉

県
防

災
情

報
シ

ス
テ

ム
の

報
告

に
関

す
る

こ
と

。
本

部
や

避
難

所
の

開
設

状
況

、
被

災
状

況
の

報
告

危
機

管
理

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

○
×

7
応

急
危

機
管

理
課

防
災

行
政

用
無

線
の

操
作

に
関

す
る

こ
と

。
固

定
系

親
局

を
使

っ
た

広
報

危
機

管
理

課
1

2
2

2
2

○
○

○
×

8
通

常
総

務
課

公
印

に
関

す
る

こ
と

。
公

印
の

管
理

公
印

の
使

用
、

印
影

印
刷

及
び

電
子

公
印

の
承

認
総

務
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

9
応

急
職

員
課

職
員

の
動

員
、

配
備

及
び

そ
の

記
録

に
関

す
る

こ
と

。

各
部

か
ら

の
職

員
の

安
否

確
認

や
職

員
の

参
集

・
配

備
状

況
、

応
援

要
請

の
有

無
な

ど
を

取
り

ま
と

め
本

部
へ

報
告

、
各

部
の

職
員

の
過

不
足

を
整

理
し

職
員

の
再

配
置

を
行

う
。

職
員

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

○
×

1
0

通
常

職
員

課
職

員
の

給
与

に
関

す
る

こ
と

。
職

員
の

給
与

支
給

業
務

職
員

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

×

1
1

通
常

職
員

課
職

員
共

済
組

合
に

関
す

る
こ

と
。

千
葉

県
市

町
村

職
員

共
済

組
合

関
連

業
務

（
扶

養
・
短

期
給

付
・
貸

付
・
共

済
貯

金
・
県

互
助

会
等

）
職

員
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

1
2

通
常

職
員

課
職

員
の

健
康

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
保

健
担

当
に

よ
る

健
康

相
談

等
保

健
担

当
（
保

健
師

）
に

よ
る

健
康

相
談

及
び

病
気

や
怪

我
の

初
期

対
応

―
1

2
2

2
2

2
2

2
×

他
団

体
職

員

1
3

応
急

戸
籍

住
民

課
要

捜
索

者
名

簿
の

作
成

に
関

す
る

こ
と

。
★

応
急

業
務

№
1
5
で

生
存

の
確

認
が

取
れ

な
か

っ
た

者
の

他
、

災
害

相
談

窓
口

（
防

犯
班

）
や

避
難

所
に

相
談

の
あ

っ
た

行
方

不
明

者
を

含
め

た
名

簿
の

作
成

戸
籍

住
民

課
3

2
2

2
2

2
×

○
×

1
4

応
急

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

関
す

る
こ

と
。

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

を
希

望
す

る
者

が
来

た
場

合
は

、
担

当
部

署
に

案
内

す
る

。
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

2
2

2
2

2
2

2
○

○
×

1
5

応
急

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
災

害
相

談
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
者

又
は

そ
の

関
係

者
か

ら
の

相
談

に
対

応
す

る
た

め
、

災
害

相
談

窓
口

を
開

設
し

、
相

談
・
問

合
せ

受
付

業
務

を
行

う
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
3

6
6

6
4

6
○

○
×

1
6

応
急

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

災
害

相
談

の
実

態
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
又

は
そ

の
関

係
者

か
ら

の
相

談
に

対
応

す
る

た
め

、
災

害
相

談
窓

口
を

開
設

し
、

相
談

・
問

合
せ

受
付

業
務

を
行

う
。

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

3
2

2
2

2
○

○
×

1
7

通
常

危
機

管
理

課
防

犯
意

識
の

啓
発

及
び

高
揚

に
関

す
る

こ
と

。
犯

罪
発

生
情

報
及

び
不

審
者

情
報

等
を

電
子

メ
ー

ル
に

て
配

信
。

ま
た

、
警

察
か

ら
依

頼
が

あ
っ

た
場

合
は

、
犯

罪
等

に
係

る
注

意
喚

起
等

を
防

災
行

政
用

無
線

で
行

う
。

危
機

管
理

課
2

1
1

1
1

1
1

○
○

×

1
8

通
常

総
務

課
議

案
の

調
整

及
び

市
議

会
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

市
議

会
と

の
連

絡
調

整
総

務
課

2
2

2
2

2
2

2
○

×

1
9

通
常

総
務

課
議

案
の

調
整

及
び

市
議

会
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

議
案

及
び

議
案

資
料

等
の

取
り

ま
と

め
、

印
刷

、
配

布
総

務
課

2
2

2
2

2
2

2
○

　
×

2
0

通
常

総
務

課
議

案
の

調
整

及
び

市
議

会
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

一
般

質
問

答
弁

書
の

取
り

ま
と

め
、

答
弁

調
整

会
議

の
開

催
総

務
課

2
2

2
2

2
2

2
○

×

2
1

通
常

総
務

課
文

書
の

収
受

及
び

保
管

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
郵

便
物

の
受

領
、

配
布

、
発

送
、

切
手

等
の

払
出

し
総

務
課

2
2

2
2

2
2

2
○

×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

3
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非
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先
業
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～
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～
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（～

2
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第
6
局
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（
～
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応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

2
2

通
常

総
務

課
文

書
の

収
受

及
び

保
管

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
県

・
他

市
・
庁

内
等

か
ら

の
通

知
・
調

査
依

頼
（
メ

ー
ル

、
グ

ル
ー

プ
ウ

ェ
ア

）
等

の
収

受
、

回
答

総
務

課
2

1
1

1
1

1
1

○
×

2
3

通
常

法
務

課
公

告
式

に
関

す
る

こ
と

。
条

例
、

規
則

等
（
例

規
）
の

公
布

等
法

務
課

2
1

1
1

1
1

1
○

×

2
4

応
急

職
員

課
災

害
対

策
従

事
職

員
の

給
与

、
食

事
、

宿
泊

、
健

康
管

理
そ

の
他

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

業
務

に
関

す
る

こ
と

。
(応

援
職

員
含

む
)

職
員

の
給

料
や

水
・
食

料
、

業
務

に
継

続
し

て
従

事
す

る
職

員
へ

の
宿

泊
場

所
の

確
保

な
ど

安
全

衛
生

全
般

を
行

う
。

職
員

課
2

1
1

1
1

1
1

○
他

団
体

職
員

2
5

通
常

職
員

課
職

員
互

助
会

に
関

す
る

こ
と

。
月

次
処

理
(給

与
デ

ー
タ

処
理

、
助

成
金

処
理

、
貸

付
金

、
財

形
)

職
員

課
2

1
1

1
1

1
1

○
×

2
6

応
急

総
務

課
受

援
（
他

自
治

体
等

の
応

援
の

受
入

れ
及

び
活

動
調

整
）
に

関
す

る
こ

と
。

他
の

自
治

体
や

団
体

か
ら

の
応

援
職

員
等

の
受

入
調

整
（
派

遣
元

と
の

連
絡

調
整

、
宿

泊
先

等
活

動
拠

点
の

確
保

）
や

各
部

へ
の

取
次

ぎ
、

受
入

れ
に

関
す

る
全

体
的

な
総

括
を

行
う

。
総

務
課

3
1

1
1

1
1

○
○

×

2
7

応
急

危
機

管
理

課
被

災
地

の
防

犯
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

地
、

避
難

所
周

辺
等

に
お

い
て

、
自

治
会

や
警

察
、

関
係

団
体

と
連

携
し

て
パ

ト
ロ

ー
ル

を
実

施
危

機
管

理
課

4
2

2
2

2
○

全
て

可

2
8

通
常

危
機

管
理

課
防

犯
施

策
に

関
す

る
立

案
及

び
執

行
に

関
す

る
こ

と
。

防
犯

灯
及

び
防

犯
カ

メ
ラ

の
維

持
管

理
を

行
う

。
危

機
管

理
課

4
1

1
1

1
○

○
全

て
可

2
9

通
常

戸
籍

住
民

課
住

民
基

本
台

帳
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
の

保
守

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
交

付
、

住
民

基
本

台
帳

カ
ー

ド
の

変
更

・
更

新
戸

籍
住

民
課

3
9

9
9

9
9

○
×

3
0

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
住

民
基

本
台

帳
の

整
備

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
基

本
台

帳
の

記
録

・
消

除
戸

籍
住

民
課

支
所

3
9

3
4

3
4

3
4

3
4

○
　

×

3
1

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
住

民
基

本
台

帳
に

係
る

届
出

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
異

動
届

出
の

受
付

戸
籍

住
民

課
支

所
3

9
3
4

3
4

3
4

3
4

○
×

3
2

通
常

戸
籍

住
民

課
戸

籍
の

附
票

の
整

備
及

び
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

の
附

票
の

記
録

戸
籍

住
民

課
3

9
9

9
9

9
○

×

3
3

通
常

戸
籍

住
民

課
戸

籍
簿

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

シ
ス

テ
ム

の
保

守
、

副
本

を
地

方
法

務
局

へ
送

付
戸

籍
住

民
課

3
8

8
8

8
8

○
×

3
4

通
常

戸
籍

住
民

課
戸

籍
簿

の
整

理
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

簿
の

記
録

、
消

除
戸

籍
住

民
課

3
8

8
8

8
8

○
×

3
5

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
・
連

絡
所

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付
戸

籍
住

民
課

支
所

3
8

3
1

3
1

3
1

3
1

○
×

3
6

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
埋

火
葬

許
可

に
関

す
る

こ
と

。
埋

火
葬

許
可

証
の

交
付

戸
籍

住
民

課
支

所
3

8
3
1

3
1

3
1

3
1

○
×

3
7

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
住

民
の

印
鑑

登
録

に
関

す
る

こ
と

。
印

鑑
の

登
録

、
抹

消
戸

籍
住

民
課

支
所

3
9

3
0

3
0

3
0

3
0

○
×

3
8

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
・
連

絡
所

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

戸
籍

住
民

課
支

所
・
連

絡
所

3
9

3
4

3
4

3
4

3
4

○
×

3
9

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
・
連

絡
所

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付
戸

籍
住

民
課

支
所

・
連

絡
所

3
9

3
4

3
4

3
4

3
4

○
×

4
0

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
・
連

絡
所

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

戸
籍

住
民

課
支

所
・
連

絡
所

3
9

3
4

3
4

3
4

3
4

○
×

4
1

通
常

戸
籍

住
民

課
支

所
及

び
連

絡
所

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
便

戸
籍

住
民

課
3

1
1

1
1

1
×

×

4
2

通
常

戸
籍

住
民

課
一

般
旅

券
の

発
給

申
請

等
の

受
理

及
び

交
付

に
関

す
る

こ
と

。
一

般
旅

券
の

交
付

戸
籍

住
民

課
3

3
3

3
3

3
○

×

4
3

通
常

総
務

課
審

査
請

求
に

関
す

る
こ

と
。

「
行

政
不

服
審

査
制

度
」
の

審
査

庁
に

か
か

る
事

務
（
受

付
か

ら
裁

決
ま

で
）

総
務

課
3

1
1

1
1

1
○

×

4
4

通
常

支
所

・
連

絡
所

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
を

行
う

。
支

所
・
連

絡
所

4
2
5

2
5

2
5

2
5

○
×

4
5

通
常

支
所

・
連

絡
所

支
所

等
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
等

の
管

理
を

行
う

。
支

所
・
連

絡
所

4
2
5

2
5

2
5

2
5

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

4
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応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

4
6

通
常

法
務

課
行

政
不

服
審

査
の

総
合

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
行

政
不

服
審

査
制

度
の

総
合

調
整

、
助

言
等

法
務

課
4

2
2

2
2

○
×

4
7

通
常

法
務

課
不

服
申

立
て

、
訴

訟
及

び
和

解
の

助
言

並
び

に
直

接
請

求
の

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
不

服
申

立
て

（
審

査
請

求
）
、

訴
訟

及
び

和
解

の
助

言
並

び
に

直
接

請
求

の
指

導
法

務
課

4
2

2
2

2
○

×

4
8

通
常

支
所

・
連

絡
所

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
支

所
・
連

絡
所

4
4

2
5

2
5

2
5

○
×

4
9

通
常

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
地

縁
に

よ
る

団
体

の
認

可
等

に
関

す
る

こ
と

。
地

縁
法

人
に

係
る

認
可

、
告

示
、

証
明

書
発

行
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

6
1

1
○

×

5
0

通
常

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

消
費

者
問

題
に

つ
い

て
の

相
談

及
び

苦
情

処
理

に
関

す
る

こ
と

。
消

費
生

活
相

談
を

受
け

、
助

言
、

斡
旋

を
行

う
。

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

6
2

2
○

×

5
1

通
常

法
務

課
条

例
、

規
則

等
の

制
定

改
廃

の
審

査
に

関
す

る
こ

と
。

条
例

、
規

則
等

（
例

規
）
の

制
定

改
廃

の
審

査
法

務
課

4
 

 
2

2
○

×

5
2

通
常

法
務

課
個

別
外

部
監

査
契

約
に

関
す

る
こ

と
。

個
別

外
部

監
査

制
度

に
関

す
る

調
整

、
契

約
等

法
務

課
6

2
2

○
×

5
3

通
常

法
務

課
情

報
公

開
の

総
合

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
公

文
書

の
開

示
請

求
へ

の
対

応
、

情
報

公
開

審
査

会
の

開
催

等
法

務
課

6
2

2
○

×

5
4

通
常

法
務

課
個

人
情

報
の

保
護

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

個
人

情
報

開
示

請
求

へ
の

対
応

、
個

人
情

報
保

護
審

査
会

及
び

個
人

情
報

保
護

制
度

運
営

審
議

会
の

開
催

等
法

務
課

6
2

2
○

×

5
5

通
常

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
地

縁
に

よ
る

団
体

の
認

可
等

に
関

す
る

こ
と

。
地

縁
法

人
に

係
る

認
可

、
告

示
、

証
明

書
発

行
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

6
1

1
○

×

5
6

通
常

戸
籍

住
民

課
庶

務
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

住
民

課
（
支

所
含

む
）
の

事
務

運
用

に
係

る
契

約
事

務
等

戸
籍

住
民

課
6

2
2

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

5



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
財

務
部

】
●

部
所

属
人

数
　

　
　

　
1
0
9

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
4

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
3

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
1
7

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
財

政
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
、

住
区

域
の

割
り

振
り

、
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

、
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
、

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

3
9

4
8

5
5

4
4

3
3

3
3

5
5

×
○

全
て

可

2
応

急
納

税
課

住
家

被
害

等
の

情
報

収
集

に
関

す
る

こ
と

。
住

家
被

害
状

況
の

把
握

（
街

の
建

物
等

の
様

子
を

巡
回

し
、

地
域

ご
と

に
大

ま
か

な
状

況
把

握
に

努
め

る
）

納
税

課
1

6
1
0

1
0

×
×

3
応

急
資

産
管

理
課

庁
舎

及
び

庁
内

施
設

・
設

備
の

機
能

維
持

(非
常

電
源

・
仮

設
ト

イ
レ

等
)に

関
す

る
こ

と
。

発
災

直
後

の
来

庁
者

の
避

難
誘

導
や

庁
舎

の
安

全
性

の
確

認
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
1
2

1
0

7
5

5
5

1
2

○
○

×

4
応

急
資

産
管

理
課

臨
時

電
話

、
そ

の
他

の
使

用
機

材
の

確
保

及
び

設
営

(災
害

対
策

本
部

含
む

)に
関

す
る

こ
と

。
電

話
機

な
ど

の
通

信
機

器
の

確
保

、
電

話
線

の
断

線
等

に
よ

る
Ｎ

Ｔ
Ｔ

と
の

復
旧

作
業

の
調

整
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
3

3
2

2
2

2
3

○
○

×

5
応

急
資

産
管

理
課

車
両

(広
報

車
両

含
む

)そ
の

他
輸

送
手

段
の

確
保

、
配

車
計

画
及

び
緊

急
輸

送
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
緊

急
通

行
車

両
の

確
認

手
続

等
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
2

3
3

3
3

3
3

○
○

×

6
応

急
資

産
管

理
課

車
両

(広
報

車
両

含
む

)そ
の

他
輸

送
手

段
の

確
保

、
配

車
計

画
及

び
緊

急
輸

送
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。

・
公

用
車

の
状

況
把

握
・
輸

送
対

象
の

優
先

順
位

や
、

確
保

し
た

車
両

（
物

資
供

給
班

が
確

保
し

た
車

両
含

む
）
の

調
整

・
配

分
な

ど
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
3

3
3

3
3

3
3

○
○

△
×

7
応

急
財

政
課

災
害

関
係

の
予

算
編

成
及

び
資

金
調

達
に

関
す

る
こ

と
。

応
急

対
策

活
動

費
に

関
す

る
予

算
の

調
整

及
び

財
源

の
確

保
を

行
う

。
財

政
課

1
1

1
1

3
3

3
3

○
×

8
通

常
契

約
課

工
事

請
負

契
約

、
業

務
委

託
契

約
及

び
物

品
の

購
入

契
約

に
関

す
る

こ
と

工
事

請
負

契
約

、
業

務
委

託
契

約
及

び
物

品
の

購
入

契
約

に
関

す
る

事
務

契
約

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

×

9
応

急
財

政
課

国
・
県

等
の

補
助

金
に

関
す

る
こ

と
。

補
助

事
業

情
報

の
収

集
と

各
部

へ
の

情
報

提
供

を
行

う
。

財
政

課
1

1
1

1
2

2
2

2
○

×

1
0

通
常

会
計

課
現

金
及

び
有

価
証

券
の

出
納

及
び

保
管

に
関

す
る

こ
と

。
公

金
総

括
口

座
（
銀

行
印

含
む

）
の

管
理

、
各

課
の

手
提

げ
金

庫
管

理
会

計
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

1
1

通
常

会
計

課
支

出
負

担
行

為
の

確
認

及
び

支
出

命
令

の
審

査
に

関
す

る
こ

と
。

歳
出

伝
票

（
支

出
負

担
行

為
、

支
出

票
、

支
出

負
担

行
為

兼
支

出
票

、
公

金
振

替
票

、
支

出
負

担
行

為
兼

戻
入

票
、

支
出

金
更

正
票

）
等

の
審

査
会

計
課

1
1

1
1

1
2

2
2

○
×

1
2

通
常

会
計

課
現

金
及

び
有

価
証

券
の

出
納

及
び

保
管

に
関

す
る

こ
と

。
支

払
処

理
業

務
（
一

括
・
課

別
・
窓

口
・
納

付
書

・
公

共
料

金
・
給

与
）
、

払
出

業
務

、
公

金
振

替
・
支

出
金

更
正

決
定

処
理

会
計

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

×

1
3

応
急

資
産

管
理

課
庁

舎
及

び
庁

内
施

設
・
設

備
の

機
能

維
持

(非
常

電
源

・
仮

設
ト

イ
レ

等
)に

関
す

る
こ

と
。

非
常

用
電

源
や

仮
設

ト
イ

レ
の

確
保

を
行

う
。

資
産

管
理

課
2

5
5

2
2

2
5

○
○

×

1
4

応
急

資
産

管
理

課
公

用
車

等
の

燃
料

の
確

保
に

関
す

る
こ

と
。

非
常

用
電

源
や

公
用

車
、

物
資

供
給

班
が

借
上

げ
た

車
両

の
燃

料
の

調
達

を
行

う
。

資
産

管
理

課
1

1
3

3
3

3
3

3
○

○
×

1
5

通
常

資
産

管
理

課
市

有
施

設
の

点
検

に
関

す
る

こ
と

。
建

築
物

及
び

建
築

設
備

の
定

期
点

検
に

係
る

業
務

等
資

産
管

理
課

2
3

8
8

8
×

×

1
6

応
急

資
産

税
課

住
家

及
び

市
長

が
定

め
る

種
類

の
被

害
の

認
定

調
査

に
関

す
る

こ
と

。

り
災

証
明

の
発

行
に

必
要

な
情

報
を

収
集

す
る

た
め

の
家

屋
調

査
、

住
宅

班
（
応

急
危

険
判

定
）
と

の
連

携
協

力
を

行
う

。
※

被
害

規
模

が
小

さ
い

と
き

は
2
次

調
査

か
ら

実
施

資
産

税
課

3
5

2
0

1
6

1
6

2
0

×
○

他
団

体
職

員

1
7

応
急

財
政

課
義

援
金

の
受

領
及

び
配

分
に

関
す

る
こ

と
。

口
座

を
つ

く
り

、
受

付
記

録
を

作
成

し
、

寄
託

者
に

受
領

書
を

発
行

。
配

分
方

法
の

決
定

を
行

う
。

（
配

分
委

員
会

の
設

置
）
　

※
配

布
は

第
1
救

援
班

財
政

課
4

3
3

3
3

○
△

他
団

体
職

員

1
8

通
常

会
計

課
現

金
及

び
有

価
証

券
の

出
納

及
び

保
管

に
関

す
る

こ
と

。
基

金
運

用
管

理
、

運
用

中
歳

計
現

金
等

の
管

理
会

計
課

4
1

1
1

1
○

×

1
9

通
常

会
計

課
市

税
及

び
市

税
外

歳
入

の
収

入
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

歳
入

業
務

（
収

入
登

録
及

び
収

入
一

覧
表

作
成

、
収

支
日

計
表

作
成

、
郵

便
振

替
業

務
、

調
定

一
覧

表
作

成
、

Ｏ
Ｃ

Ｒ
業

務
）
、

収
入

金
訂

正
決

定
処

理
会

計
課

4
1

1
1

1
○

×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

6



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

2
0

通
常

契
約

課
工

事
検

査
室

工
事

の
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

工
事

の
検

査
に

関
す

る
事

務
契

約
課

工
事

検
査

室
4

1
1

1
1

○
×

2
1

通
常

財
政

課
予

算
の

編
成

及
び

予
算

の
執

行
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

予
算

の
編

成
（
当

初
及

び
補

正
）
、

予
算

の
執

行
管

理
に

関
す

る
事

務
財

政
課

4
3

3
3

3
○

×

2
2

通
常

財
政

課
市

債
に

関
す

る
こ

と
。

市
債

の
協

議
、

借
入

れ
、

償
還

に
関

す
る

事
務

財
政

課
4

2
2

2
2

○
×

2
3

通
常

財
政

課
地

方
交

付
税

に
関

す
る

こ
と

。
地

方
交

付
税

（
普

通
交

付
税

、
特

別
交

付
税

、
震

災
復

興
特

別
交

付
税

）
の

算
定

に
関

す
る

事
務

財
政

課
4

2
2

2
2

○
×

2
4

通
常

会
計

課
収

入
証

紙
に

関
す

る
こ

と
。

千
葉

県
収

入
証

紙
の

出
納

・
保

管
・
払

出
会

計
課

4
1

1
1

1
○

×

2
5

通
常

会
計

課
千

葉
県

税
の

収
納

に
関

す
る

こ
と

。
※

規
則

の
定

め
以

外
千

葉
県

税
の

収
納

・
保

管
・
払

出
会

計
課

4
1

1
1

1
○

×

2
6

通
常

会
計

課
小

切
手

の
振

出
し

等
に

関
す

る
こ

と
。

小
切

手
の

作
成

会
計

課
4

1
1

1
1

○
×

2
7

応
急

納
税

課
り

災
台

帳
の

作
成

及
び

り
災

証
明

の
発

行
に

関
す

る
こ

と
。

（
り

災
台

帳
作

成
）

被
害

の
認

定
調

査
結

果
や

発
行

状
況

等
を

反
映

し
た

台
帳

の
作

成
を

行
う

。
※

第
1
救

援
班

の
被

災
者

台
帳

と
の

連
携

納
税

課
5

1
0

1
0

1
0

○
他

団
体

職
員

2
8

応
急

市
民

税
課

り
災

台
帳

の
作

成
及

び
り

災
証

明
の

発
行

に
関

す
る

こ
と

。
（
り

災
証

明
・
被

害
届

出
証

明
の

受
付

・
交

付
）

申
請

が
あ

っ
た

者
に

対
し

、
り

災
台

帳
等

を
元

に
八

千
代

市
り

災
証

明
書

等
交

付
要

綱
に

基
づ

き
証

明
書

を
交

付
す

る
。

市
民

税
課

3
9

9
9

9
9

×
○

×

2
9

応
急

納
税

課
被

害
届

出
証

明
書

の
発

行
に

関
す

る
こ

と
。

八
千

代
市

り
災

証
明

書
等

交
付

要
綱

に
基

づ
き

、
り

災
証

明
が

で
き

な
い

家
屋

付
帯

物
等

の
被

害
届

出
が

あ
っ

た
こ

と
の

証
明

を
行

う
。

納
税

課
5

2
2

2
○

×

3
0

応
急

市
民

税
課

被
災

者
等

へ
の

租
税

の
減

免
等

に
関

す
る

こ
と

。
（
市

民
税

）
市

税
の

納
期

限
の

延
長

、
減

免
な

ど
を

行
う

。
市

民
税

課
5

4
4

4
×

○
×

3
1

応
急

資
産

税
課

被
災

者
等

へ
の

租
税

の
減

免
等

に
関

す
る

こ
と

。
（
資

産
税

）
固

定
資

産
税

等
の

納
期

限
の

延
長

、
減

免
な

ど
を

行
う

。
資

産
税

課
5

3
3

3
×

○
他

団
体

職
員

3
2

通
常

財
政

課
庶

務
に

関
す

る
こ

と
。

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

の
運

用
管

理
、

地
方

公
営

企
業

（
上

下
水

道
事

業
、

北
千

葉
北

千
葉

広
域

水
道

企
業

団
）
ほ

か
、

庶
務

に
関

す
る

事
務

全
般

財
政

課
5

2
2

2
○

×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

7



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
健

康
福

祉
部

】
●

部
所

属
人

数
　

　
　

　
2
0
1

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
3

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
0

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
3
4

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
健

康
福

祉
課

1
5
　

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
★

1
4
　

医
療

、
助

産
及

び
救

護
に

関
す

る
こ

と
。

1
9
　

医
師

会
、

歯
科

医
師

会
、

薬
剤

師
会

及
び

医
療

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

1
　

応
急

医
療

救
護

本
部

の
設

置
、

医
師

会
本

部
（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

や
救

護
所

と
の

連
絡

調
整

、
収

容
状

況
の

把
握

を
行

う
。

2
　

救
護

本
部

に
お

い
て

、
災

害
時

に
救

護
活

動
が

困
難

と
な

る
臨

月
の

妊
婦

と
人

工
透

析
患

者
に

対
応

す
る

た
め

市
内

と
近

隣
の

医
療

機
関

（
特

定
診

療
災

害
協

力
病

院
）
へ

の
協

力
要

請
を

行
う

。
3
　

医
療

・
保

健
衛

生
機

能
の

情
報

収
集

健
康

福
祉

課
1

1
6

1
6

1
6

1
6

×
○

×

2
応

急
障

害
者

支
援

課
要

配
慮

者
(高

齢
者

・
障

害
者

）
の

救
援

に
関

す
る

こ
と

★

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

を
活

用
し

た
安

否
確

認
や

避
難

支
援

を
行

い
、

収
容

班
等

と
連

携
し

な
が

ら
避

難
所

に
お

け
る

ケ
ア

ニ
ー

ズ
の

把
握

や
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

な
ど

の
援

護
対

策
を

行
う

。

障
害

者
支

援
課

1
2
3

2
1

1
6

5
2

2
2
3

×
○

×

3
応

急
長

寿
支

援
課

福
祉

施
設

入
所

者
の

避
難

・
救

護
に

関
す

る
こ

と
。

建
物

や
備

品
等

の
被

害
状

況
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

要
請

の
要

否
の

確
認

な
ど

長
寿

支
援

課
1

4
4

3
3

4
×

○
×

4
応

急
国

保
年

金
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
、

住
区

域
の

割
り

振
り

、
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

、
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
、

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

×
○

全
て

可

5
通

常
障

害
者

支
援

課
障

害
者

の
意

思
疎

通
支

援
に

関
す

る
こ

と
手

話
通

訳
者

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

6
通

常
福

祉
総

合
相

談
課

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
指

導
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
委

託
業

務
が

適
切

に
運

営
で

き
る

よ
う

指
導

、
監

督
、

連
絡

調
整

を
行

う
。

福
祉

総
合

相
談

課
1

1
1

1
2

2
2

2
○

×

7
応

急
健

康
福

祉
課

医
薬

品
及

び
医

療
用

資
機

材
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

。
医

薬
品

等
が

不
足

し
た

場
合

の
県

な
ど

へ
の

要
請

と
そ

の
確

保
健

康
福

祉
課

2
2

2
2

×
○

○
×

8
応

急
福

祉
総

合
相

談
課

傷
病

者
、

要
継

続
医

療
者

等
の

搬
送

の
補

助
に

関
す

る
こ

と
。

1
次

救
護

所
の

重
傷

者
を

八
千

代
医

療
セ

ン
タ

ー
な

ど
の

災
害

拠
点

病
院

へ
の

搬
送

を
行

う
。

（
消

防
部

だ
け

で
は

搬
送

が
で

き
ず

、
か

つ
、

県
な

ど
の

関
係

機
関

の
協

力
が

得
ら

れ
な

い
場

合
に

第
1
救

援
班

が
協

力
す

る
。

）

福
祉

総
合

相
談

課
2

2
2

2
○

○
全

て
可

9
応

急
障

害
者

支
援

課
福

祉
避

難
所

の
開

設
・
運

営
に

関
す

る
こ

と
受

入
の

可
否

や
受

入
状

況
な

ど
の

情
報

収
集

、
避

難
所

開
設

の
要

請
な

ど
連

携
体

制
の

確
保

を
行

う
。

障
害

者
支

援
課

2
4

4
4

2
2

4
○

○
全

て
可

1
0

応
急

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

福
祉

避
難

所
の

開
設

・
運

営
に

関
す

る
こ

と
福

祉
避

難
所

の
設

置
・
運

営
・
管

理
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
2

2
5

5
5

×
○

他
団

体
職

員

1
1

応
急

健
康

づ
く
り

課

1
 　

被
災

者
の

精
神

的
ケ

ア
・
保

健
衛

生
・
生

活
環

境
の

改
善

等
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

（
保

健
班

）
★

２
　

避
難

所
避

難
者

の
精

神
的

ケ
ア

・
保

健
衛

生
に

関
す

る
こ

と
。

（
保

健
班

）
★

３
　

避
難

所
で

の
要

配
者

（
高

齢
者

・
障

害
者

・
乳

幼
児

・
妊

産
婦

）
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
（
保

健
班

）
★

健
康

づ
く
り

課
と

母
子

保
健

課
等

の
職

員
で

保
健

班
（
保

健
師

の
ほ

か
栄

養
士

・
理

学
療

法
士

・
歯

科
衛

生
士

・
事

務
職

を
含

む
）
を

構
成

し
、

避
難

所
等

に
お

い
て

、
巡

回
に

よ
る

要
配

慮
者

を
含

む
被

災
者

の
健

康
状

態
等

を
把

握
、

心
の

ケ
ア

や
心

身
機

能
の

低
下

予
防

等
の

健
康

管
理

な
ど

保
健

衛
生

活
動

を
行

う
。

健
康

づ
く
り

課
2

1
6

2
7

2
6

2
3

1
8

2
7

×
他

団
体

職
員

1
2

応
急

健
康

福
祉

課
災

害
救

助
法

に
基

づ
く
救

助
活

動
の

事
務

に
関

す
る

こ
と

。
★

知
事

へ
の

情
報

提
供

、
救

助
実

施
状

況
の

記
録

・
整

理
、

県
へ

の
報

告
、

各
班

へ
の

関
係

帳
簿

作
成

依
頼

と
取

り
ま

と
め

な
ど

健
康

福
祉

課
3

1
1

1
2

2
○

○
他

団
体

職
員

1
3

応
急

福
祉

総
合

相
談

課
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
の

開
設

に
関

す
る

こ
と

社
協

へ
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

開
設

依
頼

、
開

設
に

必
要

な
資

機
材

の
確

保
、

ニ
ー

ズ
の

把
握

と
社

協
へ

の
情

報
提

供
な

ど
を

行
う

。
福

祉
総

合
相

談
課

3
2

2
3

3
3

○
○

他
団

体
職

員

1
4

応
急

生
活

支
援

課
遺

体
の

検
案

に
関

す
る

こ
と

。
遺

体
収

容
場

所
の

確
保

、
収

容
場

所
へ

の
輸

送
、

収
容

場
所

で
の

検
視

・
検

案
後

の
処

理
の

引
継

（
（
遺

体
処

理
台

帳
の

作
成

等
）

生
活

支
援

課
3

1
0

1
0

1
0

2
1
0

×
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

1
5

応
急

生
活

支
援

課
遺

体
の

身
元

確
認

及
び

埋
葬

に
関

す
る

こ
と

。
遺

留
品

等
か

ら
の

身
元

確
認

、
遺

体
引

取
人

の
捜

索
、

引
き

取
り

手
の

な
い

遺
体

の
火

葬
生

活
支

援
課

3
9

9
9

3
9

×
○

他
団

体
職

員

1
6

通
常

福
祉

総
合

相
談

課
高

齢
者

の
権

利
擁

護
に

関
す

る
こ

と
。

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

と
連

携
し

、
高

齢
者

虐
待

通
報

を
受

け
、

高
齢

者
の

安
全

の
確

保
、

養
護

者
と

の
分

離
等

必
要

な
措

置
を

行
う

。
福

祉
総

合
相

談
課

3
2

2
2

2
2

○
○

×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

1
7

通
常

福
祉

総
合

相
談

課
ド

メ
ス

テ
ィ

ッ
ク

・
バ

イ
オ

レ
ン

ス
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

D
V

被
害

者
か

ら
の

相
談

に
応

じ
、

安
全

の
確

保
の

た
め

の
助

言
や

支
援

、
女

性
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
へ

の
一

時
保

護
の

た
め

の
連

絡
調

整
を

行
う

。

福
祉

総
合

相
談

課
3

2
2

2
2

2
○

○
×

1
8

応
急

健
康

福
祉

課
民

生
委

員
・
児

童
委

員
、

市
社

会
福

祉
協

議
会

、
日

本
赤

十
字

社
千

葉
県

支
部

等
と

の
連

絡
に

関
す

る
こ

と
。

民
生

委
員

・
児

童
委

員
、

市
社

会
福

祉
協

議
会

、
日

本
赤

十
字

社
千

葉
県

支
部

等
と

の
連

絡
調

整
等

健
康

福
祉

課
4

3
3

3
3

○
×

1
9

応
急

健
康

福
祉

課
家

庭
動

物
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

ペ
ッ

ト
の

飼
養

指
導

や
相

談
、

飼
い

主
の

被
災

に
よ

る
ペ

ッ
ト

の
遺

棄
や

逸
走

対
策

を
行

う
。

（
特

定
動

物
は

環
境

班
と

連
携

）
健

康
福

祉
課

4
1

1
1

1
○

他
団

体
職

員

2
0

応
急

健
康

福
祉

課
市

営
住

宅
の

応
急

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
被

害
状

況
の

調
査

、
危

険
箇

所
等

の
応

急
措

置
、

国
の

補
助

等
の

活
用

健
康

福
祉

課
4

2
2

2
2

×
他

団
体

職
員

2
1

応
急

長
寿

支
援

課
防

疫
活

動
に

関
す

る
こ

と
。

避
難

所
等

か
ら

の
通

報
に

よ
る

感
染

症
・
食

中
毒

等
の

発
生

状
況

の
把

握
、

感
染

症
の

蔓
延

を
防

ぐ
た

め
の

消
毒

長
寿

支
援

課
4

7
7

7
7

×
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

2
2

応
急

国
保

年
金

課
被

災
者

台
帳

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
者

台
帳

作
成

業
務

国
保

年
金

課
4

2
2

2
2

○
×

2
3

通
常

健
康

福
祉

課
救

急
医

療
に

関
す

る
こ

と
。

救
急

医
療

に
関

す
る

こ
と

健
康

福
祉

課
4

1
1

1
1

○
×

2
4

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

福
祉

に
係

る
企

画
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

障
害

者
差

別
解

消
法

に
関

す
る

こ
と

（
相

談
窓

口
、

地
域

協
議

会
、

職
員

研
修

等
）

障
害

者
支

援
課

4
2

2
2

2
○

×

2
5

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
ス

ト
ー

マ
用

装
具

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

4
1

1
1

1
○

×

2
6

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

基
幹

相
談

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

基
幹

相
談

セ
ン

タ
ー

業
務

を
行

う
。

（
地

域
移

行
推

進
事

業
・
地

域
の

相
談

支
援

事
業

所
の

支
援

・
困

難
ケ

ー
ス

対
応

）
障

害
者

支
援

課
4

5
5

5
5

○
×

2
7

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

基
幹

相
談

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

虐
待

防
止

セ
ン

タ
ー

業
務

を
行

う
。

障
害

者
支

援
課

4
5

5
5

5
○

×

2
8

応
急

健
康

福
祉

課
義

援
金

の
配

布
に

関
す

る
こ

と
。

★
支

給
内

容
、

申
請

方
法

等
を

対
象

者
に

通
知

し
支

給
を

行
う

。
※

配
分

ま
で

は
財

政
班

健
康

福
祉

課
5

3
3

3
○

○
他

団
体

職
員

2
9

通
常

健
康

福
祉

課
災

害
被

災
者

の
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

災
害

被
災

者
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

健
康

福
祉

課
5

1
1

1
○

×

3
0

応
急

健
康

福
祉

課
災

害
弔

慰
金

の
支

給
、

災
害

援
護

資
金

等
の

貸
付

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
者

へ
の

弔
慰

金
や

見
舞

金
の

支
給

事
務

健
康

福
祉

課
5

2
2

2
○

○
他

団
体

職
員

3
1

通
常

福
祉

総
合

相
談

課
福

祉
総

合
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

中
国

残
留

邦
人

等
に

対
し

、
生

活
保

護
法

に
準

じ
た

現
金

給
付

を
行

う
。

福
祉

総
合

相
談

課
5

1
1

1
○

×

3
2

通
常

福
祉

総
合

相
談

課
生

活
困

窮
者

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
生

活
困

窮
者

に
対

す
る

相
談

の
受

付
、

住
居

確
保

給
付

金
の

支
給

、
家

計
改

善
支

援
、

就
労

準
備

支
援

、
子

ど
も

の
学

習
・
生

活
支

援
事

業
の

実
施

、
業

務
委

託
先

に
対

す
る

指
導

・
監

督

福
祉

総
合

相
談

課
5

2
2

2
○

×

3
3

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
料

の
賦

課
及

び
徴

収
に

関
す

る
こ

と
保

険
料

の
減

免
に

関
す

る
こ

と
長

寿
支

援
課

5
1

1
1

○
×

3
4

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
料

の
賦

課
及

び
徴

収
に

関
す

る
こ

と
保

険
料

の
収

納
消

込
に

関
す

る
こ

と
長

寿
支

援
課

5
1

2
2

○
×

3
5

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
料

の
賦

課
及

び
徴

収
に

関
す

る
こ

と
保

険
料

の
徴

収
猶

予
に

関
す

る
こ

と
長

寿
支

援
課

5
2

3
3

○
×

3
6

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
の

保
険

給
付

に
関

す
る

こ
と

利
用

料
減

免
に

関
す

る
事

務
長

寿
支

援
課

5
2

3
3

○
×

3
7

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

手
帳

の
交

付
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
相

談
・
給

付
に

関
す

る
こ

と
。

障
害

者
支

援
課

5
5

5
5

○
×

3
8

通
常

障
害

者
支

援
セ

ン
タ

ー
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

交
流

活
動

室
等

の
予

約
、

ス
ト

ー
マ

装
具

保
管

場
所

の
管

理
障

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

5
1

1
1

○
×

3
9

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
緊

急
時

の
対

応
に

関
す

る
こ

と
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
5

1
1

1
○

×

4
0

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
療

育
契

約
児

の
療

育
再

開
に

関
す

る
こ

と
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
5

1
1

1
○

×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

4
1

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
通

園
バ

ス
の

運
行

調
整

、
安

全
運

行
の

管
理

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

5
1

1
1

○
×

4
2

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
給

食
の

提
供

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

5
2

2
2

○
×

4
3

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
用

務
に

関
す

る
こ

と
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
5

1
1

1
○

全
て

可

4
4

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

入
園

児
童

に
必

要
な

日
常

生
活

の
指

導
及

び
訓

練
に

関
す

る
こ

と
療

育
の

実
施

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

5
1
6

1
6

1
6

○
他

団
体

職
員

4
5

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

入
園

児
童

に
必

要
な

日
常

生
活

の
指

導
及

び
訓

練
に

関
す

る
こ

と
健

康
・
衛

生
管

理
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
5

1
1

1
○

他
団

体
職

員

4
6

通
常

健
康

福
祉

課
墓

地
等

の
経

営
の

許
可

等
に

関
す

る
こ

と
。

墓
埋

法
に

よ
る

死
亡

人
の

取
扱

に
関

す
る

こ
と

健
康

福
祉

課
6

1
1

○
×

4
7

通
常

健
康

福
祉

課
民

生
委

員
児

童
委

員
、

保
護

司
及

び
人

権
擁

護
委

員
に

関
す

る
こ

と
。

民
生

委
員

児
童

委
員

に
関

す
る

こ
と

健
康

福
祉

課
6

1
1

○
×

4
8

通
常

健
康

福
祉

課
犬

の
登

録
及

び
狂

犬
病

予
防

に
関

す
る

こ
と

。
犬

の
登

録
及

び
狂

犬
病

予
防

に
関

す
る

こ
と

健
康

福
祉

課
6

1
1

○
他

団
体

職
員

4
9

通
常

健
康

福
祉

課
八

千
代

市
営

霊
園

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

八
千

代
市

営
霊

園
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

健
康

福
祉

課
6

1
1

×
×

5
0

通
常

福
祉

総
合

相
談

課
老

人
福

祉
法

（
昭

和
3
8
年

法
律

第
1
3
3
号

）
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
老

人
福

祉
法

に
基

づ
き

、
高

齢
者

を
施

設
に

入
所

さ
せ

、
措

置
費

の
支

払
い

及
び

連
絡

調
整

を
行

う
。

福
祉

総
合

相
談

課
6

1
1

○
×

5
1

通
常

生
活

支
援

課
生

活
保

護
に

関
す

る
こ

と
生

活
保

護
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

生
活

支
援

課
6

1
9

1
9

○
×

5
2

通
常

生
活

支
援

課
生

活
保

護
に

関
す

る
こ

と
生

活
保

護
法

査
察

指
導

業
務

に
関

す
る

こ
と

生
活

支
援

課
6

2
2

○
×

5
3

通
常

生
活

支
援

課
保

護
金

品
等

の
支

給
及

び
経

理
に

関
す

る
こ

と
経

理
・
保

護
金

品
に

関
す

る
こ

と
生

活
支

援
課

6
1

1
○

×

5
4

通
常

生
活

支
援

課
医

療
券

等
の

交
付

に
関

す
る

こ
と

介
護

扶
助

に
関

す
る

こ
と

生
活

支
援

課
6

1
1

○
×

5
5

通
常

生
活

支
援

課
医

療
券

等
の

交
付

に
関

す
る

こ
と

医
療

扶
助

に
関

す
る

こ
と

生
活

支
援

課
6

2
2

○
×

5
6

通
常

長
寿

支
援

課
高

齢
者

の
在

宅
福

祉
に

関
す

る
こ

と
福

祉
手

当
、

配
食

サ
ー

ビ
ス

、
緊

急
通

報
シ

ス
テ

ム
等

に
関

す
る

事
務

長
寿

支
援

課
6

4
4

○
×

5
7

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
被

保
険

者
の

資
格

の
得

喪
等

に
関

す
る

こ
と

被
保

険
者

資
格

の
異

動
に

関
す

る
こ

と
長

寿
支

援
課

6
2

2
○

×

5
8

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
料

の
賦

課
及

び
徴

収
に

関
す

る
こ

と
過

誤
納

分
の

還
付

・
充

当
に

関
す

る
こ

と
長

寿
支

援
課

6
2

2
○

×

5
9

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
介

護
認

定
申

請
受

付
長

寿
支

援
課

6
2

2
○

×

6
0

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
介

護
認

定
申

請
書

入
力

長
寿

支
援

課
6

1
1

○
×

6
1

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
介

護
認

定
調

査
票

等
の

出
力

・
記

載
長

寿
支

援
課

6
1

1
○

×

6
2

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
介

護
認

定
調

査
の

割
振

長
寿

支
援

課
6

1
1

○
×

6
3

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
介

護
認

定
調

査
実

施
長

寿
支

援
課

6
1

1
○

×

6
4

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
調

査
票

作
成

長
寿

支
援

課
6

1
1

○
×

6
5

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
介

護
認

定
結

果
通

知
・
更

新
案

内
返

戻
の

処
理

長
寿

支
援

課
6

1
1

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

6
6

通
常

長
寿

支
援

課
要

介
護

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
転

入
継

続
対

象
者

へ
の

保
険

証
発

送
長

寿
支

援
課

6
1

1
○

×

6
7

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
の

保
険

給
付

に
関

す
る

こ
と

居
宅

介
護

支
援

計
画

に
関

す
る

事
務

長
寿

支
援

課
6

1
1

○
×

6
8

通
常

長
寿

支
援

課
介

護
保

険
の

保
険

給
付

に
関

す
る

こ
と

福
祉

用
具

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

事
務

長
寿

支
援

課
6

1
1

○
×

6
9

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
重

度
心

身
障

害
者

・
心

身
障

害
児

童
福

祉
手

当
に

関
す

る
こ

と
（
見

直
し

含
）

障
害

者
支

援
課

6
1

1
○

×

7
0

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
重

度
医

療
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

7
1

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
児

自
立

支
援

給
付

費
の

請
求

・
審

査
・
負

担
金

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

6
1

1
○

×

7
2

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
特

別
障

害
者

手
当

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

6
1

1
○

×

7
3

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
介

護
手

当
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

7
4

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
自

立
支

援
医

療
（
更

生
・
育

成
医

療
）
療

育
介

護
医

療
費

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

6
1

1
○

×

7
5

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
日

常
生

活
用

具
給

付
事

業
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

7
6

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
地

域
生

活
支

援
事

業
（
支

払
）
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

7
7

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
家

賃
助

成
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

7
8

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
特

別
児

童
扶

養
手

当
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

7
9

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
の

請
求

・
審

査
・
負

担
金

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

6
1

1
○

×

8
0

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
扶

養
年

金
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

8
1

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
市

長
同

意
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

8
2

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
補

装
具

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
支

援
課

6
1

1
○

×

8
3

通
常

障
害

者
支

援
課

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
日

常
生

活
用

具
に

関
す

る
こ

と
障

害
者

支
援

課
6

1
1

○
×

8
4

通
常

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
レ

ス
パ

イ
ト

事
業

（
療

育
時

間
外

の
預

か
り

）
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
6

4
4

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

8
5

通
常

国
保

年
金

課
国

民
健

康
保

険
被

保
険

者
の

資
格

の
得

喪
等

に
関

す
る

こ
と

。
資

格
の

得
喪

に
関

す
る

照
会

対
応

等
国

保
年

金
課

6
2

2
○

×

8
6

通
常

国
保

年
金

課
国

民
健

康
保

険
被

保
険

者
資

格
を

記
載

し
た

書
類

等
に

関
す

る
こ

と
。

被
保

険
者

資
格

を
記

載
し

た
書

類
発

行
等

国
保

年
金

課
6

1
1

○
×

8
7

通
常

国
保

年
金

課
後

期
高

齢
者

医
療

に
係

る
申

請
書

の
提

出
等

の
受

付
及

び
通

知
書

等
の

引
渡

し
に

関
す

る
こ

と
。

申
請

受
付

・
通

知
等

国
保

年
金

課
6

2
2

○
×

8
8

通
常

健
康

づ
く
り

課
健

康
診

査
及

び
検

診
に

関
す

る
こ

と

が
ん

検
診

、
特

定
健

康
診

査
・
特

定
保

健
指

導
等

に
関

す
る

こ
と

。
歯

科
健

診
・
肝

炎
ウ

イ
ル

ス
検

査
も

含
め

た
受

診
券

発
送

か
ら

個
別

・
集

団
検

診
の

実
施

、
結

果
の

管
理

ま
で

。
健

康
増

進
事

業
検

討
委

員
会

等
の

運
営

健
康

づ
く
り

課
6

2
2

○
×

8
9

通
常

健
康

づ
く
り

課
感

染
症

及
び

結
核

の
予

防
に

関
す

る
こ

と
感

染
症

及
び

結
核

の
予

防
に

関
す

る
こ

と
.

健
康

づ
く
り

課
6

1
1

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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非
常
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先
業

務
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理
シ

ー
ト
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3
時
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2
局

面
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24
時

間
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3
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面
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～

3日
）

第
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（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～
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）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

9
0

通
常

健
康

づ
く
り

課
高

齢
者

の
予

防
接

種
に

関
す

る
こ

と
高

齢
者

の
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
・
肺

炎
球

菌
予

防
接

種
に

関
す

る
事

務
健

康
づ

く
り

課
6

2
2

○
×

9
1

通
常

健
康

づ
く
り

課
保

健
セ

ン
タ

ー
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

建
物

の
修

繕
、

会
議

室
利

用
に

関
す

る
事

務
健

康
づ

く
り

課
6

2
2

○
○

×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
子

ど
も
部

】
●

部
所

属
人

数
　

　
　

　
2
0
0

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
3

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
0

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
3
4

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
★

園
児

・
職

員
の

安
否

確
認

、
施

設
の

被
害

状
況

の
把

握
、

保
護

者
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
応

す
る

。
（
学

童
含

む
。

）
子

ど
も

保
育

課
1

1
4

1
4

9
6

1
4

○
○

△
×

2
応

急
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
3

4
7
2

7
2

○
○

△
×

3
応

急
子

ど
も

福
祉

課
要

配
慮

者
（
主

に
乳

幼
児

、
妊

産
婦

）
の

救
援

に
関

す
る

こ
と

。
（
第

２
救

護
班

）
★

要
保

護
児

童
・
特

定
妊

婦
等

の
う

ち
、

発
災

時
に

特
段

の
配

慮
を

要
す

る
家

庭
の

リ
ス

ト
に

基
づ

き
電

話
や

訪
問

等
で

安
否

確
認

を
行

う
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

て
保

健
班

の
避

難
所

等
へ

の
支

援
子

ど
も

福
祉

課
1

4
4

4
4

×
○

○
×

4
応

急
母

子
保

健
課

１
　

被
災

者
の

精
神

的
ケ

ア
・
保

健
衛

生
・
生

活
環

境
の

改
善

等
支

援
に

関
す

る
こ

と
（
保

健
班

）
★

２
　

避
難

所
避

難
者

の
精

神
的

ケ
ア

・
保

健
衛

生
に

関
す

る
こ

と
（
保

健
班

）
★

３
　

避
難

所
で

の
要

支
援

者
（
高

齢
者

・
障

害
者

・
乳

幼
児

・
妊

産
婦

）
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

（
保

健
班

）
★

健
康

づ
く
り

課
等

と
保

健
班

（
保

健
師

・
栄

養
士

・
理

学
療

法
士

・
歯

科
衛

生
士

・
事

務
職

を
含

む
）
を

構
成

し
、

避
難

所
等

に
お

い
て

、
巡

回
に

よ
る

要
配

慮
者

を
含

む
被

災
者

の
健

康
状

態
等

を
把

握
、

心
の

ケ
ア

や
心

身
機

能
の

低
下

予
防

等
の

健
康

管
理

な
ど

保
健

衛
生

活
動

を
行

う
。

健
康

づ
く
り

課
2

1
6

1
3

1
5

1
5

1
5

1
6

×
他

団
体

職
員

5
通

常
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

家
庭

児
童

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
電

話
相

談
・
面

談
・
家

庭
訪

問
に

よ
る

相
談

援
助

、
相

談
援

助
に

係
る

記
録

、
他

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
行

う
。

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
3

3
5

5
5

5
○

○
×

6
通

常
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

家
庭

児
童

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
ケ

ー
ス

支
援

方
針

・
処

遇
の

決
定

を
行

う
。

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
3

3
5

5
5

5
○

×

7
通

常
母

子
保

健
課

母
子

健
康

手
帳

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
母

子
健

康
手

帳
交

付
時

の
妊

婦
と

の
面

接
と

記
録

他
母

子
保

健
課

3
1

1
1

1
1

○
他

団
体

職
員

8
通

常
母

子
保

健
課

養
育

支
援

に
関

す
る

こ
と

養
育

医
療

・
入

院
助

産
施

設
措

置
に

関
す

る
事

務
他

母
子

保
健

課
3

1
1

1
1

1
○

×

9
通

常
母

子
保

健
課

妊
婦

及
び

乳
幼

児
の

健
康

診
査

及
び

子
ど

も
の

予
防

接
種

に
関

す
る

こ
と

健
康

診
査

や
予

防
接

種
に

関
す

る
相

談
や

事
務

他
母

子
保

健
課

3
1

1
1

1
1

○
他

団
体

職
員

1
0

通
常

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
家

庭
児

童
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

児
童

相
談

所
等

か
ら

の
照

会
対

応
を

行
う

。
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

4
1

1
1

1
○

×

1
1

通
常

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

に
関

す
る

こ
と

。
定

点
調

査
、

報
告

。
他

機
関

と
の

連
絡

調
整

。
訪

問
、

東
京

都
出

入
国

管
理

局
へ

の
照

会
を

行
う

。
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

4
1

1
1

1
○

×

1
2

通
常

ゆ
り

の
き

台
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

ゆ
り

の
き

台
保

育
園

5
1
7

1
7

1
7

×
×

1
3

通
常

ゆ
り

の
き

台
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
ゆ

り
の

き
台

保
育

園
5

3
3

3
○

×

1
4

通
常

八
千

代
台

保
育

園
受

託
児

の
保

育
に

関
す

る
こ

と
。

保
育

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
八

千
代

台
保

育
園

5
1
1

1
1

1
1

×
×

1
5

通
常

八
千

代
台

保
育

園
受

託
児

の
保

育
に

関
す

る
こ

と
。

調
理

(離
乳

食
・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
八

千
代

台
保

育
園

5
3

3
3

○
×

1
6

通
常

米
本

南
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

米
本

南
保

育
園

5
6

6
6

×
×

1
7

通
常

米
本

南
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
米

本
南

保
育

園
5

3
3

3
○

×

1
8

通
常

八
千

代
台

西
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

八
千

代
台

西
保

育
園

5
8

8
8

×
×

1
9

通
常

八
千

代
台

西
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
八

千
代

台
西

保
育

園
5

3
3

3
○

×

2
0

通
常

高
津

南
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

高
津

南
保

育
園

5
1
4

1
4

1
4

×
×

2
1

通
常

高
津

南
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
高

津
南

保
育

園
5

3
3

3
○

×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

13



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

2
2

通
常

八
千

代
台

南
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

八
千

代
台

南
保

育
園

5
1
0

1
0

1
0

×
×

2
3

通
常

八
千

代
台

南
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
八

千
代

台
南

保
育

園
5

3
3

3
○

×

2
4

通
常

村
上

北
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

村
上

北
保

育
園

5
1
2

1
2

1
2

×
×

2
5

通
常

村
上

北
保

育
園

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
村

上
北

保
育

園
5

3
3

3
○

×

2
6

通
常

睦
北

保
育

園
受

託
児

の
保

育
に

関
す

る
こ

と
。

保
育

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
睦

北
保

育
園

5
7

7
7

×
×

2
7

通
常

睦
北

保
育

園
受

託
児

の
保

育
に

関
す

る
こ

と
。

調
理

(離
乳

食
・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
睦

北
保

育
園

5
3

3
3

○
×

2
8

通
常

子
育

て
支

援
課

学
童

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
学

童
保

育
所

の
施

設
管

理
、

保
育

料
の

徴
収

、
滞

納
整

理
等

の
管

理
・

運
営

（
開

所
に

関
す

る
こ

と
含

む
）
を

行
う

。
子

育
て

支
援

課
5

3
3

3
○

×

2
9

通
常

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

基
づ

く
同

居
児

童
届

出
書

に
関

す
る

こ
と

。
同

居
児

童
届

出
書

の
受

付
。

県
へ

の
進

達
を

行
う

。
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

5
1

1
1

○
×

3
0

通
常

子
ど

も
福

祉
課

児
童

扶
養

手
当

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
扶

養
手

当
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
子

ど
も

福
祉

課
6

3
3

○
×

3
1

通
常

子
ど

も
福

祉
課

児
童

手
当

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
手

当
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
子

ど
も

福
祉

課
6

4
4

○
×

3
2

通
常

子
ど

も
福

祉
課

子
ど

も
医

療
費

等
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
子

ど
も

医
療

費
助

成
医

療
費

支
給

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

子
ど

も
福

祉
課

6
4

4
○

×

3
3

通
常

子
ど

も
福

祉
課

ひ
と

り
親

家
庭

医
療

費
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
ひ

と
り

親
家

庭
医

療
費

助
成

医
療

費
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
子

ど
も

福
祉

課
6

1
1

○
×

3
4

通
常

子
ど

も
福

祉
課

子
ど

も
医

療
費

等
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
子

ど
も

医
療

費
助

成
柔

道
整

復
師

療
養

費
審

査
・
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
子

ど
も

福
祉

課
6

2
2

○
×

3
5

通
常

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
家

庭
児

童
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

他
市

へ
の

転
出

等
に

伴
う

ケ
ー

ス
移

管
に

係
る

文
書

送
付

、
他

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
行

う
。

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
6

5
5

○
○

×

3
6

通
常

子
ど

も
相

談
セ

ン
タ

ー
子

ど
も

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

子
ど

も
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

事
業

の
利

用
決

定
、

利
用

変
更

、
利

用
中

止
に

係
る

通
知

送
付

、
実

施
施

設
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

6
1

1
○

×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
経

済
環

境
部

】
●

部
所

属
人

数
　

　
　

　
8
5

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
6

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
0

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
1
1

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
環

境
政

策
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
、

住
区

域
の

割
り

振
り

、
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

、
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
、

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

×
○

全
て

可

2
応

急
ク

リ
ー

ン
推

進
課

ご
み

・
し

尿
の

収
集

及
び

処
理

の
取

り
ま

と
め

に
関

す
る

こ
と

被
害

状
況

や
避

難
状

況
等

か
ら

、
ご

み
及

び
し

尿
の

発
生

量
を

推
計

し
、

処
理

計
画

を
立

て
る

ク
リ

ー
ン

推
進

課
1

3
3

3
3

3
3

3
×

○
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

3
応

急
衛

生
セ

ン
タ

ー
衛

生
セ

ン
タ

ー
の

災
害

予
防

及
び

災
害

復
旧

に
関

す
る

こ
と

衛
生

セ
ン

タ
ー

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

を
行

い
、

被
害

が
あ

る
場

合
は

復
旧

に
向

け
た

調
整

を
行

う
ク

リ
ー

ン
推

進
課

1
1

1
2

2
2

2
2

×
△

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

4
応

急
商

工
観

光
課

商
工

会
議

所
等

関
係

団
体

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
大

規
模

集
客

施
設

を
含

む
商

工
被

害
状

況
の

確
認

を
行

う
。

商
工

観
光

課
1

2
2

2
○

○
△

他
団

体
職

員

5
通

常
清

掃
セ

ン
タ

ー
処

理
施

設
の

維
持

管
理

及
び

保
守

点
検

に
関

す
る

こ
と

。

各
施

設
（
焼

却
処

理
、

粗
大

ご
み

処
理

、
最

終
処

分
場

、
浸

出
水

処
理

、
不

燃
物

分
別

、
粗

大
保

管
、

計
量

所
）
の

避
難

状
況

の
確

認
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
1

1
2

1
2

○
×

6
通

常
衛

生
セ

ン
タ

ー
処

理
施

設
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
施

設
の

運
転

・
維

持
管

理
を

行
う

。
ク

リ
ー

ン
推

進
課

1
2

2
2

2
2

2
2

×
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

7
通

常
衛

生
セ

ン
タ

ー
処

理
施

設
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
施

設
へ

の
搬

入
に

関
す

る
受

付
・
調

整
を

行
う

。
ク

リ
ー

ン
推

進
課

1
2

2
2

2
2

2
2

×
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

8
通

常
衛

生
セ

ン
タ

ー
記

録
の

作
成

及
び

報
告

に
関

す
る

こ
と

。
施

設
の

運
転

・
維

持
管

理
の

記
録

作
成

ク
リ

ー
ン

推
進

課
1

2
2

2
2

2
2

2
×

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

9
応

急
商

工
観

光
課

応
急

寝
具

・
日

用
品

そ
の

他
救

援
物

資
の

調
達

調
整

・
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

各
部

や
住

民
組

織
等

の
協

力
を

得
て

需
要

を
把

握
、

協
定

先
か

ら
物

資
を

確
保

し
、

確
保

し
た

物
資

の
輸

送
及

び
配

分
を

行
う

。
商

工
観

光
課

2
3

3
3

3
○

○
△

全
て

可

1
0

応
急

商
工

観
光

課
輸

送
車

両
等

の
確

保
に

関
す

る
こ

と
公

用
車

で
は

対
応

困
難

な
と

き
に

輸
送

車
両

や
特

殊
車

両
を

確
保

す
る

た
め

、
市

内
輸

送
業

者
等

へ
協

力
要

請
を

行
う

。
商

工
観

光
課

2
2

2
2

○
○

○
他

団
体

職
員

1
1

応
急

農
政

課
農

協
等

農
業

関
係

団
体

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
農

・
林

・
畜

産
被

害
状

況
の

確
認

を
行

う
。

農
政

課
2

3
4

4
4

4
4

×
他

団
体

職
員

1
2

応
急

農
政

課
食

料
の

調
達

調
整

・
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

各
部

や
住

民
組

織
等

の
協

力
を

得
て

需
要

を
把

握
、

市
の

備
蓄

や
協

定
先

等
か

ら
食

料
を

確
保

、
確

保
し

た
食

料
の

輸
送

業
務

を
行

う
。

農
政

課
2

6
2

2
6

○
○

全
て

可

1
3

応
急

ク
リ

ー
ン

推
進

課
ご

み
の

収
集

及
び

処
理

に
関

す
る

こ
と

避
難

所
や

一
般

家
庭

か
ら

出
る

ご
み

、
そ

の
他

が
れ

き
な

ど
の

収
集

・
運

搬
処

理
に

関
す

る
調

整
、

住
民

へ
の

周
知

な
ど

ク
リ

ー
ン

推
進

課
2

3
3

3
3

3
3

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

1
4

応
急

ク
リ

ー
ン

推
進

課
仮

設
ト

イ
レ

の
設

置
に

関
す

る
こ

と
本

部
か

ら
の

指
示

に
基

づ
き

、
備

蓄
し

て
あ

る
仮

設
ト

イ
レ

を
公

民
館

等
の

防
災

拠
点

や
高

層
住

宅
な

ど
に

設
置

す
る

ク
リ

ー
ン

推
進

課
2

4
4

4
4

4
4

×
○

○
全

て
可

1
5

応
急

ク
リ

ー
ン

推
進

課
し

尿
の

収
集

及
び

処
理

に
関

す
る

こ
と

仮
設

ト
イ

レ
や

一
般

家
庭

か
ら

出
る

し
尿

の
収

集
・
運

搬
処

理
に

関
す

る
調

整
、

住
民

へ
の

周
知

な
ど

ク
リ

ー
ン

推
進

課
2

2
2

2
2

2
2

×
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

1
6

通
常

農
政

課
家

畜
防

疫
に

関
す

る
こ

と
。

家
畜

の
伝

染
性

疾
病

の
発

生
予

防
と

蔓
延

防
止

の
た

め
、

予
防

接
種

に
よ

る
防

疫
対

策
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
農

政
課

2
1

1
1

1
1

1
○

全
て

可

1
7

通
常

農
政

課
八

千
代

ふ
る

さ
と

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
管

理
運

営
の

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
八

千
代

ふ
る

さ
と

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
管

理
運

営
の

指
導

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

農
政

課
2

1
1

1
1

1
1

×
×

1
8

通
常

農
政

課
や

ち
よ

農
業

交
流

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
の

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
や

ち
よ

農
業

交
流

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
の

指
導

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

農
政

課
2

1
1

1
1

1
1

×
×

1
9

通
常

農
政

課
農

林
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

大
雨

、
台

風
、

震
災

等
に

起
因

す
る

農
業

被
害

が
起

き
た

場
合

の
被

害
状

況
の

把
握

、
対

応
策

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

農
政

課
2

2
2

2
2

2
2

○
○

全
て

可

2
0

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

処
理

施
設

の
維

持
管

理
及

び
保

守
点

検
に

関
す

る
こ

と
。

施
設

の
点

検
、

修
繕

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

2
8

8
8

8
8

8
○

×

2
1

応
急

商
工

観
光

課
救

援
・
義

援
物

資
の

受
入

れ
及

び
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

物
資

を
受

け
入

れ
、

市
民

体
育

館
や

集
積

拠
点

に
保

管
。

ま
た

避
難

所
運

営
委

員
会

等
の

協
力

を
得

て
避

難
所

等
へ

輸
送

を
行

う
。

商
工

観
光

課
3

4
4

4
4

4
○

○
全

て
可

2
2

応
急

農
業

委
員

会
事

務
局

救
援

・
義

援
物

資
の

受
入

れ
及

び
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

物
資

を
受

け
入

れ
、

市
民

体
育

館
や

集
積

拠
点

に
保

管
。

ま
た

、
避

難
所

運
営

委
員

会
等

の
協

力
を

得
て

、
避

難
所

等
へ

の
輸

送
を

行
う

。
商

工
観

光
課

3
2

2
2

2
2

×
○

全
て

可

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

2
3

応
急

ク
リ

ー
ン

推
進

課
関

係
業

者
の

指
導

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

一
般

廃
棄

物
処

理
業

・
浄

化
槽

清
掃

業
許

可
業

者
へ

の
指

導
及

び
連

絡
調

整
ク

リ
ー

ン
推

進
課

3
1

1
1

2
2

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

2
4

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

処
理

施
設

の
稼

動
業

務
に

関
す

る
こ

と
。

焼
却

、
粗

大
ご

み
処

理
施

設
の

運
転

管
理

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

3
5

5
5

5
5

○
×

2
5

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

埋
立

処
分

地
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
浸

出
水

処
理

施
設

の
運

転
管

理
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

3
3

3
3

3
○

×

2
6

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

各
種

計
量

の
記

録
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

3
3

3
3

3
○

×

2
7

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

じ
ん

芥
処

理
手

数
料

の
徴

収
に

関
す

る
こ

と
。

一
般

搬
入

者
か

ら
受

付
で

処
理

手
数

料
の

徴
収

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

3
4

4
4

4
4

×
×

2
8

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

埋
立

処
分

地
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
最

終
処

分
場

の
受

入
、

覆
土

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

3
1

1
1

1
1

○
×

2
9

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

埋
立

処
分

地
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
不

燃
物

、
粗

大
ご

み
分

別
運

搬
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

3
3

3
3

3
○

×

3
0

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

ご
み

の
収

集
及

び
処

理
に

関
す

る
こ

と
不

燃
ご

み
、

有
害

ご
み

の
収

集
運

搬
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

6
6

6
6

6
×

×

3
1

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

他
施

設
へ

の
給

湯
に

関
す

る
こ

と
。

焼
却

施
設

の
排

熱
を

利
用

す
る

施
設

の
点

検
復

旧
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

5
5

5
5

5
○

×

3
2

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

一
般

廃
棄

物
の

収
集

運
搬

に
関

す
る

こ
と

。
動

物
死

体
の

収
集

運
搬

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

3
3

3
3

3
3

○
×

3
3

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

不
法

投
棄

物
の

処
理

に
関

す
る

こ
と

。
不

法
投

棄
物

に
関

し
て

苦
情

等
に

つ
い

て
受

付
業

務
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

3
3

3
3

3
○

×

3
4

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

委
託

及
び

許
可

業
者

の
業

務
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

搬
入

物
に

不
適

物
が

混
入

が
な

い
か

、
車

両
状

態
や

運
転

状
況

が
不

適
切

で
な

い
か

、
確

認
で

き
た

場
合

は
指

導
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

3
3

3
3

3
○

×

3
5

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

集
積

場
所

の
承

認
及

び
美

化
に

関
す

る
こ

と
。

集
積

場
所

に
関

す
る

苦
情

処
理

な
ど

を
行

う
。

収
集

場
所

の
新

設
、

変
更

な
ど

の
事

務
手

続
を

行
う

。
清

掃
セ

ン
タ

ー
3

5
5

6
6

6
○

×

3
6

応
急

環
境

政
策

課
環

境
汚

染
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

関
す

る
こ

と
。

公
共

用
水

域
等

で
の

異
常

水
質

の
発

生
や

建
築

物
解

体
時

の
ア

ス
ベ

ス
ト

飛
散

、
事

業
場

等
の

事
故

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
飛

散
等

に
よ

る
環

境
汚

染
を

防
ぐ

た
め

、
有

害
物

質
を

取
り

扱
う

事
業

所
等

や
県

、
関

係
機

関
な

ど
と

連
携

し
て

状
況

把
握

及
び

地
域

住
民

へ
の

情
報

提
供

を
行

う
。

環
境

政
策

課
1

3
3

3
3

3
3

3
○

○
×

3
7

応
急

商
工

観
光

課
中

小
企

業
の

災
害

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
融

資
等

の
相

談
、

受
付

業
務

な
ど

を
行

う
。

商
工

観
光

課
5

1
1

1
×

○
×

3
8

応
急

農
政

課
農

業
の

災
害

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
融

資
等

の
相

談
、

受
付

業
務

等
を

行
う

。
農

政
課

5
1

1
1

○
全

て
可

3
9

通
常

商
工

観
光

課
職

業
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

職
業

相
談

所
管

理
事

業
・
雇

用
対

策
事

業
・
補

助
金

交
付

事
業

を
行

う
。

商
工

観
光

課
5

2
2

2
○

×

4
0

通
常

農
政

課
農

林
融

資
に

関
す

る
こ

と
。

農
業

近
代

化
資

金
・
農

業
経

営
基

盤
強

化
資

金
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
農

政
課

5
1

1
1

○
×

4
1

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

車
両

管
理

な
ど

記
録

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

5
1

1
1

○
×

4
2

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

じ
ん

芥
処

理
手

数
料

の
徴

収
に

関
す

る
こ

と
。

許
可

等
搬

入
者

か
ら

月
締

め
で

処
理

手
数

料
の

徴
収

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

6
1

1
○

×

4
3

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

運
搬

自
動

車
等

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

車
検

や
修

理
点

検
を

行
う

。
（
日

常
点

検
を

除
く
）

清
掃

セ
ン

タ
ー

6
1

1
○

×

4
4

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

焼
却

施
設

の
記

録
の

作
成

及
び

報
告

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

6
5

5
○

×

4
5

通
常

清
掃

セ
ン

タ
ー

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

埋
立

施
設

の
記

録
の

作
成

及
び

報
告

を
行

う
。

清
掃

セ
ン

タ
ー

6
3

3
○

×

4
6

通
常

農
業

委
員

会
事

務
局

農
地

等
の

移
動

調
整

及
び

転
用

に
関

す
る

こ
と

4
条

5
条

県
許

可
、

非
農

地
証

明
、

工
事

完
了

報
告

、
転

用
事

実
確

認
証

明
農

業
委

員
会

事
務

局
6

1
1

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

4
7

通
常

農
業

委
員

会
事

務
局

農
地

等
の

移
動

調
整

及
び

転
用

に
関

す
る

こ
と

市
届

出
に

関
す

る
こ

と
農

業
委

員
会

事
務

局
6

1
1

○
×

4
8

通
常

農
業

委
員

会
事

務
局

農
地

等
の

移
動

調
整

及
び

転
用

に
関

す
る

こ
と

市
許

可
に

関
す

る
こ

と
農

業
委

員
会

事
務

局
6

1
1

○
×

4
9

通
常

農
業

委
員

会
事

務
局

そ
の

他
庶

務
耕

作
証

明
書

等
の

証
明

書
発

行
業

務
農

業
委

員
会

事
務

局
6

1
1

○
×

5
0

通
常

農
業

委
員

会
事

務
局

そ
の

他
法

令
に

よ
り

農
業

委
員

会
の

権
限

に
属

す
る

事
項

に
関

す
る

こ
と

生
産

緑
地

（
防

災
協

力
農

地
）
に

関
す

る
こ

と
農

業
委

員
会

事
務

局
6

1
1

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
都

市
整

備
部

】
●

部
所

属
人

数
　

　
　

　
8
6

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
3

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
0

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
0

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
土

木
管

理
課

交
通

の
安

全
確

保
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

、
橋

梁
、

交
通

安
全

施
設

等
の

被
害

状
況

や
復

旧
見

通
し

の
確

認
の

他
、

道
路

占
用

施
設

の
被

害
を

発
見

し
た

場
合

は
管

理
者

へ
の

連
絡

を
行

う
。

土
木

管
理

課
1

1
0

9
9

3
3

3
1
0

×
○

×

2
応

急
土

木
維

持
課

交
通

規
制

の
た

め
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
交

通
規

制
区

間
の

実
施

状
況

の
把

握
、

道
路

法
4
6
条

の
規

定
に

よ
る

道
路

の
通

行
禁

止
又

は
制

限
を

行
う

。
土

木
維

持
課

1
2

2
2

2
2

2
2

×
○

×

3
応

急
建

築
指

導
課

被
災

宅
地

及
び

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
に

関
す

る
こ

と
。

(被
災

建
築

担
当

)
応

急
危

険
度

判
定

の
実

施
、

相
談

窓
口

の
設

置
、

調
査

班
（
り

災
調

査
）
と

の
協

力
、

空
き

家
の

現
地

調
査

、
所

有
者

へ
の

通
知

等
を

行
う

。
建

築
指

導
課

1
1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

○
△

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

4
応

急
土

木
建

設
課

崖
崩

れ
等

の
危

険
予

防
及

び
応

急
対

策
並

び
に

復
旧

事
業

に
関

す
る

こ
と

。

が
け

崩
れ

被
害

状
況

の
確

認
（
避

難
の

要
否

含
む

）
を

行
う

。
が

け
崩

れ
が

発
生

し
そ

う
な

場
合

や
発

生
し

た
場

合
の

応
急

・
復

旧
対

策
を

行
う

。
土

木
建

設
課

1
1
1

1
1

1
1

1
1

6
6

1
1

×
○

他
団

体
職

員

5
応

急
公

園
緑

地
課

公
園

施
設

、
緑

地
等

の
応

急
対

策
及

び
復

旧
作

業
に

関
す

る
こ

と
。

公
園

施
設

、
緑

地
等

の
応

急
対

策
及

び
復

旧
作

業
（
応

急
対

策
上

重
要

な
施

設
等

）
を

行
う

。
公

園
緑

地
課

1
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

×
○

×

6
応

急
都

市
計

画
課

公
共

交
通

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
交

通
機

関
の

情
報

収
集

を
行

う
。

（
帰

宅
困

難
者

等
含

む
）

都
市

計
画

課
1

1
6

1
6

7
5

4
4

1
6

×
○

×

7
応

急
土

木
管

理
課

住
居

そ
の

他
障

害
物

の
除

去
に

関
す

る
こ

と
。

★
住

宅
関

連
の

障
害

物
除

去
や

道
路

、
河

川
な

ど
の

障
害

物
除

去
を

行
う

。
※

が
れ

き
等

の
処

分
に

関
し

て
は

廃
棄

物
班

と
協

力
土

木
管

理
課

1
6

6
6

1
0

9
9

1
0

×
○

他
団

体
職

員

8
応

急
土

木
管

理
課

他
の

道
路

管
理

者
へ

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

国
道

・
県

道
管

理
者

か
ら

の
主

要
道

路
の

被
害

状
況

及
び

復
旧

見
通

し
な

ど
の

交
通

情
報

の
収

集
を

行
う

。
県

指
定

の
緊

急
輸

送
道

路
の

確
保

に
つ

い
て

の
連

携
を

行
う

。
土

木
管

理
課

1
1

1
1

1
1

○
○

×

9
応

急
開

発
指

導
課

被
災

宅
地

及
び

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
に

関
す

る
こ

と
。

（
被

災
宅

地
担

当
）

被
災

宅
地

危
険

度
判

定
業

務
の

実
施

、
相

談
窓

口
の

設
置

、
所

有
者

等
へ

の
連

絡
を

行
う

。
開

発
指

導
課

1
6

6
6

6
6

6
6

○
△

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

1
0

応
急

土
木

管
理

課
市

内
建

設
連

合
会

等
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

緊
急

輸
送

道
路

等
の

啓
開

作
業

や
住

宅
関

連
の

障
害

物
除

去
に

関
す

る
協

力
要

請
な

ど
を

行
う

。
土

木
管

理
課

2
1

1
1

1
○

○
×

1
1

応
急

土
木

維
持

課
市

が
管

理
す

る
道

路
、

橋
梁

、
交

通
安

全
施

設
、

河
川

施
設

等
の

危
険

予
防

及
び

応
急

対
策

並
び

に
復

旧
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

緊
急

輸
送

道
路

の
応

急
対

策
及

び
復

旧
事

業
（
応

急
対

策
上

重
要

な
未

指
定

路
線

も
含

む
）
や

橋
梁

、
交

通
安

全
施

設
、

河
川

施
設

等
の

応
急

対
策

な
ど

を
行

う
。

土
木

維
持

課
3

8
8

8
4

8
×

○
×

1
2

通
常

土
木

管
理

課
道

路
及

び
橋

り
ょ

う
の

補
修

及
び

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
小

規
模

工
事

及
び

道
路

舗
装

維
持

補
修

工
事

の
設

計
積

算
、

監
督

業
務

等
を

行
う

。
土

木
管

理
課

4
2

4
4

4
×

他
団

体
職

員

1
3

通
常

開
発

指
導

課
開

発
行

為
等

の
許

可
及

び
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

等
の

許
可

及
び

検
査

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

開
発

指
導

課
5

1
1

1
○

×

1
4

通
常

開
発

指
導

課
宅

地
造

成
等

規
制

法
(昭

和
3
6
年

法
律

第
1
9
1
号

)に
基

づ
く
許

可
及

び
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

宅
地

造
成

等
規

制
法

の
許

可
及

び
検

査
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
開

発
指

導
課

5
1

1
1

○
×

1
5

通
常

開
発

指
導

課
開

発
行

為
等

に
係

る
事

前
協

議
の

締
結

に
関

す
る

こ
と

。
開

発
行

為
等

に
係

る
事

前
協

議
及

び
協

議
の

締
結

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

開
発

指
導

課
5

1
1

1
○

×

1
6

通
常

開
発

指
導

課
開

発
行

為
等

の
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

都
市

計
画

法
施

行
規

則
第

６
０

条
の

規
定

に
よ

る
証

明
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
開

発
指

導
課

5
1

1
1

○
×

1
7

通
常

開
発

指
導

課
優

良
宅

地
の

認
定

に
関

す
る

こ
と

。
優

良
宅

地
の

認
定

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

開
発

指
導

課
5

1
1

1
○

×

1
8

応
急

建
築

指
導

課
応

急
仮

設
住

宅
の

建
設

、
入

居
及

び
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

応
急

仮
設

住
宅

の
建

設
、

民
間

住
宅

等
の

借
上

げ
、

収
容

班
等

と
連

携
し

た
広

報
、

入
居

者
の

選
定

を
行

う
。

建
築

指
導

課
5

4
6

6
○

○
他

団
体

職
員

1
9

通
常

土
木

管
理

課
道

路
及

び
水

路
の

占
用

許
可

に
関

す
る

こ
と

。
道

路
占

用
工

事
計

画
の

協
議

、
道

路
占

用
許

可
申

請
の

許
認

可
、

占
用

料
の

徴
収

、
占

用
者

へ
の

指
導

、
占

用
工

事
に

対
す

る
苦

情
対

応
を

行
う

。
土

木
管

理
課

5
1

1
1

○
他

団
体

職
員

2
0

通
常

土
木

管
理

課
道

路
及

び
水

路
の

占
用

許
可

に
関

す
る

こ
と

。
法

定
外

道
路

及
び

水
路

占
用

許
可

申
請

の
計

画
協

議
、

許
認

可
、

占
用

料
の

徴
収

、
占

用
者

へ
の

指
導

、
占

用
工

事
に

対
す

る
苦

情
対

応
を

行
う

。
土

木
管

理
課

5
1

1
1

○
他

団
体

職
員

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

2
1

通
常

建
築

指
導

課
建

築
基

準
法

に
基

づ
く
許

可
及

び
認

定
に

関
す

る
こ

と
。

許
可

に
関

す
る

事
務

（
法

４
８

、
５

１
、

５
６

、
８

６
条

他
、

一
団

地
認

定
（
法

第
８

６
条

、
８

６
条

の
２

他
）
、

全
体

計
画

認
定

等
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。
建

築
指

導
課

5
2

2
2

○
×

2
2

通
常

建
築

指
導

課
建

築
物

、
工

作
物

及
び

建
築

設
備

の
確

認
及

び
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

確
認

申
請

審
査

及
び

検
査

に
関

す
る

事
務

を
行

う
。

（
構

造
・
設

備
を

含
む

）
建

築
指

導
課

5
2

2
2

○
×

2
3

通
常

公
園

緑
地

課
都

市
公

園
等

の
占

用
等

の
許

可
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

都
市

公
園

等
の

占
用

許
可

及
び

内
行

為
の

許
可

を
行

う
。

公
園

緑
地

課
5

1
1

1
○

×

2
4

通
常

建
築

指
導

課
Ｇ

ＩＳ
シ

ス
テ

ム
等

に
関

す
る

こ
と

。
Ｇ

ＩＳ
シ

ス
テ

ム
等

に
関

す
る

事
務

を
行

う
。

建
築

指
導

課
5

1
1

1
○

×

2
5

通
常

建
築

指
導

課
長

期
優

良
住

宅
の

認
定

等
に

関
す

る
こ

と
。

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く
認

定
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。
建

築
指

導
課

5
1

1
1

○
×

2
6

通
常

ま
ち

づ
く
り

推
進

室
土

地
区

画
整

理
法

（
昭

和
2
9
年

法
律

第
1
1
9
号

）
に

基
づ

く
許

可
及

び
認

可
に

関
す

る
こ

と
。

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

す
る

許
認

可
業

務
を

行
う

。
ま

ち
づ

く
り

推
進

室
5

2
2

2
○

×

2
7

応
急

建
築

指
導

課
被

災
者

が
行

う
住

宅
等

の
建

設
、

補
修

等
の

た
め

の
応

急
融

資
に

関
す

る
こ

と
。

融
資

等
の

相
談

、
受

付
業

務
な

ど
を

行
う

。
建

築
指

導
課

6
2

2
○

△
他

団
体

職
員

2
8

応
急

建
築

指
導

課
そ

の
他

、
建

築
物

の
応

急
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

住
宅

の
応

急
修

理
（
現

物
給

付
）
の

実
施

に
伴

う
設

計
・
施

工
等

の
総

括
を

行
う

。
建

築
指

導
課

6
6

6
○

△
他

団
体

職
員

2
9

通
常

土
木

維
持

課
橋

り
ょ

う
、

立
体

横
断

施
設

等
の

長
寿

命
化

計
画

又
は

耐
震

化
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

設
計

、
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

交
付

金
事

業
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
土

木
維

持
課

6
1

1
○

×

3
0

通
常

土
木

維
持

課
舗

装
の

補
修

計
画

に
基

づ
く
工

事
の

設
計

、
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

交
付

金
事

業
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
土

木
維

持
課

6
1

1
○

×

3
1

通
常

建
築

指
導

課
住

宅
建

設
等

の
助

成
に

関
す

る
こ

と
。

各
種

補
助

制
度

に
関

す
る

事
務

を
行

う
。

建
築

指
導

課
6

3
3

○
×

3
2

通
常

土
木

維
持

課
橋

り
ょ

う
、

立
体

横
断

施
設

等
の

長
寿

命
化

計
画

又
は

耐
震

化
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

設
計

、
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

・
橋

梁
補

修
に

か
か

る
県

及
び

他
事

業
と

の
調

整
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
土

木
維

持
課

6
1

1
○

×

3
3

通
常

土
木

維
持

課
舗

装
の

補
修

計
画

に
基

づ
く
工

事
の

設
計

、
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

・
橋

梁
補

修
に

か
か

る
県

及
び

他
事

業
と

の
調

整
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
土

木
維

持
課

6
1

1
○

×

3
4

通
常

開
発

指
導

課
開

発
行

為
等

の
指

導
及

び
監

督
処

分
に

関
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

等
に

関
す

る
指

導
、

監
督

処
分

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

開
発

指
導

課
6

1
1

○
×

3
5

通
常

土
木

維
持

課
市

営
の

自
転

車
駐

車
場

及
び

自
動

車
駐

車
場

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

市
営

自
転

車
駐

車
場

等
の

運
営

管
理

を
行

う
。

土
木

維
持

課
6

2
2

○
×

3
6

通
常

土
木

維
持

課
市

営
の

自
転

車
駐

車
場

及
び

自
動

車
駐

車
場

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

市
営

自
転

車
駐

車
場

利
用

に
か

か
る

免
除

措
置

等
の

業
務

を
行

う
。

土
木

維
持

課
6

1
1

○
×

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

19



 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
教

育
部

（
学

校
担

当
）
】

●
部

所
属

人
数

　
　

　
　

6
0

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
3

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
6

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
8

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
、

住
区

域
の

割
り

振
り

、
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

、
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
、

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

2
9

3
1

2
3

2
3

2
7

2
7

3
1

×
○

全
て

可

2
応

急
教

育
セ

ン
タ

ー
避

難
所

の
開

設
及

び
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

・
学

校
の

避
難

所
の

災
害

用
w

i‐
fi
を

開
放

す
る

。
教

育
セ

ン
タ

ー
1

1
1

1
○

○
×

3
応

急
学

務
課

災
害

時
の

応
急

教
育

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
・
生

徒
、

職
員

の
安

否
確

認
や

施
設

設
備

の
被

害
状

況
の

確
認

を
行

う
。

学
務

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

○
×

4
応

急
指

導
課

避
難

所
の

情
報

収
集

・
取

り
ま

と
め

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
状

況
や

ニ
ー

ズ
な

ど
の

情
報

の
一

括
収

集
、

各
班

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

対
応

を
行

う
。

指
導

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

○
全

て
可

5
通

常
教

育
総

務
課

学
校

の
施

設
に

関
す

る
こ

と
。

小
中

学
校

の
被

害
状

況
を

確
認

を
行

う
。

教
育

総
務

課
1

3
5

5
5

5
5

5
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

6
通

常
教

育
総

務
課

教
育

委
員

会
庁

舎
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
庁

舎
の

維
持

管
理

に
か

か
わ

る
点

検
を

行
う

。
教

育
総

務
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

7
通

常
教

育
総

務
課

教
育

委
員

会
公

用
車

の
維

持
管

理
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

公
用

車
の

貸
し

出
し

。
車

検
調

整
等

の
維

持
管

理
を

行
う

。
教

育
総

務
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

8
応

急
保

健
体

育
課

市
の

給
食

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

炊
き

出
し

に
関

す
る

こ
と

。

発
災

後
2
～

3
日

目
以

後
を

目
途

に
（
そ

れ
ま

で
は

、
各

避
難

所
に

お
い

て
備

蓄
品

を
飲

食
）
、

市
の

給
食

セ
ン

タ
ー

を
利

用
し

炊
き

出
し

を
行

う
。

必
要

が
あ

れ
ば

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

協
力

を
得

る
。

保
健

体
育

課
3

1
2

1
2

1
2

×
○

全
て

可

9
応

急
学

務
課

被
災

児
童

生
徒

に
対

す
る

学
用

品
の

支
給

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
生

徒
へ

災
害

で
喪

失
し

た
学

用
品

を
支

給
を

行
う

。
学

務
課

3
1

1
1

1
1

○
○

×

1
0

通
常

教
育

総
務

課
教

育
委

員
会

公
用

車
の

配
車

に
関

す
る

こ
と

。
教

育
長

車
の

運
転

及
び

配
車

調
整

等
を

行
う

。
教

育
総

務
課

3
1

1
1

1
1

○
他

団
体

職
員

1
1

通
常

学
務

課
学

齢
児

童
生

徒
の

就
学

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
基

本
台

帳
に

基
づ

き
、

学
齢

児
童

及
び

学
齢

生
徒

に
つ

い
て

学
齢

簿
を

編
成

及
び

訂
正

を
行

う
。

学
務

課
3

1
1

1
1

1
○

○
×

1
2

通
常

学
務

課
学

校
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
授

業
や

学
校

行
事

、
臨

時
休

業
等

の
各

校
の

教
育

課
程

に
つ

い
て

把
握

す
る

。
学

務
課

4
1

1
1

1
○

○
×

1
3

通
常

青
少

年
セ

ン
タ

ー
家

庭
、

学
校

、
職

場
、

警
察

そ
の

他
関

係
機

関
へ

の
連

絡
に

関
す

る
こ

と
。

非
行

や
不

審
者

情
報

等
の

通
報

の
受

理
と

対
応

を
行

う
。

青
少

年
セ

ン
タ

ー
5

1
1

1
○

×

1
4

通
常

学
務

課
学

校
安

全
に

関
す

る
こ

と
。

学
校

で
の

安
全

管
理

業
務

等
を

行
う

。
学

務
課

5
1

1
1

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

1
5

通
常

青
少

年
セ

ン
タ

ー
青

少
年

の
補

導
に

関
す

る
こ

と
。

子
ど

も
た

ち
の

安
全

・
安

心
の

確
保

や
非

行
少

年
を

早
期

に
発

見
、

補
導

す
る

た
め

の
街

頭
補

導
活

動
及

び
事

件
や

事
故

発
生

時
等

の
緊

急
パ

ト
ロ

ー
ル

を
行

う
。

青
少

年
セ

ン
タ

ー
6

1
1

○
×

1
6

通
常

教
育

総
務

課
条

例
、

規
則

、
訓

令
そ

の
他

の
規

程
の

案
の

審
査

並
び

に
文

書
の

収
受

及
び

保
存

に
関

す
る

こ
と

。
教

育
委

員
会

宛
の

郵
便

物
の

受
領

及
び

配
布

並
び

に
教

育
委

員
会

か
ら

の
発

送
を

行
う

。
教

育
総

務
課

6
1

1
○

全
て

可

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。
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 0
4
　

非
常

時
優

先
業

務
整

理
シ

ー
ト

【
教

育
部

（
社

会
教

育
担

当
）
】

●
部

所
属

人
数

　
　

　
　

6
1

名
●

本
部

連
絡

員
数

（
交

代
要

員
も

含
む

）
5

名

●
本

部
事

務
局

職
員

数
0

名
●

特
別

非
常

参
集

職
員

数
8

名

第
1
局

面
（～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

24
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3日
）

第
4局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（～

2
週

間
）

第
6
局

面
（
～

1か
月

）

1
応

急
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・
救

護
に

関
す

る
こ

と
。

所
管

す
る

社
会

教
育

施
設

の
利

用
者

と
職

員
の

安
全

確
認

、
施

設
の

被
害

状
況

の
確

認
、

施
設

内
待

機
に

関
す

る
こ

と
な

ど
を

行
う

。
生

涯
学

習
振

興
課

1
3
2

1
8

1
3
2

○
×

2
応

急
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（
避

難
者

カ
ー

ド
）
や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
、

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
、

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
行

う
。

教
育

総
務

課
1

2
2

2
3

3
5

2
3

3
5

×
○

全
て

可

3
応

急
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

情
報

収
集

・
取

り
ま

と
め

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
状

況
の

情
報

収
集

行
う

。
生

涯
学

習
振

興
課

1
2

2
2

1
2

○
全

て
可

4
応

急
文

化
・
ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
、

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
2

2
2
0

2
5

3
3

6
3
3

×
○

全
て

可

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可
否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

主
担

当
課

優 先 順 位

業
務

区
分

担
当

課
非

常
時

優
先

業
務

業
務

内
容

※
非

常
時

優
先

業
務

に
「
★

」
が

つ
い

て
い

る
業

務
は

，
複

数
の

班
が

担
っ

た
り

，
協

力
し

た
り

す
る

業
務

で
す

。

21



非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

１
　

企
画

部

【
企

画
経

営
課

・
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

企
画

班
企

画
政

策
課

市
民

か
ら

の
電

話
等

の
問

合
せ

対
応

に
関

す
る

こ
と

。
★

市
民

か
ら

の
電

話
に

よ
る

問
合

せ
の

受
付

け
を

行
う

。
企

画
政

策
課

1
4

4
5

5
3

3
5

×
○

×

企
画

班
企

画
政

策
課

災
害

復
興

計
画

の
策

定
の

総
合

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
災

害
復

興
計

画
の

策
定

の
総

合
調

整
を

行
う

。
企

画
政

策
課

5
3

3
3

○
○

×

企
画

班
企

画
政

策
課

国
・
県

へ
の

災
害

に
係

る
補

助
金

 要
望

 陳
情

の
総

括
に

関
す

る
こ

と
。

国
・
県

へ
の

災
害

に
係

る
補

助
金

 要
望

 陳
情

の
総

括
を

行
う

。
企

画
政

策
課

5
3

3
3

○
○

×

企
画

班
企

画
経

営
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

企
画

経
営

課
1

2
2

2
○

×

企
画

班
企

画
経

営
課

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
の

情
報

提
供

に
関

す
る

こ
と

。
施

設
及

び
事

業
の

状
況

に
つ

い
て

，
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

て
随

時
情

報
提

供
を

行
う

。
企

画
経

営
課

3
1

1
1

1
1

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
　

×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

5
1

1
1

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

庁
議

に
関

す
る

こ
と

部
長

会
議

に
係

る
案

件
の

取
り

ま
と

め
，

会
場

設
営

，
会

議
の

開
催

，
会

議
の

記
録

の
作

成
を

行
う

。

部
内

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
文

書
・
予

算
・
決

算
・
監

査
等

に
係

る
部

内
の

調
整

及
び

取
り

ま
と

め
を

行
う

。

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

こ
と

。
女

性
の

た
め

の
相

談
業

務
を

行
う

。

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

東
葉

高
速

鉄
道

に
関

す
る

こ
と

東
葉

高
速

鉄
道

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期
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【
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

企
画

班
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

要
配

慮
者

（外
国

人
）
の

救
援

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
行

動
要

支
援

者
名

簿
に

登
載

の
あ

る
者

の
安

否
確

認
の

他
，

外
国

人
の

避
難

状
況

を
第

２
，

第
３

収
容

班
を

経
由

し
て

収
集

を
行

う
。

シ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

課
1

3
3

3
×

○
×

企
画

班
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

要
配

慮
者

（外
国

人
）
の

救
援

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
所

等
に

お
い

て
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

，
外

国
語

通
訳

の
確

保
を

行
う

。
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

3
2

2
2

2
2

○
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

企
画

班
企

画
経

営
課

市
民

か
ら

の
電

話
等

の
問

合
せ

対
応

に
関

す
る

こ
と

。
市

民
か

ら
の

電
話

に
よ

る
問

合
せ

の
受

付
け

を
行

う
。

企
画

経
営

課
1

3
3

4
4

3
3

4
×

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
1

1
1

1
×

×

5
1

1
1

×
×

2
1

1
1

1
1

1
×

×

【
秘

書
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

秘
書

班
秘

書
課

本
部

長
（市

長
）、

副
本

部
長

（
副

市
長

）
の

秘
書

に
関

す
る

こ
と

。
市

長
及

び
副

市
長

の
安

否
確

認
，

登
庁

手
段

の
確

保
や

秘
書

業
務

を
行

う
。

秘
書

課
1

4
4

4
2

2
2

4
○

○
×

秘
書

班
秘

書
課

災
害

視
察

及
び

見
舞

者
の

接
遇

に
関

す
る

こ
と

。
視

察
者

等
と

の
連

絡
調

整
や

接
遇

を
行

う
。

秘
書

課
4

2
2

2
2

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
4

4
4

4
○

×

4
1

1
1

1
○

　
×

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

×

副
市

長
決

裁
及

び
資

料
管

理
を

行
う

。

市
長

会
に

関
す

る
こ

と
。

市
長

会
（全

国
・関

東
・県

）
事

務
を

行
う

。

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

市
長

随
行

な
ど

の
秘

書
業

務
及

び
来

客
者

窓
口

・
電

話
対

応
を

行
う

。

秘
書

及
び

渉
外

に
関

す
る

こ
と

。
（市

長
決

裁
及

び
資

料
管

理
）

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

秘
書

及
び

渉
外

に
関

す
る

こ
と

。
（副

市
長

決
裁

及
び

資
料

管
理

）

応
援

受
入

の
可

否

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

業
務

内
容

ふ
る

さ
と

納
税

寄
附

金
に

関
す

る
こ

と
。

ふ
る

さ
と

納
税

寄
附

金
の

受
入

に
係

る
委

託
先

と
の

連
絡

調
整

，
返

礼
品

の
登

録
等

を
行

う
。

秘
書

及
び

渉
外

に
関

す
る

こ
と

。
（来

客
者

窓
口

・
電

話
対

応
）

市
長

決
裁

及
び

資
料

管
理

を
行

う
。

事
務

分
掌

業
務

内
容

多
文

化
交

流
セ

ン
タ

ー
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
多

文
化

交
流

セ
ン

タ
ー

の
管

理
，

運
営

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

八
千

代
こ

ど
も

国
際

平
和

文
化

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
平

和
作

文
の

募
集

や
バ

ン
コ

ク
親

善
大

使
派

遣
を

行
う

。

事
務

分
掌

班
名

担
当

課
応

急
業

務
主

担
当

課
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【
広

報
広

聴
課

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

情
報

配
信

・記
録

班
広

報
広

聴
課

災
害

時
広

報
に

関
す

る
こ

と
。

（
広

報
紙

，
広

報
車

，
Ｈ

Ｐ
，

情
報

メ
ー

ル
，

ツ
イ

ッ
タ

ー
，

L
N

E
，

緊
急

速
報

メ
ー

ル
，

防
災

行
政

用
無

線
等

で
の

広
報

活
動

）

広
報

紙
，

広
報

車
，

拡
声

器
等

に
よ

る
広

報
（
Ｈ

Ｐ
，

情
報

メ
ー

ル
，

X
，

L
N

E
，

緊
急

速
報

メ
ー

ル
に

よ
る

広
報

は
，

災
害

対
策

本
部

で
実

施
）
を

行
う

。
広

報
広

聴
課

1
4

4
4

4
4

4
4

○
○

情
報

配
信

・記
録

班
広

報
広

聴
課

災
害

記
録

及
び

写
真

撮
影

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
状

況
等

の
写

真
を

撮
影

を
行

う
。

広
報

広
聴

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

○
一

般
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

情
報

配
信

・記
録

班
広

報
広

聴
課

報
道

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
臨

時
記

者
詰

所
，

共
同

記
者

会
見

所
の

設
置

を
行

う
。

広
報

広
聴

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

○

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
2

2
2

2
2

2
2

○
×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
○

×

6
1

1
○

×

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

災 害 時 の

従 事 者 数

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容

広
聴

に
関

す
る

こ
と

や
っ

ち
ご

意
見

箱
に

関
す

る
こ

と
（
受

付
、

調
整

、
回

答
、

処
理

把
握

、
統

計
等

）

従 事 者 数

視
聴

覚
広

報
に

関
す

る
こ

と
声

の
広

報
の

作
成

、
配

布
に

関
す

る
こ

と

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

報
道

監
の

職
務

の
補

助
に

関
す

る
こ

と
報

道
機

関
及

び
関

係
部

署
と

の
連

絡
調

整
等

に
関

す
る

こ
と

班
名
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【
情

報
政

策
課

】

■
応

急
業

務

な
し

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
2

2
1

1
1

1
2

○
○

×

1
2

2
1

1
1

1
2

○
○

×

1
2

2
1

1
1

1
2

○
○

×

1
2

2
1

1
1

1
2

○
○

×

1
2

2
1

1
1

1
2

○
○

×

2
2

1
1

1
1

2
○

○
×

2
2

1
1

1
1

2
○

○
×

4
2

2
2

2
○

×

【
議

会
事

務
局

　
庶

務
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

情
報

配
信

・
記

録
班

庶
務

課
議

員
へ

の
情

報
の

提
供

に
関

す
る

こ
と

。
八

千
代

市
議

会
災

害
対

応
支

援
本

部
設

置
要

綱
に

基
づ

く
議

員
へ

の
情

報
提

供
や

問
合

せ
へ

の
対

応
を

行
う

。
庶

務
課

1
1

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
1

1
1

1
○

×

1
1

1
1

1
○

×

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

運
用

・
福

祉
系

情
報

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

こ
と

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

運
用

・
コ

ン
ビ

ニ
交

付
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と

運
用

・
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

運
用

・
施

設
予

約
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と

調
査

統
計

に
関

す
る

こ
と

基
幹

統
計

調
査

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

応
援

受
入

の
可

否
事

務
分

掌
業

務
内

容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

運
用

・
外

部
情

報
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

運
用

・
基

幹
情

報
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

電
子

計
算

機
の

運
用

管
理

に
関

す
る

こ
と

運
用

・
内

部
情

報
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
こ

と

議
決

証
明

に
関

す
る

こ
と

。
議

会
で

議
決

し
た

案
件

に
つ

い
て

証
明

依
頼

に
基

づ
く
証

明
事

務

公
印

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

公
印

の
管

理
・
公

印
の

使
用

承
認
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【
議

会
事

務
局

　
議

事
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

情
報

配
信

・記
録

班
広

報
広

聴
課

災
害

記
録

及
び

写
真

撮
影

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
状

況
等

の
写

真
撮

影
を

行
う

。
広

報
広

聴
課

3
1

1
1

○
○

一
般

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

情
報

配
信

・記
録

班
議

事
課

防
災

関
係

機
関

の
情

報
収

集
に

関
す

る
こ

と
。

被
害

状
況

（放
送

・通
信

・電
話

・電
力

・ガ
ス

・
都

心
区

等
）
の

情
報

収
集

を
行

う
。

議
事

課
1

1
2

2
2

2
○

○
×

情
報

配
信

・記
録

班
庶

務
課

議
員

へ
の

情
報

の
提

供
に

関
す

る
こ

と
。

八
千

代
市

議
会

災
害

対
応

支
援

本
部

設
置

要
綱

に
基

づ
く
議

員
へ

の
情

報
提

供
や

問
合

せ
へ

の
対

応
を

行
う

。
庶

務
課

1
1

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
4

4
4

○
×

5
4

4
4

○
　

×

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

議
会

本
会

議
及

び
委

員
会

に
関

す
る

こ
と

。
議

会
本

会
議

及
び

委
員

会
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。

協
議

会
そ

の
他

諸
会

議
に

関
す

る
こ

と
。

会
派

代
表

者
会

議
，

委
員

会
協

議
会

等
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。
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【
選

挙
管

理
委

員
会

事
務

局
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

収
容

班
選

挙
管

理
委

員
会

事
務

局
避

難
所

の
開

設
及

び
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

教
育

総
務

課
1

5
5

5
5

5
5

5
×

○
全

て
可

第
１

収
容

班
監

査
委

員
事

務
局

企
画

部
の

活
動

補
助

に
関

す
る

こ
と

。
★

災
害

時
広

報
に

関
す

る
こ

と
広

報
広

聴
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
4

4
4

4
×

○
他

団
体

職
員

4
2

2
2

2
○

　
他

団
体

職
員

【
監

査
委

員
事

務
局

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

収
容

班
監

査
委

員
事

務
局

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

3
3

3
3

3
3

3
×

○
×

第
１

収
容

班
監

査
委

員
事

務
局

企
画

部
の

活
動

補
助

に
関

す
る

こ
と

。
★

災
害

時
広

報
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。
広

報
広

聴
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

な
し

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容

選
挙

の
管

理
執

行
に

関
す

る
こ

と
国

政
選

挙
・地

方
選

挙
の

執
行

選
挙

人
名

簿
に

関
す

る
こ

と
選

挙
人

名
簿

の
登

録
・抹

消
・失

権
処

理
、

在
外

選
挙

人
名

簿
の

登
録

・
抹

消
処

理
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非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

２
　

総
務

部

【
総

務
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

総
務

班
総

務
課

受
援

（
他

自
治

体
等

の
応

援
の

受
入

れ
及

び
活

動
調

整
）
に

関
す

る
こ

と
。

他
の

自
治

体
や

団
体

か
ら

の
応

援
職

員
等

の
受

入
調

整
（派

遣
元

と
の

連
絡

調
整

，
宿

泊
先

等
活

動
拠

点
の

確
保

）
や

各
部

へ
の

取
次

ぎ
，

受
入

れ
に

関
す

る
全

体
的

な
総

括
を

行
う

。
総

務
課

3
1

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

2
2

2
2

2
2

2
○

×

2
2

2
2

2
2

2
○

　
×

2
2

2
2

2
2

2
○

×

2
2

2
2

2
2

2
○

×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

3
1

1
1

1
1

○
×

2
1

1
1

1
1

1
○

×

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

「
行

政
不

服
審

査
制

度
」
の

審
査

庁
に

か
か

る
事

務
（
受

付
か

ら
裁

決
ま

で
）

文
書

の
収

受
及

び
保

管
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

県
・
他

市
・
庁

内
等

か
ら

の
通

知
・調

査
依

頼
（
メ

ー
ル

，
グ

ル
ー

プ
ウ

ェ
ア

）
等

の
収

受
，

回
答

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

議
案

の
調

整
及

び
市

議
会

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
市

議
会

と
の

連
絡

調
整

議
案

の
調

整
及

び
市

議
会

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
議

案
及

び
議

案
資

料
等

の
取

り
ま

と
め

，
印

刷
，

配
布

議
案

の
調

整
及

び
市

議
会

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
一

般
質

問
答

弁
書

の
取

り
ま

と
め

，
答

弁
調

整
会

議
の

開
催

文
書

の
収

受
及

び
保

管
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

郵
便

物
の

受
領

，
配

布
，

発
送

，
切

手
等

の
払

出
し

公
印

に
関

す
る

こ
と

。
公

印
の

管
理

公
印

の
使

用
，

印
影

印
刷

及
び

電
子

公
印

の
承

認

審
査

請
求

に
関

す
る

こ
と

。
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【
庁

舎
総

合
整

備
課

】

■
応

急
業

務

な
し

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
4

4
○

×

6
4

4
○

　
×

5
2

2
○

×

6
2

2
○

×

【
法

務
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

総
務

班
総

務
課

受
援

（
他

自
治

体
等

の
応

援
の

受
入

れ
及

び
活

動
調

整
）
に

関
す

る
こ

と
。

他
の

自
治

体
や

団
体

か
ら

の
応

援
職

員
等

の
受

入
調

整
（派

遣
元

と
の

連
絡

調
整

，
宿

泊
先

等
活

動
拠

点
の

確
保

）
や

各
部

へ
の

取
り

次
ぎ

，
受

入
に

関
す

る
全

体
的

な
総

括
を

行
う

。
総

務
課

3
1

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
 

 
2

2
○

×

2
1

1
1

1
1

1
○

×

4
2

2
2

2
○

×

4
2

2
2

2
○

×

6
2

2
○

×

6
2

2
○

×

6
2

2
○

×

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

個
別

外
部

監
査

契
約

に
関

す
る

こ
と

。
個

別
外

部
監

査
制

度
に

関
す

る
調

整
，

契
約

等

情
報

公
開

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

公
文

書
の

開
示

請
求

へ
の

対
応

，
情

報
公

開
審

査
会

の
開

催
等

個
人

情
報

の
保

護
の

総
合

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
個

人
情

報
開

示
請

求
へ

の
対

応
，

個
人

情
報

保
護

審
査

会
及

び
個

人
情

報
保

護
制

度
運

営
審

議
会

の
開

催
等

条
例

，
規

則
等

の
制

定
改

廃
の

審
査

に
関

す
る

こ
と

。
条

例
，

規
則

等
（
例

規
）
の

制
定

改
廃

の
審

査

公
告

式
に

関
す

る
こ

と
。

条
例

，
規

則
等

（
例

規
）
の

公
布

等

行
政

不
服

審
査

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

行
政

不
服

審
査

制
度

の
総

合
調

整
，

助
言

等

不
服

申
立

て
，

訴
訟

及
び

和
解

の
助

言
並

び
に

直
接

請
求

の
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

不
服

申
立

て
（
審

査
請

求
）
，

訴
訟

及
び

和
解

の
助

言
並

び
に

直
接

請
求

の
指

導

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

庁
舎

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

八
千

代
市

新
庁

舎
建

設
実

施
設

計
業

務
に

関
す

る
こ

と
。

庁
舎

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

八
千

代
市

新
庁

舎
建

設
工

事
の

入
札

準
備

に
関

す
る

こ
と

。

庁
舎

整
備

基
金

に
関

す
る

こ
と

。
庁

舎
整

備
基

金
の

管
理

庶
務

に
関

す
る

こ
と

。
庶

務

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
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【
危

機
管

理
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

防
災

・防
犯

班
危

機
管

理
課

防
災

行
政

用
無

線
の

操
作

に
関

す
る

こ
と

。
固

定
系

親
局

を
使

っ
た

広
報

危
機

管
理

課
1

2
2

2
2

○
○

○
×

防
災

・防
犯

班
危

機
管

理
課

千
葉

県
防

災
情

報
シ

ス
テ

ム
の

報
告

に
関

す
る

こ
と

。
本

部
や

避
難

所
の

開
設

状
況

，
被

災
状

況
の

報
告

危
機

管
理

課
1

2
2

2
2

2
2

2
○

○
×

防
災

・防
犯

班
危

機
管

理
課

被
災

地
の

防
犯

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
地

，
避

難
所

周
辺

等
に

お
い

て
，

自
治

会
や

警
察

，
関

係
団

体
と

連
携

し
て

パ
ト

ロ
ー

ル
を

実
施

危
機

管
理

課
4

2
2

2
2

○
全

て
可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
1

1
1

1
○

○
全

て
可

2
1

1
1

1
1

1
○

○
○

×

【
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

総
務

班
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
関

す
る

こ
と

。
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
を

希
望

す
る

者
が

来
た

場
合

は
，

担
当

部
署

に
案

内
す

る
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
2

2
2

2
2

2
2

○
○

×

総
務

班
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

自
治

会
等

か
ら

の
災

害
情

報
の

収
集

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
状

況
や

被
災

状
況

等
の

情
報

収
集

を
行

う
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
1

2
2

2
○

○
×

総
務

班
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

災
害

相
談

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
又

は
そ

の
関

係
者

か
ら

の
相

談
に

対
応

す
る

た
め

，
災

害
相

談
窓

口
を

開
設

し
，

相
談

・問
合

せ
受

付
業

務
を

行
う

。
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

3
6

6
6

4
6

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
○

×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

防
犯

施
策

に
関

す
る

立
案

及
び

執
行

に
関

す
る

こ
と

。
防

犯
灯

及
び

防
犯

カ
メ

ラ
の

維
持

管
理

を
行

う
。

防
犯

意
識

の
啓

発
及

び
高

揚
に

関
す

る
こ

と
。

犯
罪

発
生

情
報

及
び

不
審

者
情

報
等

を
電

子
メ

ー
ル

に
て

配
信

。
ま

た
，

警
察

か
ら

依
頼

が
あ

っ
た

場
合

は
，

犯
罪

等
に

係
る

注
意

喚
起

等
を

防
災

行
政

用
無

線
で

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

地
縁

に
よ

る
団

体
の

認
可

等
に

関
す

る
こ

と
。

地
縁

法
人

に
係

る
認

可
，

告
示

，
証

明
書

発
行

を
行

う
。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

総
務

班
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

災
害

相
談

の
実

態
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
又

は
そ

の
関

係
者

か
ら

の
相

談
に

対
応

す
る

た
め

、
災

害
相

談
窓

口
を

開
設

し
、

相
談

・問
い

合
わ

せ
受

付
業

務
を

行
う

。
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

3
2

2
2

2
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
2

2
○

×

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

消
費

者
問

題
に

つ
い

て
の

相
談

及
び

苦
情

処
理

に
関

す
る

こ
と

。
消

費
生

活
相

談
の

受
け

付
け

、
助

言
、

あ
っ

せ
ん

等
を

行
う

。
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【
戸

籍
住

民
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

住
民

班
戸

籍
住

民
課

被
災

者
の

避
難

先
等

の
安

否
情

報
の

把
握

及
び

問
合

せ
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
の

家
族

等
か

ら
の

安
否

情
報

の
照

会
に

対
応

す
る

。
戸

籍
住

民
課

1
3

6
6

6
6

6
6

○
○

×

住
民

班
戸

籍
住

民
課

行
方

不
明

者
の

捜
索

依
頼

・
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
市

役
所

及
び

各
支

所
で

行
方

不
明

者
の

捜
索

依
頼

を
受

付
け

，
避

難
者

名
簿

等
と

の
突

合
に

よ
る

生
存

者
の

確
認

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

2
2

2
2

2
1

2
○

○
○

他
団

体
職

員
等

住
民

班
戸

籍
住

民
課

要
捜

索
者

名
簿

の
作

成
に

関
す

る
こ

と
。

★
応

急
業

務
№

1
5で

生
存

の
確

認
が

取
れ

な
か

っ
た

者
の

他
，

災
害

相
談

窓
口

（防
犯

班
）や

避
難

所
に

相
談

の
あ

っ
た

行
方

不
明

者
を

含
め

た
名

簿
の

作
成

戸
籍

住
民

課
3

2
2

2
2

2
×

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

3
9

9
9

9
9

○
×

3
9

9
9

9
9

○
　

×

3
9

9
9

9
9

○
×

3
9

9
9

9
9

○
×

3
9

9
9

9
9

○
×

3
9

9
9

9
9

○
×

3
9

9
9

9
9

○
×

3
8

8
8

8
8

○
×

3
8

8
8

8
8

○
×

3
8

8
8

8
8

○
×

3
9

9
9

9
9

○
×

3
1

1
1

1
1

×
×

3
8

8
8

8
8

○
×

6
2

2
○

×

3
3

3
3

3
3

○
×

住
民

基
本

台
帳

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

の
記

録
・消

除

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
受

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

異
動

届
出

の
受

付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

の
登

録
，

抹
消

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
保

守
，

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

交
付

，
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

の
変

更
・
更

新

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

戸
籍

の
附

票
の

整
備

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

附
票

の
記

録

戸
籍

簿
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
シ

ス
テ

ム
の

保
守

，
副

本
を

地
方

法
務

局
へ

送
付

戸
籍

簿
の

整
理

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
簿

の
記

録
，

消
除

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

支
所

及
び

連
絡

所
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

便

埋
火

葬
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

埋
火

葬
許

可
証

の
交

付

庶
務

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
住

民
課

（
支

所
含

む
）
の

事
務

運
用

に
係

る
契

約
事

務
等

一
般

旅
券

の
発

給
申

請
等

の
受

理
及

び
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

一
般

旅
券

の
交

付
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【
八

千
代

台
支

所
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

5
5

5
5

5
5

5
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

5
5

5
5

5
5

5
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

　
×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×

5
5

5
5

○
×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×
支

所
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
の

管
理

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明

埋
火

葬
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

埋
火

葬
許

可
証

の
交

付

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

住
民

基
本

台
帳

の
記

録
・消

除

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
異

動
届

出
の

受
付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

の
登

録
，

抹
消

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

住
民

基
本

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。
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【
勝

田
台

支
所

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

3
4

4
4

4
4

4
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

3
4

4
4

4
4

4
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

　
×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×
支

所
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
の

管
理

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明

埋
火

葬
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

埋
火

葬
許

可
証

の
交

付

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

住
民

基
本

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

の
記

録
・消

除

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
異

動
届

出
の

受
付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

の
登

録
，

抹
消

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
米

本
支

所
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

3
3

3
3

3
3

3
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

3
3

3
3

3
3

3
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

　
×

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

×

5
3

3
3

○
×

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

×

4
3

3
3

3
○

×
支

所
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
の

管
理

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明

埋
火

葬
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

埋
火

葬
許

可
証

の
交

付

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

住
民

基
本

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

の
記

録
・消

除

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
異

動
届

出
の

受
付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

の
登

録
，

抹
消

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
緑

が
丘

支
所

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

6
7

7
7

7
7

7
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

6
7

7
7

7
7

7
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

　
×

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

×

5
7

7
7

○
×

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

×

4
7

7
7

7
○

×
支

所
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
支

所
の

管
理

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明

埋
火

葬
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

埋
火

葬
許

可
証

の
交

付

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

住
民

基
本

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

の
記

録
・消

除

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
異

動
届

出
の

受
付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

の
登

録
，

抹
消

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
村

上
支

所
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

4
4

4
4

4
4

4
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

4
4

4
4

4
4

4
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

　
×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
5

5
5

5
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

4
4

4
4

4
○

×

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

住
民

基
本

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

の
記

録
・消

除

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
異

動
届

出
の

受
付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

の
登

録
，

抹
消

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

支
所

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

の
管

理

戸
籍

の
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
戸

籍
の

届
出

の
受

付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明

埋
火

葬
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

埋
火

葬
許

可
証

の
交

付

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

37



【
睦

連
絡

所
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

　
×

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

×

5
1

1
1

○
×

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

×

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

連
絡

所
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
連

絡
所

の
管

理

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
基

本
台

帳
に

係
る

届
出

の
受

付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
高

津
連

絡
所

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
地

区
連

絡
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

支
所

・
連

絡
所

に
地

区
連

絡
所

を
開

設
し

，
地

区
内

の
情

報
収

集
，

避
難

誘
導

支
援

な
ど

を
行

う
。

戸
籍

住
民

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

○
×

支
所

・連
絡

所
班

戸
籍

住
民

課
臨

時
市

民
相

談
所

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
。

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

，
避

難
所

や
地

区
連

絡
所

に
臨

時
市

民
相

談
所

を
開

設
す

る
。

戸
籍

住
民

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

　
×

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

×

5
1

1
1

○
×

4
1

1
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

×

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ
に

関
す

る
こ

と
。

そ
の

他
関

係
各

課
の

届
出

等
の

取
次

ぎ

連
絡

所
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
連

絡
所

の
管

理

住
民

基
本

台
帳

に
係

る
届

出
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
住

民
基

本
台

帳
に

係
る

届
出

の
受

付

住
民

票
の

写
し

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

住
民

の
印

鑑
登

録
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

戸
籍

謄
本

及
び

抄
本

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

戸
籍

証
明

書
等

の
交

付

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
に

関
す

る
こ

と
。

市
税

及
び

市
税

外
収

入
の

受
領

並
び

に
市

税
に

係
る

諸
証

明
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【
職

員
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

職
員

班
職

員
課

職
員

の
動

員
、

配
備

及
び

そ
の

記
録

に
関

す
る

こ
と

。

各
部

か
ら

の
職

員
の

安
否

確
認

や
職

員
の

参
集

・配
備

状
況

，
応

援
要

請
の

有
無

な
ど

を
取

り
ま

と
め

本
部

へ
報

告
，

各
部

の
職

員
の

過
不

足
を

整
理

し
職

員
の

再
配

置
を

行
う

。
職

員
課

1
2

2
2

2
2

2
2

○
○

×

職
員

班
職

員
課

災
害

対
策

従
事

職
員

の
給

与
、

食
事

、
宿

泊
、

健
康

管
理

そ
の

他
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
業

務
に

関
す

る
こ

と
。

(応
援

職
員

含
む

)

職
員

の
給

料
や

水
・
食

料
，

業
務

に
継

続
し

て
従

事
す

る
職

員
へ

の
宿

泊
場

所
の

確
保

な
ど

安
全

衛
生

全
般

を
行

う
。

職
員

課
3

1
1

1
1

1
○

他
団

体
職

員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
2

2
2

2
2

2
2

○
×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
　

×

2
1

1
1

1
1

1
○

×

1
2

2
2

2
2

2
2

×
他

団
体

職
員

班
名

担
当

課

職
員

の
健

康
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

保
健

担
当

に
よ

る
健

康
相

談
等

保
健

担
当

（保
健

師
）
に

よ
る

健
康

相
談

及
び

病
気

や
怪

我
の

初
期

対
応

職
員

の
給

与
に

関
す

る
こ

と
。

職
員

の
給

与
支

給
業

務

職
員

共
済

組
合

に
関

す
る

こ
と

。
千

葉
県

市
町

村
職

員
共

済
組

合
関

連
業

務
（
扶

養
・
短

期
給

付
・
貸

付
・
共

済
貯

金
・県

互
助

会
等

）

職
員

互
助

会
に

関
す

る
こ

と
。

月
次

処
理

(給
与

デ
ー

タ
処

理
，

助
成

金
処

理
，

貸
付

金
，

財
形

)

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課
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非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

３
　

財
務

部

【
財

政
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

財
政

班
 財

政
課

災
害

関
係

の
予

算
編

成
及

び
資

金
調

達
に

関
す

る
こ

と
。

応
急

対
策

活
動

費
に

関
す

る
予

算
の

調
整

及
び

財
源

の
確

保
を

行
う

。
 財

政
課

1
1

1
1

3
3

3
3

○
×

財
政

班
 財

政
課

国
・
県

等
の

補
助

金
に

関
す

る
こ

と
。

補
助

事
業

情
報

の
収

集
と

各
部

へ
の

情
報

提
供

を
行

う
。

 財
政

課
1

1
1

1
2

2
2

2
○

×

財
政

班
 財

政
課

義
援

金
の

受
領

及
び

配
分

に
関

す
る

こ
と

。
口

座
を

つ
く
り

，
受

付
記

録
を

作
成

し
，

寄
託

者
に

受
領

書
を

発
行

。
配

分
方

法
の

決
定

を
行

う
。

（
配

分
委

員
会

の
設

置
）
　

※
配

布
は

第
1救

援
班

 財
政

課
4

3
3

3
3

○
△

他
団

体
職

員

財
政

班
 財

政
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

8
8

8
8

8
8

8
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
3

3
3

3
○

×

4
2

2
2

2
○

　
×

4
2

2
2

2
○

×

5
2

2
2

○
×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

地
方

交
付

税
に

関
す

る
こ

と
。

地
方

交
付

税
（
普

通
交

付
税

，
特

別
交

付
税

，
震

災
復

興
特

別
交

付
税

）
の

算
定

に
関

す
る

事
務

庶
務

に
関

す
る

こ
と

。
財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
の

運
用

管
理

，
地

方
公

営
企

業
（
上

下
水

道
事

業
，

北
千

葉
北

千
葉

広
域

水
道

企
業

団
）ほ

か
，

庶
務

に
関

す
る

事
務

全
般

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

予
算

の
編

成
及

び
予

算
の

執
行

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
予

算
の

編
成

（
当

初
及

び
補

正
），

予
算

の
執

行
管

理
に

関
す

る
事

務

市
債

に
関

す
る

こ
と

。
市

債
の

協
議

，
借

入
れ

，
償

還
に

関
す

る
事

務

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
契

約
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

財
政

班
 財

政
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

教
育

総
務

課
1

3
5

5
5

5
5

5
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
2

2
2

2
2

2
2

○
×

4
1

1
1

1
○

　
×

【
資

産
管

理
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

資
産

管
理

班
資

産
管

理
課

庁
舎

及
び

庁
内

施
設

・設
備

の
機

能
維

持
(非

常
電

源
・
仮

設
ト

イ
レ

等
)に

関
す

る
こ

と
。

発
災

直
後

の
来

庁
者

の
避

難
誘

導
や

庁
舎

の
安

全
性

の
確

認
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
1
2

1
0

7
5

5
5

1
2

○
○

×

資
産

管
理

班
資

産
管

理
課

臨
時

電
話

、
そ

の
他

の
使

用
機

材
の

確
保

及
び

設
営

(災
害

対
策

本
部

含
む

)に
関

す
る

こ
と

。
電

話
機

な
ど

の
通

信
機

器
の

確
保

，
電

話
線

の
断

線
等

に
よ

る
Ｎ

Ｔ
Ｔ

と
の

復
旧

作
業

の
調

整
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
3

3
2

2
2

2
3

○
○

×

資
産

管
理

班
資

産
管

理
課

車
両

(広
報

車
両

含
む

)そ
の

他
輸

送
手

段
の

確
保

、
配

車
計

画
及

び
緊

急
輸

送
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
緊

急
通

行
車

両
の

確
認

手
続

等
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
2

3
3

3
3

3
3

○
○

×

資
産

管
理

班
資

産
管

理
課

車
両

(広
報

車
両

含
む

)そ
の

他
輸

送
手

段
の

確
保

、
配

車
計

画
及

び
緊

急
輸

送
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。

・
公

用
車

の
状

況
把

握
・
輸

送
対

象
の

優
先

順
位

や
，

確
保

し
た

車
両

（物
資

供
給

班
が

確
保

し
た

車
両

含
む

）
の

調
整

・
配

分
な

ど
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
3

3
3

3
3

3
3

○
○

△
×

資
産

管
理

班
資

産
管

理
課

庁
舎

及
び

庁
内

施
設

・設
備

の
機

能
維

持
(非

常
電

源
・
仮

設
ト

イ
レ

等
)に

関
す

る
こ

と
。

非
常

用
電

源
や

仮
設

ト
イ

レ
の

確
保

を
行

う
。

資
産

管
理

課
2

5
5

2
2

2
5

○
○

×

資
産

管
理

班
資

産
管

理
課

公
用

車
等

の
燃

料
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

。
非

常
用

電
源

や
公

用
車

，
物

資
供

給
班

が
借

上
げ

た
車

両
の

燃
料

の
調

達
を

行
う

。
資

産
管

理
課

1
1

3
3

3
3

3
3

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

2
3

8
8

8
×

×

主
担

当
課

工
事

請
負

契
約

，
業

務
委

託
契

約
及

び
物

品
の

購
入

契
約

に
関

す
る

こ
と

工
事

請
負

契
約

，
業

務
委

託
契

約
及

び
物

品
の

購
入

契
約

に
関

す
る

事
務

工
事

の
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

工
事

の
検

査
に

関
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

市
有

施
設

の
点

検
に

関
す

る
こ

と
。

建
築

物
及

び
建

築
設

備
の

定
期

点
検

に
係

る
業

務
等

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
納

税
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

調
査

班
納

税
課

住
家

被
害

等
の

情
報

収
集

に
関

す
る

こ
と

。
住

家
被

害
状

況
の

把
握

（街
の

建
物

等
の

様
子

を
巡

回
し

，
地

域
ご

と
に

大
ま

か
な

状
況

把
握

に
努

め
る

）
納

税
課

1
6

1
0

1
0

×
×

調
査

班
納

税
課

り
災

台
帳

の
作

成
及

び
り

災
証

明
の

発
行

に
関

す
る

こ
と

。
（り

災
台

帳
作

成
）

被
害

の
認

定
調

査
結

果
や

発
行

状
況

等
を

反
映

し
た

台
帳

の
作

成
を

行
う

。
※

第
1救

援
班

の
被

災
者

台
帳

と
の

連
携

納
税

課
5

10
10

1
0

○
他

団
体

職
員

調
査

班
納

税
課

被
害

届
出

証
明

書
の

発
行

に
関

す
る

こ
と

。
八

千
代

市
り

災
証

明
書

等
交

付
要

綱
に

基
づ

き
，

り
災

証
明

が
で

き
な

い
家

屋
付

帯
物

等
の

被
害

届
出

が
あ

っ
た

こ
と

の
証

明
を

行
う

。
納

税
課

5
2

2
2

○
×

収
容

班
納

税
課

避
難

所
の

開
設

・
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

避
難

所
の

開
設

・
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

1
1

5
17

16
5

5
1
7

○
×

■
通

常
業

務

な
し

【
市

民
税

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

調
査

班
市

民
税

課
避

難
所

の
開

設
及

び
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
5

1
5

15
15

15
15

1
5

×
○

○
全

て
可

調
査

班
資

産
税

課
住

家
及

び
市

長
が

定
め

る
種

類
の

被
害

の
認

定
調

査
に

関
す

る
こ

と
。

り
災

証
明

の
発

行
に

必
要

な
情

報
を

収
集

す
る

た
め

の
家

屋
調

査
，

住
宅

班
（
応

急
危

険
判

定
）
と

の
協

力
を

行
う

。
※

被
害

規
模

が
小

さ
い

と
き

は
2次

調
査

か
ら

実
施

資
産

税
課

4
4

3
3

4
×

○
他

団
体

職
員

調
査

班
市

民
税

課
り

災
台

帳
の

作
成

及
び

り
災

証
明

の
発

行
に

関
す

る
こ

と
。

（り
災

証
明

・被
害

届
出

証
明

の
受

付
・
交

付
）

申
請

が
あ

っ
た

者
に

対
し

，
り

災
台

帳
等

を
元

に
八

千
代

市
り

災
証

明
書

等
交

付
要

綱
に

基
づ

き
証

明
書

を
交

付
す

る
。

市
民

税
課

3
9

9
9

9
9

×
○

×

調
査

班
市

民
税

課
被

災
者

等
へ

の
租

税
の

減
免

等
に

関
す

る
こ

と
。

（
市

民
税

）
市

税
の

納
期

限
の

延
長

，
減

免
な

ど
を

行
う

。
市

民
税

課
5

4
4

4
×

○
×

■
通

常
業

務

な
し

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期
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【
資

産
税

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

調
査

班
市

民
税

課
避

難
所

の
開

設
及

び
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
2

1
5

10
1
5

×
○

○
全

て
可

調
査

班
資

産
税

課
住

家
及

び
市

長
が

定
め

る
種

類
の

被
害

の
認

定
調

査
に

関
す

る
こ

と
。

★

り
災

証
明

の
発

行
に

必
要

な
情

報
を

収
集

す
る

た
め

の
家

屋
調

査
，

住
宅

班
（
応

急
危

険
判

定
）
と

の
連

携
協

力
を

行
う

。
※

被
害

規
模

が
小

さ
い

と
き

は
2次

調
査

か
ら

実
施

資
産

税
課

3
5

16
13

13
1
6

×
○

他
団

体
職

員

調
査

班
納

税
課

り
災

台
帳

の
作

成
及

び
り

災
証

明
の

発
行

に
関

す
る

こ
と

。
（り

災
台

帳
作

成
）

被
害

の
認

定
調

査
結

果
や

発
行

状
況

等
を

反
映

し
た

台
帳

の
作

成
を

行
う

。
※

第
1救

援
班

の
被

災
者

台
帳

と
の

連
携

納
税

課
4

10
10

10
1
0

×
○

他
団

体
職

員

調
査

班
資

産
税

課
被

災
者

等
へ

の
租

税
の

減
免

等
に

関
す

る
こ

と
。

（
資

産
税

）
固

定
資

産
税

等
の

納
期

限
の

延
長

，
減

免
な

ど
を

行
う

。
資

産
税

課
5

3
3

3
×

○
他

団
体

職
員

■
通

常
業

務

な
し

【
会

計
課

】

■
応

急
業

務

な
し

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
1

1
1

1
2

2
2

○
○

×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
○

×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
○

×

4
1

1
1

1
○

○
×

4
1

1
1

1
○

○
×

4
1

1
1

1
○

○
×

4
1

1
1

1
○

○
×

4
1

1
1

1
○

○
×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

支
出

負
担

行
為

の
確

認
及

び
支

出
命

令
の

審
査

に
関

す
る

こ
と

。
歳

出
伝

票
（支

出
負

担
行

為
，

支
出

票
，

支
出

負
担

行
為

兼
支

出
票

，
公

金
振

替
票

，
支

出
負

担
行

為
兼

戻
入

票
，

支
出

金
更

正
票

）
等

の
審

査

現
金

及
び

有
価

証
券

の
出

納
及

び
保

管
に

関
す

る
こ

と
。

公
金

総
括

口
座

（
銀

行
印

含
む

）の
管

理
，

各
課

の
手

提
げ

金
庫

管
理

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

収
入

証
紙

に
関

す
る

こ
と

。
千

葉
県

収
入

証
紙

の
出

納
・
保

管
・
払

出

千
葉

県
税

の
収

納
に

関
す

る
こ

と
。

※
規

則
の

定
め

以
外

千
葉

県
税

の
収

納
・
保

管
・
払

出

小
切

手
の

振
出

し
等

に
関

す
る

こ
と

。
小

切
手

の
作

成

現
金

及
び

有
価

証
券

の
出

納
及

び
保

管
に

関
す

る
こ

と
。

支
払

処
理

業
務

（
一

括
・
課

別
・
窓

口
・
納

付
書

・
公

共
料

金
・給

与
），

払
出

業
務

，
公

金
振

替
・
支

出
金

更
正

決
定

処
理

現
金

及
び

有
価

証
券

の
出

納
及

び
保

管
に

関
す

る
こ

と
。

基
金

運
用

管
理

，
運

用
中

歳
計

現
金

等
の

管
理

市
税

及
び

市
税

外
歳

入
の

収
入

事
務

に
関

す
る

こ
と

。
歳

入
業

務
（収

入
登

録
及

び
収

入
一

覧
表

作
成

，
収

支
日

計
表

作
成

，
郵

便
振

替
業

務
，

調
定

一
覧

表
作

成
，

Ｏ
Ｃ

Ｒ
業

務
）
，

収
入

金
訂

正
決

定
処

理
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非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

４
　

健
康

福
祉

部

【
健

康
福

祉
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

民
生

委
員

・児
童

委
員

，
市

社
会

福
祉

協
議

会
，

日
本

赤
十

字
社

千
葉

県
支

部
等

と
の

連
絡

に
関

す
る

こ
と

。

民
生

委
員

・児
童

委
員

，
市

社
会

福
祉

協
議

会
，

日
本

赤
十

字
社

千
葉

県
支

部
等

と
の

連
絡

調
整

等
健

康
福

祉
課

4
3

3
3

3
○

×

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

義
援

金
の

配
布

に
関

す
る

こ
と

。
★

支
給

内
容

，
申

請
方

法
等

を
対

象
者

に
通

知
し

支
給

を
行

う
。

※
配

分
ま

で
は

財
政

班
健

康
福

祉
課

5
3

3
3

○
○

他
団

体
職

員

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

災
害

弔
慰

金
の

支
給

、
災

害
援

護
資

金
等

の
貸

付
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
へ

の
弔

慰
金

や
見

舞
金

の
支

給
事

務
健

康
福

祉
課

5
2

2
2

○
○

他
団

体
職

員

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

家
庭

動
物

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
ペ

ッ
ト

の
飼

養
指

導
や

相
談

，
飼

い
主

の
被

災
に

よ
る

ペ
ッ

ト
の

遺
棄

や
逸

走
対

策
を

行
う

。
（
特

定
動

物
は

環
境

班
と

連
携

）
健

康
福

祉
課

4
1

1
1

1
○

他
団

体
職

員

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

災
害

救
助

法
に

基
づ

く
救

助
活

動
の

事
務

に
関

す
る

こ
と

。
★

知
事

へ
の

情
報

提
供

，
救

助
実

施
状

況
の

記
録

・
整

理
，

県
へ

の
報

告
，

各
班

へ
の

関
係

帳
簿

作
成

依
頼

と
取

り
ま

と
め

な
ど

健
康

福
祉

課
3

1
1

1
2

2
○

○
他

団
体

職
員

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

1
5　

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
★

1
4　

医
療

，
助

産
及

び
救

護
に

関
す

る
こ

と
。

1
9　

医
師

会
，

歯
科

医
師

会
，

薬
剤

師
会

及
び

医
療

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

1
　

応
急

医
療

救
護

本
部

の
設

置
，

医
師

会
本

部
（コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

や
救

護
所

と
の

連
絡

調
整

，
収

容
状

況
の

把
握

を
行

う
。

2
　

救
護

本
部

に
お

い
て

，
災

害
時

に
救

護
活

動
が

困
難

と
な

る
臨

月
の

妊
婦

と
人

工
透

析
患

者
に

対
応

す
る

た
め

市
内

と
近

隣
の

医
療

機
関

（
特

定
診

療
災

害
協

力
病

院
）へ

の
協

力
要

請
を

行
う

。
3
　

医
療

・
保

健
衛

生
機

能
の

情
報

収
集

健
康

福
祉

課
1

3
3

3
3

×
○

×

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

医
薬

品
及

び
医

療
用

資
機

材
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

。
医

薬
品

等
が

不
足

し
た

場
合

の
県

な
ど

へ
の

要
請

と
そ

の
確

保
健

康
福

祉
課

2
2

2
2

×
○

○
×

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

市
営

住
宅

の
応

急
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

被
害

状
況

の
調

査
，

危
険

箇
所

等
の

応
急

措
置

，
国

の
補

助
等

の
活

用
健

康
福

祉
課

4
2

2
2

2
×

他
団

体
職

員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
○

×

6
1

1
○

　
×

5
1

1
1

○
×

6
1

1
○

他
団

体
職

員

4
1

1
1

1
○

×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

応
援

受
入

の
可

否

墓
地

等
の

経
営

の
許

可
等

に
関

す
る

こ
と

。
墓

埋
法

に
よ

る
死

亡
人

の
取

扱
に

関
す

る
こ

と

民
生

委
員

児
童

委
員

，
保

護
司

及
び

人
権

擁
護

委
員

に
関

す
る

こ
と

。
民

生
委

員
児

童
委

員
に

関
す

る
こ

と

災
害

被
災

者
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
災

害
被

災
者

の
支

援
に

関
す

る
こ

と

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

事
務

分
掌

業
務

内
容

犬
の

登
録

及
び

狂
犬

病
予

防
に

関
す

る
こ

と
。

犬
の

登
録

及
び

狂
犬

病
予

防
に

関
す

る
こ

と

救
急

医
療

に
関

す
る

こ
と

。
救

急
医

療
に

関
す

る
こ

と

45



【
市

営
霊

園
】

■
応

急
業

務

な
し

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
×

×

【
福

祉
総

合
相

談
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

救
援

班
福

祉
総

合
相

談
課

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

の
開

設
に

関
す

る
こ

と
社

協
へ

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
開

設
依

頼
，

開
設

に
必

要
な

資
機

材
の

確
保

，
ニ

ー
ズ

の
把

握
と

社
協

へ
の

情
報

提
供

な
ど

を
行

う
。

福
祉

総
合

相
談

課
3

2
2

3
3

3
○

○
他

団
体

職
員

第
１

救
援

班
福

祉
総

合
相

談
課

傷
病

者
、

要
継

続
医

療
者

等
の

搬
送

の
補

助
に

関
す

る
こ

と
。

1
次

救
護

所
の

重
傷

者
を

八
千

代
医

療
セ

ン
タ

ー
な

ど
の

災
害

拠
点

病
院

へ
の

搬
送

を
行

う
。

（消
防

部
だ

け
で

は
搬

送
が

で
き

ず
，

か
つ

，
県

な
ど

の
関

係
機

関
の

協
力

が
得

ら
れ

な
い

場
合

に
第

1
救

援
班

が
協

力
す

る
。

）

福
祉

総
合

相
談

課
2

2
2

2
○

○
全

て
可

第
１

救
援

班
福

祉
総

合
相

談
課

要
配

慮
者

(高
齢

者
・障

害
者

）の
救

援
に

関
す

る
こ

と
避

難
行

動
要

支
援

者
名

簿
を

活
用

し
た

安
否

確
認

・収
容

班
か

ら
避

難
状

況
の

情
報

収
集

障
害

者
支

援
課

1
2

2
2

2
○

○
全

て
可

第
１

救
援

班
福

祉
総

合
相

談
課

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
応

急
医

療
救

護
本

部
の

設
置

，
医

師
会

本
部

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）や

救
護

所
と

の
連

絡
調

整
，

収
容

状
況

の
把

握
を

行
う

。
健

康
福

祉
課

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

保
健

班
福

祉
総

合
相

談
課

1
 　

被
災

者
の

精
神

的
ケ

ア
・保

健
衛

生
・
生

活
環

境
の

改
善

等
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

（
保

健
班

）
★

２
　

避
難

所
避

難
者

の
精

神
的

ケ
ア

・保
健

衛
生

に
関

す
る

こ
と

。
（保

健
班

）
★

３
　

避
難

所
で

の
要

配
者

（高
齢

者
・
障

害
者

・
乳

幼
児

・
妊

産
婦

）
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
（保

健
班

）
★

健
康

づ
く
り

課
と

母
子

保
健

課
職

員
で

保
健

班
（
保

健
師

の
ほ

か
栄

養
士

・
理

学
療

法
士

・歯
科

衛
生

士
・
事

務
職

を
含

む
）
を

構
成

し
、

避
難

所
等

に
お

い
て

、
巡

回
に

よ
る

要
配

慮
者

を
含

む
被

災
者

の
健

康
状

態
等

を
把

握
、

心
の

ケ
ア

や
心

身
機

能
の

低
下

予
防

等
の

健
康

管
理

な
ど

保
健

衛
生

活
動

を
行

う
。

健
康

づ
く
り

課
2

1
1

1
1

1
1

×
○

他
団

体
職

員

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

八
千

代
市

営
霊

園
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
八

千
代

市
営

霊
園

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数
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■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
×

5
2

2
2

○
　

×

6
1

1
○

×

3
2

2
2

2
2

○
×

3
2

2
2

2
2

○
×

1
1

1
1

2
2

2
2

○
×

【
生

活
支

援
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

救
援

班
障

害
者

支
援

課
要

配
慮

者
(高

齢
者

・障
害

者
）の

救
援

に
関

す
る

こ
と

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

を
活

用
し

た
安

否
確

認
・収

容
班

か
ら

避
難

状
況

の
情

報
収

集
障

害
者

支
援

課
2

3
3

3
×

○
×

第
１

救
援

班
生

活
支

援
課

遺
体

の
検

案
に

関
す

る
こ

と
。

遺
体

収
容

場
所

の
確

保
，

収
容

場
所

へ
の

輸
送

，
収

容
場

所
で

の
検

視
・
検

案
後

の
処

理
の

引
継

（（
遺

体
処

理
台

帳
の

作
成

等
）

生
活

支
援

課
3

10
10

10
2

1
0

×
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

第
１

救
援

班
生

活
支

援
課

遺
体

の
身

元
確

認
及

び
埋

葬
に

関
す

る
こ

と
。

遺
留

品
等

か
ら

の
身

元
確

認
，

遺
体

引
取

人
の

捜
索

，
引

き
取

り
手

の
な

い
遺

体
の

火
葬

生
活

支
援

課
3

9
9

9
3

9
×

○
他

団
体

職
員

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
応

急
医

療
救

護
本

部
の

設
置

，
医

師
会

本
部

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）や

救
護

所
と

の
連

絡
調

整
，

収
容

状
況

の
把

握
健

康
福

祉
課

1
2

2
2

2
×

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
19

1
9

○
×

6
2

2
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
2

2
○

×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

事
務

分
掌

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

医
療

券
等

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
介

護
扶

助
に

関
す

る
こ

と

高
齢

者
の

権
利

擁
護

に
関

す
る

こ
と

。
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
と

連
携

し
，

高
齢

者
虐

待
通

報
を

受
け

，
高

齢
者

の
安

全
の

確
保

，
養

護
者

と
の

分
離

等
必

要
な

措
置

を
行

う
。

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
・
バ

イ
オ

レ
ン

ス
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

D
V

被
害

者
か

ら
の

相
談

に
応

じ
，

安
全

の
確

保
の

た
め

の
助

言
や

支
援

，
女

性
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
へ

の
一

時
保

護
の

た
め

の
連

絡
調

整
を

行
う

。

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
指

導
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
委

託
業

務
が

適
切

に
運

営
で

き
る

よ
う

指
導

，
監

督
，

連
絡

調
整

を
行

う
。

業
務

内
容

福
祉

総
合

相
談

に
関

す
る

こ
と

。

生
活

困
窮

者
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

生
活

困
窮

者
に

対
す

る
相

談
の

受
付

，
住

居
確

保
給

付
金

の
支

給
，

家
計

改
善

支
援

，
就

労
準

備
支

援
，

子
ど

も
の

学
習

・
生

活
支

援
事

業
の

実
施

，
業

務
委

託
先

に
対

す
る

指
導

・
監

督

医
療

券
等

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
医

療
扶

助
に

関
す

る
こ

と

生
活

保
護

に
関

す
る

こ
と

生
活

保
護

の
実

施
に

関
す

る
こ

と

生
活

保
護

に
関

す
る

こ
と

生
活

保
護

法
査

察
指

導
業

務
に

関
す

る
こ

と

保
護

金
品

等
の

支
給

及
び

経
理

に
関

す
る

こ
と

経
理

・
保

護
金

品
に

関
す

る
こ

と

老
人

福
祉

法
（
昭

和
3
8
年

法
律

第
1
3
3号

）
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
老

人
福

祉
法

に
基

づ
き

，
高

齢
者

を
施

設
に

入
所

さ
せ

，
措

置
費

の
支

払
い

及
び

連
絡

調
整

を
行

う
。

中
国

残
留

邦
人

等
に

対
し

，
生

活
保

護
法

に
準

じ
た

現
金

給
付

を
行

う
。
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【
長

寿
支

援
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

救
援

班
障

害
者

支
援

課
要

配
慮

者
(高

齢
者

・障
害

者
）の

救
援

に
関

す
る

こ
と

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

を
活

用
し

た
安

否
確

認
・収

容
班

か
ら

避
難

状
況

の
情

報
収

集
障

害
者

支
援

課
1

8
7

5
8

×
○

×

第
１

救
援

班
長

寿
支

援
課

福
祉

施
設

入
所

者
の

避
難

・
救

護
に

関
す

る
こ

と
。

建
物

や
備

品
等

の
被

害
状

況
，

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

要
請

の
要

否
の

確
認

な
ど

長
寿

支
援

課
1

4
4

3
3

4
×

○
×

第
１

救
援

班
長

寿
支

援
課

防
疫

活
動

に
関

す
る

こ
と

。
避

難
所

等
か

ら
の

通
報

に
よ

る
感

染
症

・
食

中
毒

等
の

発
生

状
況

の
把

握
，

感
染

症
の

蔓
延

を
防

ぐ
た

め
の

消
毒

長
寿

支
援

課
4

7
7

7
7

×
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
応

急
医

療
救

護
本

部
の

設
置

，
医

師
会

本
部

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）や

救
護

所
と

の
連

絡
調

整
，

収
容

状
況

の
把

握
健

康
福

祉
課

1
2

2
2

2
×

○
×

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課
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■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
4

4
○

×

6
2

2
○

×

6
1

1
○

×

6
2

2
○

×

6
2

2
○

×

6
3

3
○

×

6
2

2
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

5
3

3
3

○
×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

転
入

継
続

対
象

者
へ

の
保

険
証

発
送

高
齢

者
の

在
宅

福
祉

に
関

す
る

こ
と

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

介
護

認
定

結
果

通
知

・更
新

案
内

返
戻

の
処

理

介
護

認
定

申
請

受
付

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

介
護

認
定

申
請

書
入

力

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

介
護

認
定

調
査

票
等

の
出

力
・
記

載

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

介
護

認
定

調
査

の
割

振

介
護

保
険

料
の

賦
課

及
び

徴
収

に
関

す
る

こ
と

過
誤

納
分

の
還

付
・
充

当
に

関
す

る
こ

と

介
護

保
険

料
の

賦
課

及
び

徴
収

に
関

す
る

こ
と

保
険

料
の

徴
収

猶
予

に
関

す
る

こ
と

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

介
護

認
定

調
査

実
施

要
介

護
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

調
査

票
作

成

福
祉

手
当

，
配

食
サ

ー
ビ

ス
，

緊
急

通
報

シ
ス

テ
ム

等
に

関
す

る
事

務

介
護

保
険

被
保

険
者

の
資

格
の

得
喪

等
に

関
す

る
こ

と
被

保
険

者
資

格
の

異
動

に
関

す
る

こ
と

介
護

保
険

料
の

賦
課

及
び

徴
収

に
関

す
る

こ
と

保
険

料
の

収
納

消
込

に
関

す
る

こ
と

介
護

保
険

料
の

賦
課

及
び

徴
収

に
関

す
る

こ
と

保
険

料
の

減
免

に
関

す
る

こ
と

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

介
護

保
険

の
保

険
給

付
に

関
す

る
こ

と
利

用
料

減
免

に
関

す
る

事
務

介
護

保
険

の
保

険
給

付
に

関
す

る
こ

と
居

宅
介

護
支

援
計

画
に

関
す

る
事

務

介
護

保
険

の
保

険
給

付
に

関
す

る
こ

と
福

祉
用

具
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
事

務
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【
障

害
者

支
援

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

救
援

班
障

害
者

支
援

課
要

配
慮

者
(高

齢
者

・障
害

者
）の

救
援

に
関

す
る

こ
と

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

を
活

用
し

た
安

否
確

認
や

避
難

支
援

を
行

い
，

収
容

班
等

と
連

携
し

な
が

ら
避

難
所

に
お

け
る

ケ
ア

ニ
ー

ズ
の

把
握

や
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

な
ど

の
援

護
対

策
を

行
う

。
障

害
者

支
援

課
1

1
0

9
6

5
2

2
1
0

×
○

×

第
１

救
援

班
障

害
者

支
援

課
福

祉
避

難
所

の
開

設
・運

営
に

関
す

る
こ

と
受

入
の

可
否

や
受

入
状

況
な

ど
の

情
報

収
集

，
避

難
所

開
設

の
要

請
な

ど
連

携
体

制
の

確
保

を
行

う
。

障
害

者
支

援
課

2
4

4
4

2
2

4
○

○
全

て
可

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

応
急

医
療

救
護

本
部

の
設

置
，

医
師

会
本

部
（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）や

救
護

所
と

の
連

絡
調

整
，

収
容

状
況

の
把

握
を

行
う

。
健

康
福

祉
課

1
2

2
2

2
×

○
×

保
健

班
健

康
づ

く
り

課
避

難
所

で
の

要
配

慮
者

（
高

齢
者

・
障

害
者

等
）の

支
援

に
関

す
る

こ
と

等
（
保

健
班

）

健
康

づ
く
り

課
と

母
子

保
健

課
等

職
員

で
保

健
班

（
保

健
師

の
ほ

か
栄

養
士

・
理

学
療

法
士

・
歯

科
衛

生
士

・事
務

職
を

含
む

）を
編

成
し

，
避

難
所

等
に

お
い

て
，

巡
回

に
よ

る
要

配
慮

者
を

含
む

被
災

者
の

健
康

状
態

等
を

把
握

し
，

心
の

ケ
ア

や
心

身
機

能
の

低
下

予
防

等
の

健
康

管
理

な
ど

保
健

衛
生

活
動

を
行

う
。

健
康

づ
く
り

課
3

1
1

×
他

団
体

職
員

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課
応

援
受

入
の

可
否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務
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■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

4
2

2
2

2
○

×

1
1

1
1

1
1

1
1

○
　

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

4
1

1
1

1
○

×

6
1

1
○

×

5
5

5
5

○
×

4
5

5
5

5
○

×

4
5

5
5

5
○

×
障

害
者

の
基

幹
相

談
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

障
害

者
虐

待
防

止
セ

ン
タ

ー
業

務
を

行
う

。

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
日

常
生

活
用

具
給

付
事

業
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
地

域
生

活
支

援
事

業
（支

払
）に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
家

賃
助

成
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
特

別
児

童
扶

養
手

当
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
の

請
求

・審
査

・負
担

金
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

障
害

者
の

福
祉

に
係

る
企

画
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

障
害

者
差

別
解

消
法

に
関

す
る

こ
と

（相
談

窓
口

，
地

域
協

議
会

，
職

員
研

修
等

）

障
害

者
の

意
思

疎
通

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
手

話
通

訳
者

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
重

度
心

身
障

害
者

・
心

身
障

害
児

童
福

祉
手

当
に

関
す

る
こ

と
（
見

直
し

含
）

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
重

度
医

療
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
児

自
立

支
援

給
付

費
の

請
求

・審
査

・負
担

金
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
特

別
障

害
者

手
当

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
介

護
手

当
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
自

立
支

援
医

療
（
更

生
・
育

成
医

療
）療

育
介

護
医

療
費

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

手
帳

の
交

付
，

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
相

談
・
給

付
に

関
す

る
こ

と
。

障
害

者
の

基
幹

相
談

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
障

害
者

基
幹

相
談

セ
ン

タ
ー

業
務

を
行

う
。

（
地

域
移

行
推

進
事

業
・地

域
の

相
談

支
援

事
業

所
の

支
援

・
困

難
ケ

ー
ス

対
応

）

扶
養

年
金

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
市

長
同

意
に

関
す

る
こ

と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
補

装
具

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
ス

ト
ー

マ
用

装
具

に
関

す
る

こ
と

障
害

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
日

常
生

活
用

具
に

関
す

る
こ

と
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【
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

保
健

班
健

康
づ

く
り

課

1
 　

被
災

者
の

精
神

的
ケ

ア
・保

健
衛

生
・
生

活
環

境
の

改
善

等
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

（
保

健
班

）
★

２
　

避
難

所
避

難
者

の
精

神
的

ケ
ア

・保
健

衛
生

に
関

す
る

こ
と

。
（保

健
班

）
★

３
　

避
難

所
で

の
要

配
者

（高
齢

者
・
障

害
者

・
乳

幼
児

・
妊

産
婦

）
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
（保

健
班

）
★

健
康

づ
く
り

課
と

母
子

保
健

課
職

員
で

保
健

班
（
保

健
師

の
ほ

か
栄

養
士

・
理

学
療

法
士

・歯
科

衛
生

士
・
事

務
職

を
含

む
）
を

構
成

し
、

避
難

所
等

に
お

い
て

、
巡

回
に

よ
る

要
配

慮
者

を
含

む
被

災
者

の
健

康
状

態
等

を
把

握
、

心
の

ケ
ア

や
心

身
機

能
の

低
下

予
防

等
の

健
康

管
理

な
ど

保
健

衛
生

活
動

を
行

う
。

健
康

づ
く
り

課
2

3
3

3
3

×
他

団
体

職
員

第
１

救
援

班
障

害
者

支
援

課
要

配
慮

者
(高

齢
者

・障
害

者
）の

救
援

に
関

す
る

こ
と

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

を
活

用
し

た
安

否
確

認
や

避
難

支
援

を
行

い
，

収
容

班
等

と
連

携
し

な
が

ら
避

難
所

に
お

け
る

ケ
ア

ニ
ー

ズ
の

把
握

や
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

な
ど

の
援

護
対

策
を

実
施

す
る

。
障

害
者

支
援

課
1

3
3

×
○

×

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
応

急
医

療
救

護
本

部
の

設
置

，
医

師
会

本
部

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）や

救
護

所
と

の
連

絡
調

整
，

収
容

状
況

を
把

握
す

る
。

健
康

福
祉

課
1

3
3

3
3

3
×

○
×

第
１

救
援

班
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
福

祉
避

難
所

の
開

設
・運

営
に

関
す

る
こ

と
福

祉
避

難
所

の
設

置
・運

営
・管

理
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
2

2
5

5
5

×
○

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
×

5
1

1
1

○
　

×

5
1

1
1

○
×

5
2

2
2

○
×

5
1

1
1

○
全

て
可

6
4

4
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

5
16

16
1
6

○
他

団
体

職
員

5
1

1
1

○
他

団
体

職
員

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
緊

急
時

の
対

応
に

関
す

る
こ

と

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
療

育
契

約
児

の
療

育
再

開
に

関
す

る
こ

と

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
通

園
バ

ス
の

運
行

調
整

、
安

全
運

行
の

管
理

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
給

食
の

提
供

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
用

務
に

関
す

る
こ

と

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
レ

ス
パ

イ
ト

事
業

（
療

育
時

間
外

の
預

か
り

）

入
園

児
童

に
必

要
な

日
常

生
活

の
指

導
及

び
訓

練
に

関
す

る
こ

と
療

育
の

実
施

入
園

児
童

に
必

要
な

日
常

生
活

の
指

導
及

び
訓

練
に

関
す

る
こ

と
健

康
・
衛

生
管

理
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【
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

】

■
応

急
業

務

な
し

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
×

【
健

康
づ

く
り

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

保
健

班
健

康
づ

く
り

課

1
 　

被
災

者
の

精
神

的
ケ

ア
・保

健
衛

生
・
生

活
環

境
の

改
善

等
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

（
保

健
班

）
★

２
　

避
難

所
避

難
者

の
精

神
的

ケ
ア

・保
健

衛
生

に
関

す
る

こ
と

。
（保

健
班

）
★

３
　

避
難

所
で

の
要

配
者

（高
齢

者
・
障

害
者

・
乳

幼
児

・
妊

産
婦

）
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
（保

健
班

）
★

健
康

づ
く
り

課
と

母
子

保
健

課
等

の
職

員
で

保
健

班
（保

健
師

の
ほ

か
栄

養
士

・理
学

療
法

士
・
歯

科
衛

生
士

・事
務

職
を

含
む

）を
構

成
し

、
避

難
所

等
に

お
い

て
、

巡
回

に
よ

る
要

配
慮

者
を

含
む

被
災

者
の

健
康

状
態

等
を

把
握

、
心

の
ケ

ア
や

心
身

機
能

の
低

下
予

防
等

の
健

康
管

理
な

ど
保

健
衛

生
活

動
を

行
う

。

健
康

づ
く
り

課
2

1
2

22
22

22
17

2
2

×
○

△
他

団
体

職
員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
2

2
○

×

6
1

1
○

×

6
2

2
○

×

6
2

2
○

○
×

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
事

務
分

掌
業

務
内

容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

保
健

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
建

物
の

修
繕

、
会

議
室

利
用

に
関

す
る

事
務

健
康

診
査

及
び

検
診

に
関

す
る

こ
と

が
ん

検
診

、
特

定
健

康
診

査
・
特

定
保

健
指

導
等

に
関

す
る

こ
と

。
歯

科
健

診
・肝

炎
ウ

イ
ル

ス
検

査
も

含
め

た
受

診
券

発
送

か
ら

個
別

・
集

団
検

診
の

実
施

、
結

果
の

管
理

ま
で

。
健

康
増

進
事

業
検

討
委

員
会

等
の

運
営

感
染

症
及

び
結

核
の

予
防

に
関

す
る

こ
と

感
染

症
及

び
結

核
の

予
防

に
関

す
る

こ
と

.

高
齢

者
の

予
防

接
種

に
関

す
る

こ
と

高
齢

者
の

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
・
肺

炎
球

菌
予

防
接

種
に

関
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
交

流
活

動
室

等
の

予
約

，
ス

ト
ー

マ
装

具
保

管
場

所
の

管
理
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【
国

保
年

金
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
１

救
援

班
健

康
福

祉
課

救
護

所
の

設
置

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
応

急
医

療
救

護
本

部
の

設
置

，
医

師
会

本
部

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）や

救
護

所
と

の
連

絡
調

整
，

収
容

状
況

の
把

握
健

康
福

祉
課

1
3

3
3

3
×

○
×

第
１

救
援

班
国

保
年

金
課

被
災

者
台

帳
に

関
す

る
こ

と
。

被
災

者
台

帳
作

成
業

務
国

保
年

金
課

4
2

2
2

2
○

×

第
１

救
援

班
国

保
年

金
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
4

1
4

14
14

14
14

1
4

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
2

2
○

×

6
1

1
○

×

6
2

2
○

×

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

後
期

高
齢

者
医

療
に

係
る

申
請

書
の

提
出

等
の

受
付

及
び

通
知

書
等

の
引

渡
し

に
関

す
る

こ
と

。
申

請
受

付
・通

知
等

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

の
資

格
の

得
喪

等
に

関
す

る
こ

と
。

資
格

の
得

喪
に

関
す

る
照

会
対

応
等

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

資
格

を
記

載
し

た
書

類
等

に
関

す
る

こ
と

。
被

保
険

者
資

格
を

記
載

し
た

書
類

発
行

等
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非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

５
　

子
ど

も
部

【
子

育
て

支
援

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

育
て

支
援

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
園

児
・
職

員
の

安
否

確
認

、
施

設
の

被
害

状
況

の
把

握
、

保
護

者
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
応

す
る

。
（学

童
含

む
。

）
子

ど
も

保
育

課
1

4
4

4
4

4
○

○
△

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
3

3
3

○
×

【
子

ど
も

保
育

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
園

児
・
職

員
の

安
否

確
認

、
施

設
の

被
害

状
況

の
把

握
、

保
護

者
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
応

す
る

。
（学

童
含

む
。

）
子

ど
も

保
育

課
1

1
4

1
4

9
3

1
4

○
○

△
×

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
3

4
72

7
2

○
○

△
×

■
通

常
業

務

な
し

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

学
童

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
学

童
保

育
所

の
施

設
管

理
，

保
育

料
の

徴
収

，
滞

納
整

理
等

の
管

理
・運

営
（開

所
に

関
す

る
こ

と
含

む
）を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課
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【
ゆ

り
の

き
台

保
育

園
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

8
8

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
17

17
1
7

×
×

5
3

3
3

○
　

×

【
八

千
代

台
保

育
園

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

7
7

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
11

11
1
1

×
×

5
3

3
3

○
×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

主
担

当
課

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
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【
米

本
南

保
育

園
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

7
7

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
6

6
6

×
×

5
3

3
3

○
　

×

【
八

千
代

台
西

保
育

園
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

7
7

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
8

8
8

×
×

5
3

3
3

○
　

×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

主
担

当
課

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
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【
高

津
南

保
育

園
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

8
8

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
14

14
1
4

×
×

5
3

3
3

○
　

×

【
八

千
代

台
南

保
育

園
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

7
7

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
10

10
1
0

×
×

5
3

3
3

○
　

×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

主
担

当
課

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
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【
村

上
北

保
育

園
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

8
8

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
12

12
1
2

×
×

5
3

3
3

○
　

×

【
睦

北
保

育
園

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

7
7

○
○

△
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
7

7
7

×
×

5
3

3
3

○
　

×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

受
託

児
の

保
育

に
関

す
る

こ
と

。
調

理
(離

乳
食

・
ア

レ
ル

ギ
ー

食
等

を
含

む
）
業

務
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否
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【
子

ど
も

支
援

セ
ン

タ
ー

す
て

っ
ぷ

２
１

勝
田

台
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

1
1

○
○

△
×

■
通

常
業

務

な
し

【
子

ど
も

支
援

セ
ン

タ
ー

す
て

っ
ぷ

２
１

大
和

田
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

保
育

課
応

急
保

育
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
保

育
が

欠
け

る
乳

幼
児

等
へ

の
対

応
や

保
育

の
早

期
再

開
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
う

。
子

ど
も

保
育

課
4

1
1

○
△

×

■
通

常
業

務

な
し

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名
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【
子

ど
も

福
祉

課
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

救
援

班
子

ど
も

福
祉

課
要

配
慮

者
（主

に
乳

幼
児

，
妊

産
婦

）
の

救
援

に
関

す
る

こ
と

。
（第

２
救

援
班

）★

要
保

護
児

童
・
特

定
妊

婦
等

の
う

ち
，

発
災

時
に

特
段

の
配

慮
を

要
す

る
家

庭
の

リ
ス

ト
に

基
づ

き
電

話
や

訪
問

等
で

安
否

確
認

を
行

う
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

て
保

健
班

の
避

難
所

等
へ

の
支

援
子

ど
も

福
祉

課
1

4
4

4
4

×
○

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
3

3
〇

×

6
4

4
〇

　
×

6
4

4
〇

×

6
1

1
〇

×

6
2

2
〇

×

3
3

5
5

5
5

〇
○

×

3
3

5
5

5
5

〇
○

×

4
1

1
1

1
〇

×

6
5

5
〇

○
×

3
3

5
5

5
5

〇
○

×

3
3

5
5

5
5

〇
○

×

4
1

1
1

1
〇

×

5
1

1
1

〇
×

6
1

1
〇

×

主
担

当
課

児
童

福
祉

法
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4号

）
に

基
づ

く
同

居
児

童
届

出
書

に
関

す
る

こ
と

。
同

居
児

童
届

出
書

の
受

付
。

県
へ

の
進

達
を

行
う

。

子
ど

も
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
子

ど
も

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
事

業
の

利
用

決
定

，
利

用
変

更
，

利
用

中
止

に
係

る
通

知
送

付
，

実
施

施
設

と
の

連
絡

調
整

を
行

う
。

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
に

関
す

る
こ

と
子

ど
も

と
そ

の
家

庭
及

び
妊

産
婦

を
対

象
と

し
た

相
談

，
訪

問
等

に
よ

る
継

続
的

な
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
業

務
を

行
う

。

児
童

相
談

所
へ

の
送

致
等

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
相

談
所

へ
の

援
助

依
頼

・
送

致
に

係
る

調
整

，
依

頼
文

書
の

送
付

を
行

う
。

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容

児
童

扶
養

手
当

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
扶

養
手

当
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

児
童

手
当

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
手

当
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

子
ど

も
医

療
費

等
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
子

ど
も

医
療

費
助

成
医

療
費

支
給

に
関

す
る

こ
と

を
行

う
。

ひ
と

り
親

家
庭

医
療

費
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
ひ

と
り

親
家

庭
医

療
費

助
成

医
療

費
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

家
庭

児
童

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
相

談
所

等
か

ら
の

照
会

対
応

を
行

う
。

家
庭

児
童

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
他

市
へ

の
転

出
等

に
伴

う
ケ

ー
ス

移
管

に
係

る
文

書
送

付
，

他
機

関
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。

子
ど

も
医

療
費

等
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
子

ど
も

医
療

費
助

成
柔

道
整

復
師

療
養

費
審

査
・
支

給
に

関
す

る
こ

と
を

行
う

。

家
庭

児
童

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
電

話
相

談
・面

談
・家

庭
訪

問
に

よ
る

相
談

援
助

，
相

談
援

助
に

係
る

記
録

，
他

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
行

う
。

家
庭

児
童

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
ケ

ー
ス

支
援

方
針

・処
遇

の
決

定
を

行
う

。

居
住

実
態

が
把

握
で

き
な

い
児

童
に

関
す

る
こ

と
。

定
点

調
査

，
報

告
。

他
機

関
と

の
連

絡
調

整
。

訪
問

，
東

京
都

出
入

国
管

理
局

へ
の

照
会

を
行

う
。
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【
母

子
保

健
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２
救

援
班

母
子
保
健
課

要
配
慮
者
(主

に
乳
幼
児
、
妊
産
婦
)の

救
援
に
関
す

る
こ
と
。
(第

2
救
援
班
)★

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
と
共
に
、
要
保
護
児
童
・
特
定
妊
婦
等
の
う
ち
，

発
災
時
に
特
段
の
配
慮
を
要
す
る
家
庭
の
リ
ス
ト
に
基
づ
き
電
話
や
訪

問
等
で
安
否
確
認
を
行
う
。
必
要
に
応
じ
て
保
健
班
の
避
難
所
等
へ
の

支
援

子
ど
も
福
祉
課

1
2

2
2

○
×

保
健
班

母
子
保
健
課

１
　
被
災
者
の
精
神
的
ケ
ア
・
保
健
衛
生
・生

活
環
境

の
改
善
等
支
援
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
班
）
★

２
　
避
難
所
避
難
者
の
精
神
的
ケ
ア
・保

健
衛
生
に

関
す
る
こ
と
（保

健
班
）★

３
　
避
難
所
で
の
要
支
援
者
（
高
齢
者
・
障
害
者
・
乳

幼
児
・
妊
産
婦
）の

支
援
に
関
す
る
こ
と
（保

健
班
）
★

健
康
づ
く
り
課
等
と
保
健
班
（保

健
師
・栄

養
士
・
理
学
療
法
士
・歯

科
衛

生
士
・
事
務
職
を
含
む
）
を
構
成
し
，
避
難
所
等
に
お
い
て
，
巡
回
に
よ

る
要
配
慮
者
を
含
む
被
災
者
の
健
康
状
態
等
を
把
握
，
心
の
ケ
ア
や

心
身
機
能
の
低
下
予
防
等
の
健
康
管
理
な
ど
保
健
衛
生
活
動
を
行
う
。

健
康
づ
く
り
課

2
1
6

13
15

15
15

1
6

×
他
団
体
職

員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

3
1

1
1

1
1

○
他
団
体
職

員

3
1

1
1

1
1

○
　

×

3
1

1
1

1
1

○
他
団
体
職

員

養
育
支
援
に
関
す
る
こ
と

養
育
医
療
・入

院
助
産
施
設
措
置
に
関
す
る
事
務
他

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と

母
子
健
康
手
帳
交
付
時
の
妊
婦
と
の
面
接
と
記
録
他

応
援

受
入

の
可

否

事
務
分
掌

業
務
内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務
実
施
期
間
及
び
必
要
人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と
の

兼
務

の
可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ
り
発

生
す
る

事
務

応
援
受
入

の
可
否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務
実
施
期
間
及
び
必
要
人
数

従 事 者 数

他
業

務
と
の

兼
務

の
可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ
り
発

生
す
る

事
務

班
名

担
当
課

応
急
業
務

業
務
内
容

主
担
当
課

妊
婦
及
び
乳
幼
児
の
健
康
診
査
及
び
子
ど
も
の
予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と

健
康
診
査
や
予
防
接
種
に
関
す
る
相
談
や
事
務
他
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非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

６
　

経
済

環
境

部

【
商

工
観

光
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

物
資

供
給

班
商

工
観

光
課

応
急

寝
具

・日
用

品
そ

の
他

救
援

物
資

の
調

達
調

整
・
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

各
部

や
住

民
組

織
等

の
協

力
を

得
て

需
要

を
把

握
，

協
定

先
か

ら
物

資
を

確
保

し
，

確
保

し
た

物
資

の
輸

送
及

び
配

分
を

行
う

。
商

工
観

光
課

2
3

3
3

3
○

○
△

全
て

可

物
資

供
給

班
商

工
観

光
課

救
援

・
義

援
物

資
の

受
入

れ
及

び
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

物
資

を
受

け
入

れ
，

市
民

体
育

館
や

集
積

拠
点

に
保

管
。

ま
た

避
難

所
運

営
委

員
会

等
の

協
力

を
得

て
避

難
所

等
へ

輸
送

を
行

う
。

商
工

観
光

課
3

4
4

4
4

4
×

○
全

て
可

物
資

供
給

班
商

工
観

光
課

中
小

企
業

の
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

融
資

等
の

相
談

，
受

付
業

務
な

ど
を

行
う

。
商

工
観

光
課

5
1

1
1

○
○

×

物
資

供
給

班
商

工
観

光
課

商
工

会
議

所
等

関
係

団
体

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
大

規
模

集
客

施
設

を
含

む
商

工
被

害
状

況
の

確
認

を
行

う
。

商
工

観
光

課
1

2
2

2
○

○
△

他
団

体
職

員

物
資

供
給

班
商

工
観

光
課

輸
送

車
両

等
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

公
用

車
で

は
対

応
困

難
な

と
き

に
輸

送
車

両
や

特
殊

車
両

を
確

保
す

る
た

め
，

市
内

輸
送

業
者

等
へ

協
力

要
請

を
行

う
。

商
工

観
光

課
2

2
2

2
○

○
○

他
団

体
職

員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
2

2
2

○
×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

職
業

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
職

業
相

談
所

管
理

事
業

・雇
用

対
策

事
業

・補
助

金
交

付
事

業
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

63



【
農

政
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

物
資

供
給

班
農

政
課

食
料

の
調

達
調

整
・
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

各
部

や
住

民
組

織
等

の
協

力
を

得
て

需
要

を
把

握
，

市
の

備
蓄

や
協

定
先

等
か

ら
食

料
を

確
保

，
確

保
し

た
食

料
の

輸
送

業
務

を
行

う
。

農
政

課
2

6
2

2
6

○
○

全
て

可

物
資

供
給

班
農

政
課

農
業

の
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

融
資

等
の

相
談

，
受

付
業

務
等

を
行

う
。

農
政

課
5

1
1

1
○

全
て

可

物
資

供
給

班
農

政
課

農
協

等
農

業
関

係
団

体
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

農
・
林

・
畜

産
被

害
状

況
の

確
認

を
行

う
。

農
政

課
2

3
4

4
4

4
4

×
他

団
体

職
員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
×

2
2

2
2

2
2

2
○

○
全

て
可

2
1

1
1

1
1

1
○

全
て

可

2
1

1
1

1
1

1
×

×

2
1

1
1

1
1

1
×

×

【
環

境
政

策
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

環
境

班
環

境
政

策
課

環
境

汚
染

・モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
関

す
る

こ
と

。

公
共

用
水

域
等

で
の

異
常

水
質

の
発

生
や

建
築

物
解

体
時

の
ア

ス
ベ

ス
ト

飛
散

、
事

業
場

等
の

事
故

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
飛

散
等

に
よ

る
環

境
汚

染
を

防
ぐ

た
め

、
有

害
物

質
を

取
り

扱
う

事
業

所
等

や
県

、
関

係
機

関
な

ど
と

連
携

し
て

状
況

把
握

及
び

地
域

住
民

へ
の

情
報

提
供

を
行

う
。

環
境

政
策

課
1

3
3

3
3

3
3

3
○

○
×

環
境

班
環

境
政

策
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
、

住
区

域
の

割
り

振
り

、
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

、
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
、

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
0

1
0

10
10

10
10

1
0

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

八
千

代
ふ

る
さ

と
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

管
理

運
営

の
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

八
千

代
ふ

る
さ

と
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

管
理

運
営

の
指

導
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

や
ち

よ
農

業
交

流
セ

ン
タ

ー
の

管
理

運
営

の
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

や
ち

よ
農

業
交

流
セ

ン
タ

ー
の

管
理

運
営

の
指

導
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

農
林

融
資

に
関

す
る

こ
と

。
農

業
近

代
化

資
金

・
農

業
経

営
基

盤
強

化
資

金
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

農
林

災
害

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
大

雨
，

台
風

，
震

災
等

に
起

因
す

る
農

業
被

害
が

起
き

た
場

合
の

被
害

状
況

の
把

握
，

対
応

策
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

家
畜

防
疫

に
関

す
る

こ
と

。
家

畜
の

伝
染

性
疾

病
の

発
生

予
防

と
蔓

延
防

止
の

た
め

，
予

防
接

種
に

よ
る

防
疫

対
策

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

64



【
ク

リ
ー

ン
推

進
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

廃
棄

物
班

ク
リ

ー
ン

推
進

課
ご

み
の

収
集

及
び

処
理

に
関

す
る

こ
と

避
難

所
や

一
般

家
庭

か
ら

出
る

ご
み

，
そ

の
他

が
れ

き
な

ど
の

収
集

・
運

搬
処

理
に

関
す

る
調

整
，

住
民

へ
の

周
知

な
ど

ク
リ

ー
ン

推
進

課
2

3
3

3
3

3
3

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

廃
棄

物
班

ク
リ

ー
ン

推
進

課
仮

設
ト

イ
レ

の
設

置
に

関
す

る
こ

と
本

部
か

ら
の

指
示

に
基

づ
き

，
備

蓄
し

て
あ

る
仮

設
ト

イ
レ

を
公

民
館

等
の

防
災

拠
点

や
高

層
住

宅
な

ど
に

設
置

す
る

ク
リ

ー
ン

推
進

課
2

4
4

4
4

4
4

×
○

○
全

て
可

廃
棄

物
班

ク
リ

ー
ン

推
進

課
し

尿
の

収
集

及
び

処
理

に
関

す
る

こ
と

仮
設

ト
イ

レ
や

一
般

家
庭

か
ら

出
る

し
尿

の
収

集
・運

搬
処

理
に

関
す

る
調

整
，

住
民

へ
の

周
知

な
ど

ク
リ

ー
ン

推
進

課
2

2
2

2
2

2
2

×
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

廃
棄

物
班

ク
リ

ー
ン

推
進

課
ご

み
・し

尿
の

収
集

及
び

処
理

の
取

り
ま

と
め

に
関

す
る

こ
と

被
害

状
況

や
避

難
状

況
等

か
ら

、
ご

み
及

び
し

尿
の

発
生

量
を

推
計

し
，

処
理

計
画

を
立

て
る

ク
リ

ー
ン

推
進

課
1

3
3

3
3

3
3

3
×

○
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

廃
棄

物
班

ク
リ

ー
ン

推
進

課
関

係
業

者
の

指
導

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

一
般

廃
棄

物
処

理
業

・浄
化

槽
清

掃
業

許
可

業
者

へ
の

指
導

及
び

連
絡

調
整

ク
リ

ー
ン

推
進

課
3

1
1

1
2

2
○

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
1

1
1

1
1

1
1

×
×

1
1

1
1

1
1

1
1

×
×

1
2

2
2

2
2

2
2

×
×

3
1

1
1

1
1

他
団

体
職

員

3
1

1
1

1
1

他
団

体
職

員

3
1

1
1

1
1

他
団

体
職

員

3
1

1
1

1
1

他
団

体
職

員

【
清

掃
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

廃
棄

物
班

清
掃

セ
ン

タ
ー

ご
み

の
収

集
及

び
処

理
に

関
す

る
こ

と
。

被
害

状
況

や
避

難
状

況
等

か
ら

ご
み

の
発

生
量

を
推

計
し

，
処

理
計

画
を

立
て

る
。

避
難

所
や

一
般

家
庭

か
ら

出
る

ご
み

，
そ

の
他

が
れ

き
な

ど
の

収
集

・
運

搬
処

理
，

住
民

へ
の

周
知

な
ど

を
行

う
。

ク
リ

ー
ン

推
進

課
3

6
6

6
6

6
×

全
て

可

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

庶
務

に
関

す
る

こ
と

庶
務

（
旅

費
に

関
す

る
処

理
）

庶
務

に
関

す
る

こ
と

庶
務

（
文

書
受

付
に

関
す

る
処

理
）

庶
務

に
関

す
る

こ
と

庶
務

（
郵

便
物

の
送

受
に

関
す

る
処

理
）

庶
務

に
関

す
る

こ
と

庶
務

（
時

間
外

手
当

に
関

す
る

処
理

）

清
掃

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

こ
と

出
先

と
の

連
絡

調
整

衛
生

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

こ
と

出
先

と
の

連
絡

調
整

し
尿

処
理

事
業

の
手

数
料

及
び

申
請

等
に

関
す

る
こ

と
し

尿
処

理
事

務
（申

請
，

賦
課

，
消

込
業

務
等

）

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

65



■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
1
2

1
2

○
×

2
8

8
8

8
8

8
○

　
×

3
5

5
5

5
5

○
×

3
3

3
3

3
3

○
×

3
3

3
3

3
3

○
×

3
4

4
4

4
4

×
×

3
1

1
1

1
1

○
×

3
3

3
3

3
3

○
×

3
6

6
6

6
6

×
×

3
5

5
5

5
5

○
×

3
3

3
3

3
3

○
×

3
3

3
3

3
3

○
×

3
3

3
3

3
3

○
×

3
5

5
6

6
6

○
×

5
1

1
1

○
×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
5

5
○

×

6
3

3
○

×

処
理

施
設

の
稼

動
業

務
に

関
す

る
こ

と
。

焼
却

，
粗

大
ご

み
処

理
施

設
の

運
転

管
理

を
行

う
。

埋
立

処
分

地
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
浸

出
水

処
理

施
設

の
運

転
管

理
を

行
う

。

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

各
種

計
量

の
記

録
を

行
う

。

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

処
理

施
設

の
維

持
管

理
及

び
保

守
点

検
に

関
す

る
こ

と
。

各
施

設
（焼

却
処

理
，

粗
大

ご
み

処
理

，
最

終
処

分
場

，
浸

出
水

処
理

，
不

燃
物

分
別

，
粗

大
保

管
，

計
量

所
）
の

避
難

状
況

の
確

認
を

行
う

。

処
理

施
設

の
維

持
管

理
及

び
保

守
点

検
に

関
す

る
こ

と
。

施
設

の
点

検
，

修
繕

を
行

う
。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

委
託

及
び

許
可

業
者

の
業

務
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

搬
入

物
に

不
適

物
が

混
入

が
な

い
か

，
車

両
状

態
や

運
転

状
況

が
不

適
切

で
な

い
か

，
確

認
で

き
た

場
合

は
指

導
を

行
う

。

集
積

場
所

の
承

認
及

び
美

化
に

関
す

る
こ

と
。

集
積

場
所

に
関

す
る

苦
情

処
理

な
ど

を
行

う
。

収
集

場
所

の
新

設
，

変
更

な
ど

の
事

務
手

続
を

行
う

。

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

車
両

管
理

な
ど

記
録

を
行

う
。

じ
ん

芥
処

理
手

数
料

の
徴

収
に

関
す

る
こ

と
。

一
般

搬
入

者
か

ら
受

付
で

処
理

手
数

料
の

徴
収

を
行

う
。

一
般

廃
棄

物
の

収
集

運
搬

に
関

す
る

こ
と

。
動

物
死

体
の

収
集

運
搬

を
行

う
。

不
法

投
棄

物
の

処
理

に
関

す
る

こ
と

。
不

法
投

棄
物

に
関

し
て

苦
情

等
に

つ
い

て
受

付
業

務
を

行
う

。

埋
立

処
分

地
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
最

終
処

分
場

の
受

入
，

覆
土

を
行

う
。

埋
立

処
分

地
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
不

燃
物

，
粗

大
ご

み
分

別
運

搬
を

行
う

。

ご
み

の
収

集
及

び
処

理
に

関
す

る
こ

と
不

燃
ご

み
，

有
害

ご
み

の
収

集
運

搬
を

行
う

。

他
施

設
へ

の
給

湯
に

関
す

る
こ

と
。

焼
却

施
設

の
排

熱
を

利
用

す
る

施
設

の
点

検
復

旧
を

行
う

。

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

埋
立

施
設

の
記

録
の

作
成

及
び

報
告

を
行

う
。

じ
ん

芥
処

理
手

数
料

の
徴

収
に

関
す

る
こ

と
。

許
可

等
搬

入
者

か
ら

月
締

め
で

処
理

手
数

料
の

徴
収

を
行

う
。

運
搬

自
動

車
等

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

車
検

や
修

理
点

検
を

行
う

。
（
日

常
点

検
を

除
く
）

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

焼
却

施
設

の
記

録
の

作
成

及
び

報
告

を
行

う
。
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【
衛

生
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

廃
棄

物
班

衛
生

セ
ン

タ
ー

衛
生

セ
ン

タ
ー

の
災

害
予

防
及

び
災

害
復

旧
に

関
す

る
こ

と
衛

生
セ

ン
タ

ー
施

設
の

被
害

状
況

の
確

認
を

行
い

，
被

害
が

あ
る

場
合

は
復

旧
に

向
け

た
調

整
を

行
う

ク
リ

ー
ン

推
進

課
1

1
1

2
2

2
2

2
×

△
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

1
2

2
2

2
2

2
2

×
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

1
2

2
2

2
2

2
2

×
　

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

1
2

2
2

2
2

2
2

×
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

【
農

業
委

員
会

事
務

局
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

物
資

供
給

班
農

業
委

員
会

事
務

局
救

援
・
義

援
物

資
の

受
入

れ
及

び
供

給
に

関
す

る
こ

と
。

物
資

を
受

け
入

れ
，

市
民

体
育

館
や

集
積

拠
点

に
保

管
。

ま
た

，
避

難
所

運
営

委
員

会
等

の
協

力
を

得
て

，
避

難
所

等
へ

の
輸

送
を

行
う

。
商

工
観

光
課

3
2

2
2

2
2

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
○

×
×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

処
理

施
設

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

施
設

の
運

転
・
維

持
管

理
を

行
う

。

処
理

施
設

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

施
設

へ
の

搬
入

に
関

す
る

受
付

・
調

整
を

行
う

。

記
録

の
作

成
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

施
設

の
運

転
・
維

持
管

理
の

記
録

作
成

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

農
地

等
の

移
動

調
整

及
び

転
用

に
関

す
る

こ
と

市
許

可
に

関
す

る
こ

と

そ
の

他
庶

務
耕

作
証

明
書

等
の

証
明

書
発

行
業

務

そ
の

他
法

令
に

よ
り

農
業

委
員

会
の

権
限

に
属

す
る

事
項

に
関

す
る

こ
と

生
産

緑
地

（防
災

協
力

農
地

）に
関

す
る

こ
と

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

農
地

等
の

移
動

調
整

及
び

転
用

に
関

す
る

こ
と

4
条

5条
県

許
可

，
非

農
地

証
明

，
工

事
完

了
報

告
，

転
用

事
実

確
認

証
明

農
地

等
の

移
動

調
整

及
び

転
用

に
関

す
る

こ
と

市
届

出
に

関
す

る
こ

と

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

67



非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

７
　

都
市

整
備

部

【
都

市
計

画
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

交
通

支
援

班
都

市
計

画
課

公
共

交
通

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
交

通
機

関
の

情
報

収
集

を
行

う
。

（
帰

宅
困

難
者

等
含

む
）

都
市

計
画

課
1

1
1

1
1

5
3

3
3

1
1

×
○

×

■
通

常
業

務

な
し

【
ま

ち
づ

く
り

推
進

室
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

交
通

支
援

班
都

市
計

画
課

公
共

交
通

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
交

通
機

関
の

情
報

収
集

を
行

う
。

（
帰

宅
困

難
者

等
含

む
）

都
市

計
画

課
1

5
5

2
2

1
1

5
×

○
×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
2

2
2

○
×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

土
地

区
画

整
理

法
（昭

和
29

年
法

律
第

11
9
号

）に
基

づ
く
許

可
及

び
認

可
に

関
す

る
こ

と
。

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

す
る

許
認

可
業

務
を

行
う

。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課
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【
建

築
指

導
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

住
宅

班
建

築
指

導
課

被
災

宅
地

及
び

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
に

関
す

る
こ

と
。

(被
災

建
築

担
当

)
応

急
危

険
度

判
定

の
実

施
，

相
談

窓
口

の
設

置
，

調
査

班
（
り

災
調

査
）
と

の
協

力
，

空
き

家
の

現
地

調
査

，
所

有
者

へ
の

通
知

等
を

行
う

。
建

築
指

導
課

1
1
4

1
4

14
14

14
14

1
4

○
△

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

住
宅

班
建

築
指

導
課

応
急

仮
設

住
宅

の
建

設
、

入
居

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
応

急
仮

設
住

宅
の

建
設

，
民

間
住

宅
等

の
借

上
げ

，
収

容
班

等
と

連
携

し
た

広
報

，
入

居
者

の
選

定
を

行
う

。
建

築
指

導
課

5
6

6
6

○
○

他
団

体
職

員

住
宅

班
建

築
指

導
課

被
災

者
が

行
う

住
宅

等
の

建
設

、
補

修
等

の
た

め
の

応
急

融
資

に
関

す
る

こ
と

。
融

資
等

の
相

談
，

受
付

業
務

な
ど

を
行

う
。

建
築

指
導

課
6

2
2

○
△

他
団

体
職

員

住
宅

班
建

築
指

導
課

そ
の

他
、

建
築

物
の

応
急

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
被

災
住

宅
の

応
急

修
理

（現
物

給
付

）
の

実
施

に
伴

う
設

計
・
施

工
等

の
総

括
を

行
う

。
建

築
指

導
課

6
6

6
○

△
他

団
体

職
員

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
2

2
2

○
×

5
2

2
2

○
　

×

6
3

3
○

×

5
1

1
1

○
×

5
1

1
1

○
×

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

住
宅

建
設

等
の

助
成

に
関

す
る

こ
と

。
各

種
補

助
制

度
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。

長
期

優
良

住
宅

の
認

定
等

に
関

す
る

こ
と

。
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
認

定
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。

Ｇ
ＩＳ

シ
ス

テ
ム

等
に

関
す

る
こ

と
。

Ｇ
ＩＳ

シ
ス

テ
ム

等
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

建
築

基
準

法
に

基
づ

く
許

可
及

び
認

定
に

関
す

る
こ

と
。

許
可

に
関

す
る

事
務

（
法

４
８

，
５

１
，

５
６

，
８

６
条

他
，

一
団

地
認

定
（
法

第
８

６
条

，
８

６
条

の
２

他
）
，

全
体

計
画

認
定

等
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。

建
築

物
，

工
作

物
及

び
建

築
設

備
の

確
認

及
び

検
査

に
関

す
る

こ
と

。
確

認
申

請
審

査
及

び
検

査
に

関
す

る
事

務
を

行
う

。
（構

造
・設

備
を

含
む

）

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

69



【
開

発
指

導
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

住
宅

班
開

発
指

導
課

被
災

宅
地

及
び

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
に

関
す

る
こ

と
。

（
被

災
宅

地
担

当
）

被
災

宅
地

危
険

度
判

定
業

務
の

実
施

，
相

談
窓

口
の

設
置

，
所

有
者

等
へ

の
連

絡
を

行
う

。
開

発
指

導
課

1
6

6
6

6
6

6
6

○
△

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
○

×

5
1

1
1

○
　

×

5
1

1
1

○
×

5
1

1
1

○
×

5
1

1
1

○
×

5
1

1
1

○
×

【
公

園
緑

地
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

土
木

・公
園

班
公

園
緑

地
課

公
園

施
設

、
緑

地
等

の
応

急
対

策
及

び
復

旧
作

業
に

関
す

る
こ

と
。

公
園

施
設

，
緑

地
等

の
応

急
対

策
及

び
復

旧
作

業
（応

急
対

策
上

重
要

な
施

設
等

）
を

行
う

。
公

園
緑

地
課

1
1
0

1
0

10
10

1
0

×
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
×

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

宅
地

造
成

等
規

制
法

(昭
和

3
6
年

法
律

第
1
9
1号

)に
基

づ
く
許

可
及

び
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

宅
地

造
成

等
規

制
法

の
許

可
及

び
検

査
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

開
発

行
為

等
の

証
明

に
関

す
る

こ
と

。
都

市
計

画
法

施
行

規
則

第
６

０
条

の
規

定
に

よ
る

証
明

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

優
良

宅
地

の
認

定
に

関
す

る
こ

と
。

優
良

宅
地

の
認

定
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

開
発

行
為

等
の

指
導

及
び

監
督

処
分

に
関

す
る

こ
と

。
開

発
行

為
等

に
関

す
る

指
導

，
監

督
処

分
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

開
発

行
為

等
に

係
る

事
前

協
議

の
締

結
に

関
す

る
こ

と
。

開
発

行
為

等
に

係
る

事
前

協
議

及
び

協
議

の
締

結
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

開
発

行
為

等
の

許
可

及
び

検
査

に
関

す
る

こ
と

。
開

発
行

為
等

の
許

可
及

び
検

査
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

都
市

公
園

等
の

占
用

等
の

許
可

事
務

に
関

す
る

こ
と

。
都

市
公

園
等

の
占

用
許

可
及

び
内

行
為

の
許

可
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

70



【
土

木
管

理
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

土
木

・公
園

班
土

木
管

理
課

交
通

の
安

全
確

保
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

，
橋

梁
，

交
通

安
全

施
設

等
の

被
害

状
況

や
復

旧
見

通
し

の
確

認
の

他
，

道
路

占
用

施
設

の
被

害
を

発
見

し
た

場
合

は
管

理
者

へ
の

連
絡

を
行

う
。

土
木

管
理

課
1

1
0

9
9

3
3

3
1
0

×
○

×

土
木

・公
園

班
土

木
管

理
課

住
居

そ
の

他
障

害
物

の
除

去
に

関
す

る
こ

と
。

★
住

宅
関

連
の

障
害

物
除

去
や

道
路

，
河

川
な

ど
の

障
害

物
除

去
を

行
う

。
※

が
れ

き
等

の
処

分
に

関
し

て
は

廃
棄

物
班

と
協

力
土

木
管

理
課

1
6

6
6

10
9

9
1
0

×
○

他
団

体
職

員

土
木

・公
園

班
土

木
管

理
課

他
の

道
路

管
理

者
へ

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

国
道

・
県

道
管

理
者

か
ら

の
主

要
道

路
の

被
害

状
況

及
び

復
旧

見
通

し
な

ど
の

交
通

情
報

の
収

集
を

行
う

。
県

指
定

の
緊

急
輸

送
道

路
の

確
保

に
つ

い
て

の
連

携
を

行
う

。
土

木
管

理
課

1
1

1
1

1
1

○
○

×

土
木

・公
園

班
土

木
管

理
課

市
内

建
設

連
合

会
等

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
緊

急
輸

送
道

路
等

の
啓

開
作

業
や

住
宅

関
連

の
障

害
物

除
去

に
関

す
る

協
力

要
請

な
ど

を
行

う
。

土
木

管
理

課
2

1
1

1
1

○
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
他

団
体

職
員

5
1

1
1

○
　

他
団

体
職

員

4
2

4
4

4
×

他
団

体
職

員

【
土

木
建

設
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

土
木

・公
園

班
土

木
建

設
課

崖
崩

れ
等

の
危

険
予

防
及

び
応

急
対

策
並

び
に

復
旧

事
業

に
関

す
る

こ
と

。

・
が

け
崩

れ
被

害
状

況
の

確
認

（避
難

の
要

否
含

む
）を

行
う

。
・
が

け
崩

れ
が

発
生

し
そ

う
な

場
合

や
発

生
し

た
場

合
の

応
急

・
復

旧
対

策
を

行
う

。
土

木
建

設
課

1
1
1

1
1

11
11

6
6

1
1

×
○

他
団

体
職

員

■
通

常
業

務

な
し

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

道
路

及
び

水
路

の
占

用
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

占
用

工
事

計
画

の
協

議
，

道
路

占
用

許
可

申
請

の
許

認
可

，
占

用
料

の
徴

収
，

占
用

者
へ

の
指

導
，

占
用

工
事

に
対

す
る

苦
情

対
応

を
行

う
。

道
路

及
び

水
路

の
占

用
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

法
定

外
道

路
及

び
水

路
占

用
許

可
申

請
の

計
画

協
議

，
許

認
可

，
占

用
料

の
徴

収
，

占
用

者
へ

の
指

導
，

占
用

工
事

に
対

す
る

苦
情

対
応

を
行

う
。

道
路

及
び

橋
り

ょ
う

の
補

修
及

び
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

小
規

模
工

事
及

び
道

路
舗

装
維

持
補

修
工

事
の

設
計

積
算

，
監

督
業

務
等

を
行

う
。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
班

名
担

当
課

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期
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【
土

木
維

持
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

土
木

・公
園

班
土

木
維

持
課

市
が

管
理

す
る

道
路

、
橋

梁
、

交
通

安
全

施
設

、
河

川
施

設
等

の
危

険
予

防
及

び
応

急
対

策
並

び
に

復
旧

事
業

に
関

す
る

こ
と

。

緊
急

輸
送

道
路

の
応

急
対

策
及

び
復

旧
事

業
（
応

急
対

策
上

重
要

な
未

指
定

路
線

も
含

む
）
や

橋
梁

，
交

通
安

全
施

設
，

河
川

施
設

等
の

応
急

対
策

な
ど

を
行

う
。

土
木

維
持

課
3

8
8

8
4

8
×

○
×

土
木

・公
園

班
土

木
維

持
課

交
通

規
制

の
た

め
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
交

通
規

制
区

間
の

実
施

状
況

の
把

握
、

道
路

法
4
6
条

の
規

定
に

よ
る

道
路

の
通

行
禁

止
又

は
制

限
を

行
う

。
土

木
維

持
課

1
2

2
2

2
2

2
2

×
○

×

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
○

×

6
1

1
○

　
×

6
1

1
○

×

6
1

1
○

×

6
2

2
○

×

6
1

1
○

×

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

舗
装

の
補

修
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

設
計

，
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

・
橋

梁
補

修
に

か
か

る
県

及
び

他
事

業
と

の
調

整
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

市
営

の
自

転
車

駐
車

場
及

び
自

動
車

駐
車

場
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
市

営
自

転
車

駐
車

場
等

の
運

営
管

理
を

行
う

。

市
営

の
自

転
車

駐
車

場
及

び
自

動
車

駐
車

場
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
市

営
自

転
車

駐
車

場
利

用
に

か
か

る
免

除
措

置
等

の
業

務
を

行
う

。

橋
り

ょ
う

，
立

体
横

断
施

設
等

の
長

寿
命

化
計

画
又

は
耐

震
化

計
画

に
基

づ
く
工

事
の

設
計

，
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

交
付

金
事

業
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

舗
装

の
補

修
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

設
計

，
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

交
付

金
事

業
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。

橋
り

ょ
う

，
立

体
横

断
施

設
等

の
長

寿
命

化
計

画
又

は
耐

震
化

計
画

に
基

づ
く
工

事
の

設
計

，
施

行
及

び
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

道
路

・
橋

梁
補

修
に

か
か

る
県

及
び

他
事

業
と

の
調

整
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
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非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

８
　

教
育

部
（
学

校
担

当
）

【
教

育
総

務
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

5
5

6
6

5
5

6
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

6
1

1
○

全
て

可

1
3

5
5

5
5

5
5

○
　

専
門

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

1
1

1
1

1
1

1
1

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

1
1

1
1

1
1

1
1

○
×

3
1

1
1

1
1

○
他

団
体

職
員

教
育

委
員

会
公

用
車

の
配

車
に

関
す

る
こ

と
。

教
育

長
車

の
運

転
及

び
配

車
調

整
等

を
行

う
。

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

条
例

，
規

則
，

訓
令

そ
の

他
の

規
程

の
案

の
審

査
並

び
に

文
書

の
収

受
及

び
保

存
に

関
す

る
こ

と
。

教
育

委
員

会
宛

の
郵

便
物

の
受

領
及

び
配

布
並

び
に

教
育

委
員

会
か

ら
の

発
送

を
行

う
。

学
校

の
施

設
に

関
す

る
こ

と
。

学
校

施
設

，
設

備
の

日
常

的
維

持
管

理
を

行
う

。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

教
育

委
員

会
庁

舎
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
庁

舎
の

維
持

管
理

に
か

か
わ

る
点

検
を

行
う

。

教
育

委
員

会
公

用
車

の
維

持
管

理
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

公
用

車
の

貸
し

出
し

。
車

検
調

整
等

の
維

持
管

理
を

行
う

。

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
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【
学

務
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

学
校

班
 学

務
課

災
害

時
の

応
急

教
育

に
関

す
る

こ
と

。
児

童
・
生

徒
，

職
員

の
安

否
確

認
や

施
設

設
備

の
被

害
状

況
の

確
認

を
行

う
。

 学
務

課
1

1
1

1
1

1
1

1
○

○
×

学
校

班
 学

務
課

災
害

時
の

応
急

教
育

に
関

す
る

こ
と

。
学

齢
児

童
生

徒
の

就
学

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 学

務
課

1
1

1
1

1
1

1
1

○
○

○
×

学
校

班
 学

務
課

被
災

児
童

生
徒

に
対

す
る

学
用

品
の

支
給

に
関

す
る

こ
と

。
災

害
で

学
用

品
を

喪
失

し
た

児
童

や
生

徒
へ

の
学

用
品

の
支

給
を

行
う

。
 学

務
課

3
1

1
1

1
1

○
○

×

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

事
務

所
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

や
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
），

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
0

1
0

10
10

6
6

1
0

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

3
1

1
1

1
1

○
○

×

4
1

1
1

1
○

○
×

5
1

1
1

○
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

【
指

導
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
指

導
課

避
難

所
の

情
報

収
集

・取
り

ま
と

め
に

関
す

る
こ

と
。

避
難

状
況

や
ニ

ー
ズ

な
ど

の
情

報
の

一
括

収
集

，
各

班
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
対

応
を

行
う

。
指

導
課

1
2

2
2

2
2

2
2

○
○

■
通

常
業

務

な
し

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

学
校

安
全

に
関

す
る

こ
と

。
学

校
で

の
安

全
管

理
業

務
等

を
行

う
。

応
援

受
入

の
可

否

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

学
齢

児
童

生
徒

の
就

学
及

び
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

住
民

基
本

台
帳

に
基

づ
き

，
学

齢
児

童
及

び
学

齢
生

徒
に

つ
い

て
学

齢
簿

を
編

成
及

び
訂

正
を

行
う

。

学
校

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

授
業

や
学

校
行

事
，

臨
時

休
業

等
の

各
校

の
教

育
課

程
に

つ
い

て
把

握
を

す
る

。

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
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【
教

育
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

3
3

3
3

3
3

3
×

○
全

て
可

第
２

収
容

班
教

育
セ

ン
タ

ー
避

難
所

の
開

設
及

び
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

・
学

校
の

避
難

所
の

災
害

用
w

i‐
fi
を

開
放

す
る

。
教

育
セ

ン
タ

ー
1

1
1

1
○

○

■
通

常
業

務

な
し

【
適

応
支

援
セ

ン
タ

ー
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

応
援

受
入

の
可

否

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

応
援

受
入

の
可

否

75



【
青

少
年

セ
ン

タ
ー

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

5
1

1
1

○
×

×

【
保

健
体

育
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
保

健
体

育
課

給
食

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

炊
き

出
し

に
関

す
る

こ
と

。
発

災
後

2～
3
日

目
以

後
を

目
途

に
（
そ

れ
ま

で
は

，
各

避
難

所
に

お
い

て
備

蓄
品

を
中

心
に

炊
き

出
し

を
行

う
），

市
の

給
食

セ
ン

タ
ー

を
利

用
し

炊
き

出
し

を
行

う
。

必
要

が
あ

れ
ば

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

協
力

を
得

る
。

保
健

体
育

課
3

9
9

9
×

○
全

て
可

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
、

住
区

域
の

割
り

振
り

、
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

、
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
、

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

連
携

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

、
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

5
7

7
7

7
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

災 害 時 の

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

青
少

年
の

補
導

に
関

す
る

こ
と

。
子

ど
も

た
ち

の
安

全
・安

心
の

確
保

の
た

め
，

要
請

に
応

じ
て

緊
急

パ
ト

ロ
－

ル
及

び
情

報
収

集
等

を
行

う
。

事
務

分
掌

業
務

内
容

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

応
援

受
入

の
可

否

76



【
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
　

東
八

千
代

調
理

場
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

2
2

1
1

2
2

2
×

○
全

て
可

第
２

収
容

班
保

健
体

育
課

給
食

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

炊
き

出
し

に
関

す
る

こ
と

。
発

災
後

2～
3
日

目
以

後
を

目
途

に
（
そ

れ
ま

で
は

，
各

避
難

所
に

お
い

て
備

蓄
品

を
中

心
に

炊
き

出
し

を
行

う
），

市
の

給
食

セ
ン

タ
ー

を
利

用
し

炊
き

出
し

を
行

う
。

必
要

が
あ

れ
ば

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

協
力

を
得

る
。

保
健

体
育

課
3

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

【
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
　

西
八

千
代

調
理

場
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
２

収
容

班
教

育
総

務
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
や

避
難

者
の

把
握

（
避

難
者

カ
ー

ド
）
，

住
区

域
の

割
り

振
り

，
食

料
等

生
活

必
需

品
の

確
保

，
要

配
慮

者
の

福
祉

避
難

所
へ

の
移

送
協

力
，

避
難

所
運

営
委

員
会

と
の

協
力

な
ど

を
行

う
。

・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

2
2

1
1

2
2

2
×

○
全

て
可

第
２

収
容

班
保

健
体

育
課

給
食

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

炊
き

出
し

に
関

す
る

こ
と

。
発

災
後

2～
3
日

目
以

後
を

目
途

に
（
そ

れ
ま

で
は

，
各

避
難

所
に

お
い

て
備

蓄
品

を
中

心
に

炊
き

出
し

を
行

う
），

市
の

給
食

セ
ン

タ
ー

を
利

用
し

炊
き

出
し

を
行

う
。

必
要

が
あ

れ
ば

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

協
力

を
得

る
。

保
健

体
育

課
3

2
2

2
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

77



非
常

時
優

先
業

務
（
所

属
別

）
一

覧

９
　

教
育

部
（
社

会
教

育
担

当
）

【
生

涯
学

習
振

興
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

3
3

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
行

う
。

教
育

総
務

課
1

5
5

7
7

7
×

○
全

て
可

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

情
報

収
集

・取
り

ま
と

め
に

関
す

る
こ

と
。

避
難

状
況

の
情

報
収

集
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

2
2

2
1

2
○

全
て

可

第
３

収
容

班
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
，

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・ス
ポ

ー
ツ

課
5

7
7

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

【
大

和
田

公
民

館
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
1

1
○

×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
3

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

78



【
阿

蘇
公

民
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
1

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

【
高

津
公

民
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
1

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否
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【
勝

田
台

公
民

館
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
1

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

【
八

千
代

台
公

民
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

2
2

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

2
2

2
2

2
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期
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【
村

上
公

民
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
1

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

【
睦

公
民

館
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
1

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

1
1

1
1

1
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

応
援

受
入

の
可

否

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
急

業
務

業
務

内
容

主
担

当
課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

班
名

担
当

課

81



【
八

千
代

台
東

南
公

民
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

4
4

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

2
2

4
4

4
×

○
全

て
可

第
３

収
容

班
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
，

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・ス
ポ

ー
ツ

課
5

3
3

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

【
緑

が
丘

公
民

館
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

2
2

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

2
2

2
2

2
×

○
全

て
可

■
通

常
業

務

な
し

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

82



【
中

央
図

書
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

3
3

3
○

×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
3

2
2

×
○

全
て

可

第
３

収
容

班
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
，

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・ス
ポ

ー
ツ

課
3

1
1

1
1

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

【
大

和
田

図
書

館
】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

1
3

3
○

×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
3

1
1

1
×

○
全

て
可

第
３

収
容

班
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
，

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・ス
ポ

ー
ツ

課
3

2
2

1
2

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数

他
業

務
と

の
兼

務
の

可 否

夜
間

帯
の

業
務

従
事

被
災

状
況

に
よ

り
発

生
す

る
事

務

応
援

受
入

の
可

否

班
名

担
当

課
応

急
業

務
業

務
内

容
主

担
当

課

夜
間

帯
の

業
務

従
事

83



【
八

千
代

台
図

書
館

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

2
2

2
○

×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
3

1
1

1
×

○
全

て
可

第
３

収
容

班
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
，

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・ス
ポ

ー
ツ

課
3

2
2

1
2

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

【
文

化
・
ス

ポ
ー

ツ
課

】

■
応

急
業

務

第
1
局

面
（
～

3
時

間
）

第
2
局

面
（
～

2
4
時

間
）

第
3
局

面
（
～

3
日

）

第
4
局

面
（
～

1
週

間
）

第
5
局

面
（
～

2
週

間
）

第
6局

面
（
～

1
ｶ

月
）

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

施
設

利
用

者
の

避
難

・救
護

に
関

す
る

こ
と

。
所

管
す

る
社

会
教

育
施

設
の

利
用

者
と

職
員

の
安

全
確

認
，

施
設

の
被

害
状

況
の

確
認

，
施

設
内

待
機

に
関

す
る

こ
と

な
ど

を
行

う
。

生
涯

学
習

振
興

課
1

6
6

1
6

○
×

第
３

収
容

班
生

涯
学

習
振

興
課

避
難

所
の

開
設

及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
★

・
避

難
者

の
把

握
（避

難
者

カ
ー

ド
）や

居
住

区
域

の
割

り
振

り
，

食
料

等
生

活
必

需
品

の
確

保
，

要
配

慮
者

の
福

祉
避

難
所

へ
の

移
送

の
協

力
な

ど
を

行
う

。
・
在

宅
避

難
者

へ
の

情
報

発
信

，
物

資
供

給
を

行
う

。

教
育

総
務

課
1

5
6

6
6

×
○

全
て

可

第
３

収
容

班
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
課

物
資

集
積

場
所

の
確

保
及

び
物

資
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

市
民

体
育

館
や

輸
送

拠
点

の
確

保
。

物
資

供
給

班
が

受
入

れ
た

物
資

の
保

管
，

仕
分

け
を

行
う

。
※

物
資

供
給

班
（
農

委
）
も

担
う

。

文
化

・ス
ポ

ー
ツ

課
1

2
2

13
13

13
6

1
3

×
○

全
て

可

■
通

常
業

務

な
し

業
務

開
始

目
標

時
期

業
務

実
施

期
間

及
び

必
要

人
数

従 事 者 数
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令和７年２月１日現在

設置場所
部名 課名等 施設名

001 総務部 危機管理課 本庁舎 047-486-1151 ○

002 総務部 危機管理課 本庁舎 047-486-1152 ○

003 総務部 危機管理課 本庁舎 047-483-1094 ○ FAX

004 総務部 戸籍住民課 八千代台支所 047-485-6082 ○

005 総務部 戸籍住民課 勝田台支所 047-483-0156 ○

006 総務部 戸籍住民課 米本支所 047-488-1108 ○

007 総務部 戸籍住民課 緑が丘支所 047-450-5058 ○

008 総務部 戸籍住民課 村上支所 047-485-4522 ○

009 総務部 戸籍住民課 睦連絡所 047-450-2002 ○

010 総務部 戸籍住民課 高津連絡所 047-458-6006 ○

011 財務部 資産管理課 本庁舎 047-483-1167 ○ アナログ回線

012 財務部 資産管理課 本庁舎 047-483-1168 ○ アナログ回線

013 財務部 資産管理課 本庁舎 047-483-1169 ○ アナログ回線

014 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 秘書課

015 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 秘書課長

016 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 総務部長

017 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 危機管理監

018 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 危機管理課長

019 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 危機管理課職員

020 財務部 資産管理課 本庁舎 ○ 危機管理課職員

021 財務部 資産管理課 本庁舎 090-3042-1907 ○ 土木建設課

022 財務部 資産管理課 本庁舎 090-3225-5640 ○ 土木建設課

023 財務部 資産管理課 本庁舎 090-5541-9098 ○ 土木建設課

024 健康福祉部 健康福祉課 福祉センター　 047-483-1172 ○ 指定管理

025 健康福祉部 健康福祉課 ふれあいプラザ 047-487-1512 ○ 指定管理

026 健康福祉部 障害者支援課 児童発達支援センター 047-458-0198 ○ FAX

027 健康福祉部 健康づくり課 保健センター（健康づくり課） 047-483-4686 ○ 健康づくり課

028 健康福祉部 健康づくり課 保健センター（母子保健課） 047-486-7221 ○ 母子保健課

029 子ども部 子育て支援課 阿蘇米本学童保育所 047-489-6011 ○ 阿蘇米本学園敷地内

030 子ども部 子育て支援課 村上学童保育所 047-484-6314 ○ 村上小学校内

031 子ども部 子育て支援課 村上北学童保育所　 047-486-0455 ○ 村上北小学校内

032 子ども部 子育て支援課 村上東学童保育所　 047-484-3551 ○ 村上東小学校内

033 子ども部 子育て支援課 睦学童保育所 047-459-2939 ○ 睦小学校内

034 子ども部 子育て支援課 大和田学童保育所　 047-485-9672 ○ 大和田小学校敷地内

035 子ども部 子育て支援課 大和田南学童保育所　 047-483-7761 ○ 大和田南小学校敷地内

036 子ども部 子育て支援課 萱田学童保育所　 047-484-2012 ○ 萱田小学校内

037 子ども部 子育て支援課 ゆりのき台第２学童保育所 047-450-9690 ○

038 子ども部 子育て支援課 高津学童保育所 047-450-0911 ○ 高津小学校内

039 子ども部 子育て支援課 南高津学童保育所　 047-458-0101 ○ 南高津小学校内

040 子ども部 子育て支援課 西高津学童保育所　 047-458-1071 ○ 西高津小学校内

041 子ども部 子育て支援課 新木戸なかよし学童保育所　 047-450-6008 ○ 新木戸小学校敷地内

042 子ども部 子育て支援課 みどりが丘学童保育所　 047-458-5831 ○ みどりが丘小学校敷地内

043 子ども部 子育て支援課 八千代台学童保育所 047-486-5013 ○ 八千代台小学校内

044 子ども部 子育て支援課 八千代台西学童保育所 047-485-6511 ○ 八千代台西小学校内

045 子ども部 子育て支援課 八千代台東学童保育所 047-482-0910 ○ 八千代台東小学校内

046 子ども部 子育て支援課 勝田台学童保育所 047-485-0764 ○ 勝田台小学校内

047 子ども部 子育て支援課 勝田台南学童保育所 047-484-7321 ○ 勝田台南小学校内

災害時優先電話一覧表

No.
管理している課等

番号 固定 携帯 備考

86



設置場所
部名 課名等 施設名
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管理している課等

番号 固定 携帯 備考

048 子ども部 子ども保育課 ゆりのき台保育園 047-486-6711 ○

049 子ども部 子ども保育課 八千代台保育園 047-483-0903 ○ FAX兼用

050 子ども部 子ども保育課 米本南保育園 047-488-1627 ○ FAX兼用

051 子ども部 子ども保育課 八千代台西保育園 047-484-6465 ○ FAX兼用

052 子ども部 子ども保育課 高津南保育園 047-450-0927 ○ FAX兼用

053 子ども部 子ども保育課 八千代台南保育園 047-482-0922 ○ FAX兼用

054 子ども部 子ども保育課 村上北保育園 047-482-0921 ○ FAX兼用

055 子ども部 子ども保育課 睦北保育園 047-488-1149 ○ FAX兼用

056 子ども部 子ども保育課 すてっぷ２１勝田台 047-487-4820 ○ FAX兼用

057 経済環境部 クリーン推進課 衛生センター 047-459-0601 ○

058 子ども部 子ども保育課 すてっぷ２１大和田　 047-450-5040 ○

059 経済環境部 清掃センター 清掃センター 047-483-4504 ○

060 教育委員会 教育総務課 教育委員会庁舎（２階） 047-486-3199 ○ FAX（２階）

061 教育委員会 教育総務課 教育委員会庁舎（１階） 047-486-4199 ○ FAX（１階）

062 教育委員会 教育総務課 大和田小学校 047-484-6142 ○ FAX

063 教育委員会 教育総務課 睦小学校 047-450-9674 ○ FAX

064 教育委員会 教育総務課 旧阿蘇小学校 047-488-3447 ○ FAX

065 教育委員会 教育総務課 村上小学校 047-482-4102 ○ FAX

066 教育委員会 教育総務課 八千代台小学校 047-482-3350 ○ FAX

067 教育委員会 教育総務課 八千代台東小学校 047-482-1464 ○ FAX

068 教育委員会 教育総務課 八千代台西小学校 047-482-7375 ○ FAX

069 教育委員会 教育総務課 勝田台小学校 047-482-3343 ○ FAX

070 教育委員会 教育総務課 勝田台南小学校 047-483-0022 ○ FAX

071 教育委員会 教育総務課 旧米本小学校 047-488-1137 ○ FAX

072 教育委員会 教育総務課 旧米本南小学校 047-488-2333 ○ FAX

073 教育委員会 教育総務課 西高津小学校 047-450-5491 ○ FAX

074 教育委員会 教育総務課 大和田南小学校 047-484-6466 ○ FAX

075 教育委員会 教育総務課 高津小学校 047-450-1163 ○ FAX

076 教育委員会 教育総務課 南高津小学校 047-450-2236 ○ FAX

077 教育委員会 教育総務課 村上東小学校 047-482-1463 ○ FAX

078 教育委員会 教育総務課 大和田西小学校 047-450-9743 ○ FAX

079 教育委員会 教育総務課 村上北小学校 047-484-1823 ○ FAX

080 教育委員会 教育総務課 新木戸小学校 047-450-8489 ○ FAX

081 教育委員会 教育総務課 萱田小学校 047-484-3757 ○ FAX

082 教育委員会 教育総務課 萱田南小学校 047-487-7118 ○ FAX

083 教育委員会 教育総務課 みどりが丘小学校 047-458-1282 ○ FAX

084 教育委員会 教育総務課 八千代中学校 047-482-7548 ○ FAX

085 教育委員会 教育総務課 睦中学校 047-450-5459 ○ FAX

086 教育委員会 教育総務課 阿蘇米本学園 047-488-3410 ○ FAX

087 教育委員会 教育総務課 勝田台中学校 047-482-6165 ○ FAX

088 教育委員会 教育総務課 大和田中学校 047-484-6716 ○ FAX

089 教育委員会 教育総務課 高津中学校 047-450-1730 ○ FAX

090 教育委員会 教育総務課 八千代台西中学校 047-482-0944 ○ FAX

091 教育委員会 教育総務課 村上東中学校 047-482-4037 ○ FAX

092 教育委員会 教育総務課 東高津中学校 047-459-1213 ○ FAX

093 教育委員会 教育総務課 村上中学校 047-482-3193 ○ FAX

094 教育委員会 教育総務課 萱田中学校 047-485-6432 ○ FAX

095 教育委員会 生涯学習振興課 八千代市総合生涯学習プラザ 047-487-3719 ○ 追加希望

096 教育委員会 八千代台東南公民館 大和田公民館 047-482-0845 ○ FAX兼用

87



設置場所
部名 課名等 施設名

No.
管理している課等

番号 固定 携帯 備考

097 教育委員会 八千代台東南公民館 阿蘇公民館 047-488-1185 ○

098 教育委員会 八千代台東南公民館 高津公民館 047-450-0353 ○

099 教育委員会 八千代台東南公民館 勝田台公民館 047-485-5202 ○

100 教育委員会 八千代台東南公民館 八千代台公民館 047-483-5553 ○

101 教育委員会 八千代台東南公民館 村上公民館 047-485-5452 ○

102 教育委員会 八千代台東南公民館 睦公民館 047-450-2390 ○

103 教育委員会 八千代台東南公民館 八千代台東南公民館 047-485-4811 ○

104 教育委員会 八千代台東南公民館 緑が丘公民館 047-489-4919 ○

105 教育委員会 中央図書館 中央図書館　 047-487-3130 ○

106 教育委員会 中央図書館 八千代台図書館　 047-482-0912 ○

107 教育委員会 生涯学習振興課 「ガキ大将の森」キャンプ場 047-483-0880 ○

108 教育委員会 郷土博物館 郷土博物館 047-482-9041 ○ FAX

109 教育委員会 文化・スポーツ課 八千代市市民会館 047-483-5112 ○ 指定管理

110 教育委員会 文化・スポーツ課 八千代台文化センター 047-482-1833 ○ 指定管理

111 教育委員会 文化・スポーツ課 八千代市市民体育館 047-485-7200 ○ 指定管理

112 教育委員会 文化・スポーツ課 八千代台近隣公園小体育館　 047-483-4977 ○ 指定管理

113 教育委員会 文化・スポーツ課 勝田台中央公園小体育館 047-487-7667 ○ 指定管理

114 消防本部 消防総務課 消防本部　 047-459-2441 ○ 代表電話

115 消防本部 消防総務課 消防本部（警防課　指揮指令係） 047-459-7805 ○ 警防課（指揮指令係）

116 消防本部 警防課 消防本部（２階指令室） 047-459-2446 ○ FAX（２階　指令室）

117 消防本部 消防総務課 中央消防署 047-458-0119 ○

118 消防本部 消防総務課 中央消防署八千代台分署 047-484-0119 ○

119 消防本部 消防総務課 中央消防署睦分署 047-480-0119 ○

120 消防本部 消防総務課 東消防署 047-488-0119 ○

121 消防本部 消防総務課 東消防署勝田台分署 047-482-0119 ○

122 上下水道局 経営企画課 上下水道局庁舎 047-486-4365 ○ アナログ回線

123 上下水道局 給排水相談課 上下水道局 090-8801-5213 ○ 給排水相談課

124 上下水道局 上水道課 上下水道局 090-2323-4000 ○ 上水道課

125 上下水道局 上水道課 上下水道局 090-8801-5214 ○ 上水道課

126 上下水道局 上水道課 八千代台浄水場 047-482-6414 ○

127 上下水道局 上水道課 勝田台浄水場 047-483-2554 ○

128 上下水道局 上水道課 米本浄水場 047-488-1107 ○

129 上下水道局 上水道課 高津浄水場 047-450-5073 ○

130 上下水道局 上水道課 村上給水場 047-482-0928 ○

131 上下水道局 上水道課 睦浄水場 047-450-0466 ○

132 上下水道局 上水道課 萱田浄水場 047-487-6965 ○

133 上下水道局 下水道課 村上第２汚水中継ポンプ場 047-482-0923 ○ FAX兼用
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区分 配置場所 無線番号 100番 111番 170番 200番 222番 250番 300番 400番 500番 600番 700番 750番 800番 900番

市役所 八千代市役所 101 100 111 200 300 900

勝田台支所 104 100 700

米本支所 105 100 700

村上支所 107 100 700

睦連絡所（公民館と共用） 203 100 200 700

企画部 119・120 100

総務部 109・110 100 900

財務部 111・112 100 900

健康福祉部 113・114 100 900

保健センター 151 100 900

児童発達支援センター 152 100 900

子ども部 115・116 100 111 400 900

経済環境部 128・129 100 900

経済環境部（清掃センター） 171～174 100 170 900

都市整備部 121・122 100 900

都市整備部（土木管理課） 123～127
181～184

100 250 900

教育委員会（教育担当） 130・131 100 111 500 600 900

教育委員会（社会教育担当） 117・118 100 900

消防部 132・133 100 900

上下水道局 134～148 100 222 900

本部事務局 149・150 100 900

応急医療救護本部（地域医療） 199 100 750 900

高津公民館 202 100 200

睦公民館（連絡所と共用） 203 100 200 700

八千代台東南公民館 204 100 200

八千代台公民館 205 100 200

村上公民館 206 100 200

阿蘇公民館 207 100 200

勝田台公民館 208 100 200

緑が丘公民館 209 100 200

市民会館 201 100 300

福祉センター 301 100 300

八千代台近隣公園小体育館 302 100 300

ふれあいプラザ 303 100 300

八千代ふるさとステーション 305 100 900

デジタルＭＣＡ無線配置場所一覧

支
所
・
連
絡
所

災
害
対
策
本
部

公
民
館

市
の
施
設
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区分 配置場所 無線番号 100番 111番 170番 200番 222番 250番 300番 400番 500番 600番 700番 750番 800番 900番

ゆりのき台保育園 401 100 111 400

米本南保育園 402 100 111 400

睦北保育園 403 100 111 400

八千代台保育園 404 100 111 400

八千代台西保育園 405 100 111 400

八千代台南保育園 406 100 111 400

高津南保育園 407 100 111 400

村上北保育園 408 100 111 400

大和田小学校 501 111 500

睦小学校 502 111 500

旧阿蘇小学校 503 111 500

村上小学校 504 111 500

八千代台小学校 505 111 500 700

八千代台東小学校 506 111 500

八千代台西小学校 507 111 500

勝田台小学校 508 111 500

勝田台南小学校 509 111 500

旧米本小学校 510 111 500

旧米本南小学校 511 111 500

西高津小学校 512 111 500

大和田南小学校 513 111 500

高津小学校 514 111 500

南高津小学校 515 111 500

村上東小学校 516 111 500

大和田西小学校 518 111 500

村上北小学校 519 111 500

新木戸小学校 520 111 500 700

萱田小学校 521 111 500

萱田南小学校 522 111 500

みどりが丘小学校 523 111 500

八千代中学校 601 111 600

睦中学校 602 111 600

勝田台中学校 604 111 600

大和田中学校 605 111 600

高津中学校 606 111 600

八千代台西中学校 607 111 600

村上東中学校 608 111 600

東高津中学校 609 111 600

村上中学校 610 111 600

萱田中学校 611 111 600

阿蘇米本学園 603 111 600

八千代高等学校 701 111 600

八千代特別支援学校 702 111 600

八千代西高等学校 703 111 600

保
育
園

小
学
校

中
学
校

県
立
学
校
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区分 配置場所 無線番号 100番 111番 170番 200番 222番 250番 300番 400番 500番 600番 700番 750番 800番 900番

八千代市医師会 751 750

八千代医療センター 752 750

島田台総合病院 753 750

セントマーガレット病院 754 750

勝田台病院 755 750

新八千代病院 756 750

西高津小学校 757 750

八千代台東小学校 758 750

薬剤師会 八千代市薬剤センター 781 750

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅 801 800

東葉高速鉄道八千代中央駅 802 800

東葉高速鉄道村上駅 803 800

東葉高速鉄道東葉勝田台駅 804 800

京成電鉄八千代台駅 805 800

京成電鉄大和田駅 806 800

京成電鉄勝田台駅 807 800

自衛隊 習志野自衛隊 811

警察 八千代警察署 812

100番 市職員グループ 250番

111番 学校関係グループ 300番

170番 清掃センターグループ 400番

200番 公民館グループ 500番

222番 水道グループ 600番

小学校グループ 900番 災害対策本部グループ

中学校・その他学校グループ

市の施設グループ 750番 医師（薬剤師）会グループ

保育園グループ 800番 鉄道関係グループ

鉄
道
関
係

グループ番号表
土木建設グループ 700番 支所・（地区）連絡所グループ

医
師
会
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